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平成２７年第３回幸田町議会定例会会議録（第４号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２７年９月１４日（月曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第49号議案 幸田町基本構想について 

     第50号議案 幸田町職員の再任用に関する条例の一部改正について 

     第51号議案 幸田町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 

           例の一部改正について 

     第52号議案 幸田町個人情報保護条例の一部改正について 

     第53号議案 幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定 

           について 

     第54号議案 幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

     第55号議案 幸田町手数料徴収条例の一部改正について 

     第56号議案 幸田町住民広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

     第57号議案 幸田町国民健康保険税条例の一部改正について 

     第58号議案 幸田町介護保険条例の一部改正について 

     第59号議案 岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を処理する内部 

           組織の共同設置について 

     第60号議案 岡崎市斎場の利用に係る事務の委託の廃止に関する協議について 

     第61号議案 財産の取得について（小学校コンピュータ） 

     第62号議案 平成27年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     第63号議案 平成27年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第64号議案 平成27年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第65号議案 平成27年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第66号議案 平成27年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第67号議案 平成27年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第 

           １号） 

     第68号議案 平成27年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第69号議案 平成27年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成26年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成26年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成26年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 平成26年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第５号 平成26年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成26年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

           認定について 

     認定第７号 平成26年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ 
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           いて 

     認定第８号 平成26年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成26年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

日程第３ 決算特別委員会の設置について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 足 立 初 雄 君  ２番 伊與田伸 吾 君  ３番 稲 吉 照 夫 君 

  ４番 鈴 木 重 一 君  ５番 杉 浦 あきら君  ６番 志 賀 恒 男 君 

  ７番 鈴 木 雅 史 君  ８番 中 根 久 治 君  ９番 酒 向 弘 康 君 

  10番 大 嶽  弘 君  11番 池 田 久 男 君  12番 笹 野 康 男 君 

  13番 丸 山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 水 野千代子 君 

  16番 浅 井 武 光 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 企 画 部 長 大 竹 広 行 君

総 務 部 長 山 本 富 雄 君 住民こども部長 山 本 茂 樹 君

健 康 福 祉 部 長 大 澤  正 君 環 境 経 済 部 長 清 水  宏 君

建 設 部 長 近 藤  学 君 教 育 部 長 小 野 浩 史 君

消 防 長 壁 谷 弘 志 君 企 業 立 地 監 志 賀 幸 弘 君

企 画 部 次 長 兼
企 画 政 策 課 長

林  敏 幸 君
総 務 部 次 長 兼
税 務 課 長

平 松 寛 昭 君

健康福祉部次長兼
福 祉 課 長

山 下 明 美 君
環境経済部次長兼
水 道 課 長

伊 澤 正 美 君

建 設 部 次 長 兼
区 画 整 理 課 長

伊 澤 勝 一 君
教 育 部 次 長 兼
学 校 教 育 課 長

羽根渕闘志 君

消 防 次 長 兼
消 防 署 長

本 田  稔 君
会 計 管 理 者 兼
出 納 室 長

牧 野 洋 司 君

代 表 監 査 委 員 山 下  力 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 桐 戸 博 康 君    

────────────────────────────── 

○議長（浅井武光君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝よりの御審議、御苦労さまであります。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 
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                             開議 午前 ９時００分 

○議長（浅井武光君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、許可を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 山本富雄君 登壇〕 

○総務部長（山本富雄君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   質疑事前要求資料につきまして、お手元のほうに本日配付させていただきましたので、

よろしくお願い申し上げます。 

   また、過日発生いたしました台風１８号による被害報告書もあわせて配付させていた

だきました。 

   被害状況につきましては、過日御報告させていただいた、六栗字竹ノ下地内で床下浸

水４件、及び野場地区を中心に７００戸の停電の被害などが発生いたしました。また、

台風通過後の翌日午前０時からの１時間雨量４４ミリの降雨があり、災害対策本部を午

前０時３５分に設置いたしましたが、大事には至らず、午前３時３０分をもって解散し

たことも、あわせて御報告いたします。 

   以上であります。 

〔総務部長 山本富雄君 降壇〕 

○議長（浅井武光君） 本日、説明のために出席を求めた理事者は２０名と監査委員１名で

あります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承を願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（浅井武光君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を４番 鈴木重一君、５番 

杉浦あきら君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（浅井武光君） 日程第２、第４９号議案から第６９号議案までの２１件と、認定議

案第１号から認定議案第９号までの９件を一括議題といたします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に従い通告順といたします。 

   発言は会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以内とし、

質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限に鑑み、簡明なる答弁

をお願いいたします。 

   初めに、第４９号議案の質疑を行います。 

   ８番、中根久治君の質疑を許します。 

   ８番、中根君。 
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○８番（中根久治君） ４９号議案 幸田町基本構想についての質疑でございます。 

   将来人口規模で、予想するのが４万２,０００人であると。これは平成３７年という

のですか、この４万２,０００人にするためには一体どのような施策をもっていけば到

達できるのかなと。現状の推計でいいますと、４万１,０００人になるだろうというの

は、これは統計上出ているわけですが、それにプラス１,０００人という上乗せ、この

１０年間で１,０００人ですから、１年間に今よりも１００人ずつたくさん人がふえて

くるという計算になるわけですが。それはとても出生率に影響するかと思っております

ので、到達するための施策としては一体何を持っているのかということについて、まず

お伺いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） ４万２,０００人という形で目標を設定させていただいており

ます。今回の基本構想の人口規模でございます。基礎となりますのは、国立社会保障・

人口問題研究所の推計を採用しております。２０１５年度、平成２７年度末において人

口を４万人と見込みますと、人口問題研究所が出しております推計より５６４人多くな

っております。２０２５年度、平成３７年度における人口問題研究所の推計は４万１,

０４１人に５６４を加えると４万１,６０５となり、それに魅力あるまちづくりによる

人口増を見込みまして、４万２,０００人という形で説明をさせていただいております。 

   目標達成の施策はということでございます。まちづくりの基本目標を６本、第１節か

ら第６節まで定めまして、それぞれの目標に向かって基本計画を設けております。基本

計画には分野ごとの施策があり、それぞれの施策が実施されることにより魅力あるまち

づくにつながると考えております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 今のお話ですと、出生率２.１を前提とするというようなニュアン

スの回答はなかったわけですが、その出生率２.１というのは条件なのかどうかについ

て再度お願いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 出生率２.１でございますけれども、今回の総合計画の関係に

つきましては、先ほど答弁させていただきました国立社会保障・人口問題研究所の推計

を採用しております。人口問題研究所では出生率を指標として採用をしておりません。

子ども女性比というのを用いております。子ども女性比とは、０歳から４歳の人口と１

５歳と４９歳の女性の人口比ということを人口問題研究所は採用しておりますので、出

生率２.１とかそういうものについては、今回のこの総合計画においては採用していな

いのが現状でございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） そうしますと、将来５万人にするという、将来の大きな目標なので

すが、今から４０年後というふうなどこかの推計が出ておりましたが、５万人にするた

めにもやはり出生率とかいうその言葉というのはどこかに加味されてこないと、これは

実現不可能だろうと、そういうふうに思うわけですが。それを入れないでおいて、その

ための施策をつくらないでおいて、この５万人が目標ですよというだけでは、目標です
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から別にいいわけだということはありますが、その辺のところについても出生率という

のは関係するのかしないのか、それを意識しての計画なのかについて再度お伺いしたい

と同時に、５万人になった場合に今の公共施設で果たして間に合うかと。当然不足する

部分がたくさん出てくるわけですので、何が不足するのだ、何がどのぐらい不足すると

いうふうに考えられているのかについてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まずは出生率につきましては、この総合計画におきましては先

ほど言いましたとおりでございますので、出生率については直接的には加味をしていな

いというような状態であります。 

   あと、５万人達成となる場合にどのような施策、不足となる施設はということでござ

います。それにつきましては、あくまでも５万人という目標をあくまでこの基本構想の

中で掲げさせていただいております。具体的な内容につきましては基本計画なり実施計

画、そのあとまたそれぞれの個別計画で考えていきたいと思いますので、今現在の段階

において何が不足するのとか、そういうものにつきましてはまだ把握をしていないのが

現状でございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 将来５万人になるぞという、その５万人の町のイメージがまだでき

ていないというような感覚で受けとめてしまいましたが、そうするとこの５万人という

数字を出すことそのものが随分乱暴な提案の仕方だなというふうに私は思っております

ので、それについてのコメントがいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） これにつきましては、基本構想の中に将来目標という形で挙げ

させていただきました。町としては、なかなか今の推計では難しいかもしれませんけれ

ども、あくまでも５万人に向かって進んでいくということを明示をさせていただいたと

いう形で御理解をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ５万人というのは数の目標であって、町全体のイメージがそのとき

どうなるかというイメージは描いてないということが理解できました。この基本構想を

読ませてもらうと、２ページ、６０行ぐらいあるのですが、これを読んでいくと平仮名

の「まちづくり」という平仮名の表記が４回、それから平仮名の「まち」という言い方

が１１回、漢字の「幸田」と漢字の「幸田町」がそれぞれ２回でございます。平仮名で

表現することで漢字よりも違ったニュアンスが生まれてくるのではないかなというふう

に思いまして、ちょっと夢のある表現かなというふうに自分では理解するのですが。じ

ゃあ、その平仮名にすることによるちょっとしたぼかしの部分がとても気になるもので

すから、基本構想でございますので、その概念については特にきちんと一度お伺いして

おきたいと思いまして、まず最初に「都市計画」ということと「まちづくり」という言

葉のこのニュアンスの違いについて、町はどのように使い分けをされているのかについ

てお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 
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○企画部長（大竹広行君） それぞれ今個別に言われたわけですけれども、トータル的とし

まして、平仮名の「まち」というのは見た目のやわらかさや親しみやすいイメージをあ

らわしております。漢字の「幸田」という漢字は表現しにくい部分で使用してるという

ことで、明確に今御質問のありましたような形で、これはこういう形でということで記

載のほうをさせていただいているわけではなくて、そのような形、イメージという形で

記載をさせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） そうですから、「まちづくり」という平仮名表記と「都市計画」と

いう漢字表記を幸田町は使っているわけですね。そのニュアンスの違いについてお答え

いただければありがたいですが。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 非常にお答えが難しい御質問をいただいております。概念的な

形での回答しかちょっと持ち合わせておりません。申しわけございません。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） この基本構想は言葉だけで表現して、幸田町の将来またはこれから

こうするかということを決める物すごく大きな言葉なのですから、そこの概念がきちん

とされていないということは、将来設計が随分いいかげんだなというふうに思われてし

まいますので、その辺はきちんとした概念の説明がいただけるとありがたいというふう

に思っております。「まち」と「幸田」と「幸田町」の使い分けですよね。私は今この

表を見てみて試しにその言葉を使っているところ、例えば平仮名の「まち」を漢字の

「幸田」に当てはめてみると、漢字の「幸田」を平仮名の「まち」に当てはめてみると、

そういう言葉の入れかえをやってみる、読んでみる。読んでみてしっくりいくかなとい

う部分と、これはやっぱり平仮名のほうがやわらかいなと。ここは平仮名がいい、ここ

は漢字がいいと、そういうことが見えてくるわけですから、あくまでもこの平仮名と漢

字というのは使い分けがきちんとされるべき言葉であるし、そのようにこの基本構想の

中でもされていると私は信じているわけですが、そもそも平仮名の「まち」にどのよう

な概念を持たせておられるのかについてお伺いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 概念をということでございます。これにつきましては、それぞ

れ全員協議会の中でもお話をさせていただいているかと思います。また、直接その中で

の漢字とか表記についてはないわけかもしれませんけれども、それぞれパブリックコメ

ントの中にもそれぞれの用語等をどういうふうな形で用いるかということでいただいて

おります。「ともに」というものを平仮名か漢字かとか、「さまざまを」というものを

漢字か平仮名かということでいただいております。今回は「まち」という概念はどうな

のかということでありますけれども、具体的に今ここで明確にちょっとお答えすること

ができない状況であります。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 「まちづくり」という言葉の「まち」というのは、「まちづくり」

の「まち」とは一体何かという部分が明確でないというのは、計画をつくっていく上で
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そこの部分がただワープロのいたずらであると。どっちに置きかえてもそんなの構わな

いよと、そういうものではないですよね。少なくともこの中では１１回の平仮名の「ま

ち」を使っておられる。これは、１１回ここで平仮名を使ったということのその意味が

あると思うんですよ。その意味をお聞きしてるわけですので、それはきちんとお答えい

ただきたいというふうに思っております。例えば、「住み続けたいと思われるまちづく

り」の「まちづくり」と「安心して暮らせるまちづくり」というこの「まちづくり」と

いう言葉のニュアンス。それと、例えば先日来話題になっておりますが、「なめらかな

まちづくり」、この「まちづくり」だけでも３つもぼやっと聞いているとすばらしい町

ができそうだなという感じがするのですが、それぞれ使い分けがあっての表現だと思う

のですが、まず最初に「安心して暮らせるまちづくり」と「住み続けたいと思われるま

ちづくり」というこのまちづくりの概念と、「なめらかなまちづくり」のまちづくりの

概念は、これは基本構想に入っていない言葉ですが、これは基本構想では想定していな

い概念なのか。要するに「なめらかなまちづくり」というのは基本構想の中に入れてい

ない概念なのかについて、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 漢字の「町」と平仮名の「まち」、昨日、金田一秀穂先生の講演

を中根議員はお聞きになったかというふうに思いますけれども、実は中根議員がおっし

ゃっているようなことについてお話がございました。金田一秀穂先生は、「とよた」

「とよだ」、「こうた」「こうだ」でそういうものを、そんなのどうでもいいじゃんと

いうお話をされるわけです。国語の大家三代目。それはそのものの本質がわかれば言葉

として通用するものだというふうなお話をされたので、私はさすがやっぱり国語の先生

は一つのことにこだわるのではなくて、その本質がわかる言葉を使ってあれば、それは

皆さんに受け取られるのではないかと。そういう私はいろいろお話をして、講演の中に

もございました。そういうことを考えさせていただきますと、今私どもの漢字の「町」

というのが、これは表記がおかしいとおっしゃるかもしれませんけれども、それはそれ

としての中根議員のお考えだと思いますけれども、文章表現上そこのやさしさや親しみ

だとかそういうものを考えさせるときには平仮名を使うという表記であっても、それは

許されるのではないかと。そういうことを私は今のお話で、きのうの金田一先生のお話

でそういうことかなというふうに今思っている次第でございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 私も趣味として俳句をやっておりますから、言葉の漢字にするか平

仮名にするかというのを物すごく大事にしておりますので、それが言おうとする本質に

かかわる問題ですから、ここは平仮名であるべきだということの論拠という部分も大事

にしたいというふうに考えての使い分けを私はずっとやっておりますので。きのうは金

田一先生のお話を聞こうと思ったのですが、別用がありまして参加できなくて残念でご

ざいますが、ここのところの幸田のまちづくりの「まち」の概念は一体何かという部分

は、そんな平仮名とか漢字が曖昧に置きかえていい問題ではないです、ですよね。そこ

の部分をきちんと出していかないと、これはまずいんですよ。実際に、こんなことを言

っていいか悪いかわかりませんが、「なめらかなまちづくり」というのは先日もこの中
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で議論が飛んでおりましたが、「なめらかなまちづくり」の「まち」という概念は、あ

の先生は要するに「町」という漢字の「町」じゃないですよね。平仮名の「まち」でも

ない。彼が使おうとしているイメージは何かというと、街路の「街」、ぎょうにんべん

ですか、あの「街」なんですよ。ですから、まるきりイメージが違う。英語で言えばア

ベニューに近いような言葉を彼は使っている。漢字を使ってますよね。ですから、彼の

言う「まちづくり」というのは、もっとこの幸田町のまちづくりとは全然イメージの違

う範囲で話をしているわけですから、この基本構想の中に入ってくる「まちづくり」と

僕は一緒にならないな、入ってこない話だなというふうに認識をしております。ですか

ら、その言葉を学者なりいろいろな先生がどの「まち」を使ったかというのはそれぞれ

考えて使っているわけですから、その考えた「まち」の本質を我々は理解してまた新し

い計画をつくっていかないといけないわけですので、今のような御答弁のように、本質

がわかっていればあとはどの「まち」を使っても構いませんでは、それは幸田町として

基本構想としての考え方がおかしいのではないかと自分では思っておりますので、やは

り言葉をもっと大事にしていくという姿勢があってこそ、「まちづくり」の「まち」と

いう概念は何だということがきちんと答弁できる状態であって基本構想が成り立つと思

っておりますので、再度私の言っていることが勝手な個人の判断だと思われるかどうか

についてコメントをいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 今、いろいろ御お説伺ったわけでありますけれども、俳句だとか

そういうものの季語だとかいろいろなもので、そういうものに対してと、一般通用用語

で使うものとはかなり格差が離れているのではないかというふうに思っております。要

するに、町の皆さんに理解していただけるような日本語ができていれば、一つ一つがこ

の何行目の「まち」は何という形だなんていうことを一般の町民の皆さんもお考えにな

らないし、普通に考えていただけるのではないかというふうに思っております。ですか

ら、その辺につきましては広い心で見ていただければ幸いでございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 幸田町基本構想でございますが、総合計画の憲法に近いような話だ

と思っておりますので、その中で使われる言葉として幸田町の考えている「まちづく

り」の「まち」という言葉の意味はこういう意味なんだよという、その定義はぜひ言葉

としてお聞きしたいなと。そうしないと、これは「まち」とは何だ、それぞれの考えて

いる言葉だよ、それぞれの受けとめ方なんだというふうでは、これは町民がそれぞれの

受けとめ方をした基本構想の概念ができてしまうので、町はこういう形で基本構想をつ

くり、そのために税金をこのように投入しますよというきちんとした定義が必要だと私

は前から何回でも、これは最近の言葉では定義と言わないでコンセプトとかいう言い方

であとは表現しておりますが、少しずつ言葉がぼかされているところが気になりますの

で、人々に伝える言葉として「まち」というこの平仮名の持つ言葉のやわらかさは、そ

れは認めます。これは当然の話です。いい言葉です、書くのに、思うんですよね。でも、

そのやわらかい言葉だけではなくて本当は我々はこのような定義をきちんと持っている

んだと、それを見せていただかないと、こういう議会のようなところではそういう部分
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をきちんと討論していただきたいと私は思っているんですね。「都市計画」と「まちづ

くり」はどう違うんだ。これは違うんですよね。違うでしょ、いや言葉の違いで、受け

とめ方の違い。そうではないんです。そんなものではないということをきちんと行政の

ほうとしては、言葉の定義はきちんと持った上で町民にはわかりやすくというのは、こ

れは正しい町長のおっしゃるとおりだと私は思っておりますが。そういうものを持たな

いで町民にわかりやすいだけでは、これは相手はちっともわからないということになる

と思いますので、その辺のところは十分に気をつけてやっていただきたいと思っており

ますので、言葉一つずつを選ぶときに「まち」というのはどういうものだという概念な

んだということをもう一度改めて検討していただきたいというふうに私は思っておりま

す。それについてコメントをいただきます。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） それぞれの概念という形でやわらかさとか親しみやすさという

ことは御理解いただけたと思います。これにつきまして、それぞれ今まで全員協議会な

り総合計画審議会の中で審議をさせていただいております。何回か審議をし、御意見を

伺ってきております。そういう中で今回このような形の表現の仕方がいいという形で今

ここまできております。確かに中根議員が言われるように、それぞれ個々のものの言い

回しについて深く理解をするというのは必要かというふうには理解をしますけれども、

現時点ではこのような形で進んできた構想でございますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ただいまのやりとりを聞いておって、非常にむなしいなという感じ

を思った一人。使えるものは何でも使っていくと、ねえ、町長。この基本構想をどうの

こうの言ったときに、きのう行われた話を活用して引用して持ってくる。じゃあ、この

基本構想というのはきのうつくられたのか。そうではないんだよ。だから、そういう問

題に対して、あれもこれも、ああ、これは使えると、こういうあなたの発想があるとい

うことなんだ。これはあなただけではなくて全体に使えるものは何でも使う、何でも食

いついていく。後ほど話す機会があれば、もう少し具体的な話もね、ｵﾁﾊｾﾞの話もした

いなというふうには思いますけれども、こういうやり方、それはこの中でもあります。

それは７月１６日に全員協議会が開かれました。このときのテーマが第６次幸田町総合

計画の策定についてと、こういう中で第６次総合計画策定スケジュール（案）というも

のが審議の対象になりました。その中でパブリックコメント、こういうのが麗々しく書

いてある。じゃあ、パブリックコメントで何人の人がこのコメントにコメントしたのか。

つまり、何人の方々が意見を申し述べたか、具体的に書いてある。そういう中であなた

もこれはまたうまく使えると。漢字の「様々」はかかわりとか、かかわりが何か平仮名

にしてはどうだと。こういうことをあなたは言ってるだけの話じゃない。質問者にきち

んと向き合ってやってきたか。やってないわけだ。だから、使えるものは何でも使える、

自分の考え方がどこにあろうとかろうと、相手の言ったことに反論を試みて、さあ、ど
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うだと。こういう手合いではないですか。ですから、このパブリックコメントというの

は、じゃあ、何人の方がどういう意見、何件あったのか答弁をいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） これにつきましては、５月１日からの１カ月間を実施させてい

ただきました。広報とホームページに掲載をさせていただきまして、２名、１１件の意

見をいただいております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、１カ月間広報とホームページで御意見寄せてくださいよと

いってわあわあ言って、議会の中でもホームページだホームページだとわあわあわあわ

あ言う人がいるけれども、意外に冷めた感覚で受けとめておられる、町民の皆さんが。

ホームページを見たか、広報を見たか、それはどう。わずか２名だと。私は２名が多い

少ないと言ってない、２名の考え方があって、１１件の意見が出された。それでパブリ

ックコメントをやったやったと。それほどのことか。約４万人近い、有権者でも３万人

近い、こういう中でこの総合計画について住民の御意見をくださいよといったら、２人

の方から１１件だと。我が町はパブリックコメントをやって、皆さんの意見を聞きまし

たというほどの内容ですかということをお尋ねしたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） パブリックコメントにつきましては、行政が実施しようという

施策について公表をして広く意見を求める制度でございます。これにつきましてそれぞ

れ広く知っていただく施策でございます。そして、これにつきましては平成２０年から

この制度ができまして、幸田町パブリックコメント手続要綱を２０年に制定をしまして、

それ以後につきましてそれぞれ御意見を伺うものにつきましてパブリックコメントを実

施しております。第６次総合計画もそうですけれども、その前にもそれぞれ町民の方に

御意見を伺うものにつきましては、２６年度につきましても６件のパブリックコメント

を実施させていただいております。そういう形で広く町民の方に知っていただく場とし

て制度を設けたということでございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたにこのパブリックコメントの制度の解説をしてくれと頼んだ

か。いつ頼んだ。制度をつくったのは結構ですよ。制度をつくっても魂が入っておらへ

んじゃないか。あなた方はパブリックだパブリックだ、コメントだコメントだといって

大宣伝した２６年度もやったわといって６件ありましたと。といって大騒ぎをして、さ

もパブリックコメントをやったら皆さんの意見をたくさんいただいた。その上で施策、

計画を立てましたと、こういうあなたの認識の中があるかどうかは知りませんよ。しか

し、今回の関係でいけば２名の方が１１件ですよと。それが総合計画で言うところの広

く住民の意見を求めた、そう言って大みえを切るほどのことですかと。これがどういう

ふうになってきた、その１１件の内容も全部書いてあります。その多くが漢字や表記の

仕方、もうちょっと知恵を出せよと。もうちょっと違う表記の仕方、考え方を示しても

いいのではないかという内容ですよね。根幹に触れるものございますか、１１件の中に。

そういうものをパブリックコメントだ、パブリックコメントだといって大上段に構える。
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構えれば構えるほど中身のない空っぽだよ、からだけが大きいなあと。こういう町を印

象づけることになりませんかということなんだ。だから、要はパブリックコメントだと

言うなら、この答えに、２名、１１件に対してどうなんだということを私はお聞きして

いる。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 件数が２人で１１件ということで、広く知っていただくという

中での制度でございますけれども、ただ、このような形の全国的にもそうでございます

けれども、件数が少ないということにつきましては実施期間というものについて、また

それ以外についても少しでも多くの御意見をいただくような、そういうのが今後の課題

というふうには考えておりますけれども、全国的にも少ない状況の制度であるというこ

とは認識をしております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたの言われるような、先ほど申し上げたけれども、パブリック

は広く意見を聞く制度ですよと。その制度のもとで２名、１１件だと。あなたは件数だ

けの問題ではないし、全国的にもそうではないかと。我が町だけではないよという連れ

しょん便だ。発想が、貧しい発想。ほかの町でもパブリックやっても１桁台ではないか

と、我が町だけそんなことにはならないよといって大々的にわあわあわあわあ言って、

何か言ったら、いや、パブリックコメントで皆さんの意見を伺っておりますよと。こう

いう形で修練をさせていく、そのあなた方の発想の問題に対して議会のほうから、おい、

これでいいのかと、こういう提起がありましたよね。その提起はどういう内容でした。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 提起といいますか、広く意見を聞くのはどうかという中で、そ

の一つの手法としましてパブリックコメントがあるということでお話をさせていただい

たかと思います。あくまでも住民の方の御意見を伺う一つのツールとしてのパブリック

コメントがあるということで御回答させていただいたかというふうに思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたがどの程度の物事を理解して、その理解の承知の上でここへ

踏み込んだら足を火傷するから嫌だというふうに、それだけの知恵があるかどうかは知

りません。しかし、私はそんなことは聞いとらへん。７月１６日の全員協議会のときに、

パブリックコメントだけではなくてもっと住民の意見を聞く手法があるでしょうと。私

だけではないですよ、ほかの方も言われた。そうしたときに、あなた方はどういうふう

に対応したか。こういう経過の問題でこの問題を捉えてる。どうなんだ。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） そのときに、それ以外に住民懇談会とか地区懇談会ですか、そ

ういうものについて開催はどうかということでの御質問はあったかというふうに思って

おります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、もう少し平たく言えば、パブリックコメントもよしとする

と。だが、しかし、それだけでいいのかという問題提起の上で、前計画のときには学区
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単位で学区懇談会が開かれましたよと。なぜ学区懇談会を開かないのか。住民と目線を

合わせて将来のまちづくりについてお互いに膝を交えて話をしようではないかと、そう

いう場をあなた方は設けたか。設けない中で町長が何と言ったか。そんなものやっても

一緒じゃないか、それよりもという中で、当日配られた７月１６日の全員協議会の場で

開かれた資料によれば、町長と語る会、各種団体との懇談会。じゃあ、各種団体とは何

の団体だといえば、まだ検討中でございますと。こういうものを書いてある、あなた、

活字になって資料として議員に配られてる。ということは、町長と語る会というのは、

町長がより好みしてあの団体嫌だ、あそこはおかしな人間がいるから嫌だと。この団体

はわしの言うことをよく聞いてくれるからいいよと。この団体へ行くとすぐに文句を言

ってくると。こういうふるい分けをして、町長好みの懇談会だ、町長好みの語る会だと。

広く住民と目線を合わせるあなたの言われた内容の取り組みをされて、この総合計画を

策定していく。そういう順序や手続を踏まれましたか、どこに住民の意思があるのかと

いう点ではつかまれましたか、こういう問題ですよ。だから、総合計画だ。総合計画と

いえば何でもありですよ、総合という言葉は。何でもありの中で、さまざまな手法があ

る中で、町長好みの手法しか使わないと。格好づけはするけれども中身からっぽ。使え

るものなら、きのう言ったことでもすぐきょうの中で使ってくると。こういう軽薄さが

目立つということなんだ。どうなんだ。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 第５次の総合計画のときには、学区懇談会４６９名の参加、地

区懇談会１５４名の参加の地区での懇談会等を実施をさせていただいております。ただ、

住民意識調査につきましては、１,３５７名の方から住民の意識調査をいただいており

ますけれども、今回は抽出数をふやして１,８１７名、４６０名ほど多い内容の住民意

識調査を実施しております。また、議会からも御提案をいただきました、まちづくりア

ンケートも実施をさせていただきまして８２３名の方から御意見を伺っております。そ

ういうものを踏まえて実施をしてきたわけですけれども、ただ、前回実施をしました学

区懇談会、地区懇談会でございますけれども、これにつきまして、そのときには合併の

問題とか新駅とか名豊道路の関係が意見で出たわけでありますけれども、それ以外に出

た意見を調査しますと、それにつきましてはほとんど住民意識調査と変わらない内容だ

ということで分析をしました。そういう中で、１０年間の内容の違いは見受けられない

ということで、地区懇談会のほうは今回は開催をしないということで決めさせていただ

いたものでございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 情勢は常に変化し発展をする、これが物の見方の原則。前回のとき

には名豊だ合併だ、そういう問題をメーンテーマにしたと。今回はそういうメーンテー

マがないからやめだよと、そんなの当たり前のことですよ。当たり前のことを当たり前

に言って正当化しようと、そうではない。総合計画、１０年、１５年を目標にした我が

町の将来設計をするときに、住民の皆さんに前やったときにはいろいろな課題があって

やったけど、今回はやってもあれだと。まちづくりアンケートで出てきた内容と大差な

いではないかと。極めて上から目線で横着者の公務員の発想、こういうことなんです。
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ですから、先ほどの前任の質問者の答弁に対して、あなた方が何を言ったか。基本的に

は空手形だ。約束手形は発行をぼんぼんぼんぼん出すけれども、その約束手形の内容は

全くの空手形だ。しかも絵に描いた餅、その餅も借りものだと。きのう言ったことをさ

っといってすっと借りてきて、それが身についているか身についていないか、質問者の

意見がどうであったかというしんしゃくなんか全くしない。使えるものは何でも食らい

ついていく。なんかと一緒ですよ。そういう点からいけば、住民と目線を合わせないと、

膝も交えないと。これが実態でしょ。そうしたときに、こういう中であなた方が出して

きた中でいけば、住民と目線を合わせ膝を交えたこの内容は町長と語る会だ、各種団体

との懇談会だ。その各種団体とは町長好みの団体だということですよね。そこで言うと

ころをお聞きするのは、ちゃんと答弁せえよ、語る会は、いつ、どこで、何人集まった

のか。各種団体との懇談会は、いつ、どこで、どういう団体で、何人集まったのか。答

弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今の町長と語る会につきましては、ちょっと手元に資料がござ

いませんので後ほど答弁をさせていただきますけれども、新成人と語る会は１１月６日

に１８名の方、あと町政モニター会議については年４回開かれるわけですけれども、９

月５日の日に１１名の方、それとあと坂崎学区の土地利用研究会は１２月２５日であり

ますけれども、１８名の方から御意見を伺っております。そういう中で先ほど言いまし

たように、意見聴取の関係でございますけれども、第５次の場合は１,９９４人に御意

見をいただいておりますけれども、第６次につきましては２,６８９人で、前回と比べ

れば１３５％、６９５人の方から御意見をいただいております。そういう中で、広く皆

さんから前回に比べれば御意見をいただいた第６次総合計画であるというふうに考えて

おります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今、答弁を聞いたら、結局広く意見を聞いたといっても、あなた方

好みの、みんなをふるいにかけて、これは使えるな、これはちょっとどうもならないな、

やけどしたくないなという発想の中で出てきた数字ですよ。モニター、モニターはすべ

からく、これがそのモニターをここの中で活用するということの発想の貧困だ、まさに

貧困。モニター会議というのは、町政のさまざまな問題についてモニターの１８名の皆

さんに御意見くださいよというだけの話であって、総合計画に的を絞ったそういう住民

を対象とした話ではないでしょ。坂崎ラックの関係でも北部開発だと。北部開発という

あなた方の問題であって、総合計画をどうこうという、そういう次元の問題ではない。

そういう中で、凧山の開発をどうしようかということを中心にしながら北部開発の関係

で懇談会を開く。それは総合計画の一環だと言われたら、それはそうでしょうと。しか

し、そういう選択肢しか発想として出てこないというところに貧困さがあるよというこ

とを申し上げている。という点からいけば、まさにこの活動の内容が、町長が言うとこ

ろの町長と語る会だと。各種懇談会というのは、活字は踊っております。活字は踊って

いるけれども、その内容はまさに貧しいな、内容は何だと。今までの延長線を総合計画

にこの言葉で使えるなと。使えるものは何でも使っていこうという発想の貧困であって、
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実態として６次の総合計画をより豊かにするための内容の取り組みというのは、独自の

取り組みというのは何ですか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 町政モニターにつきましては、確かに議員が言われるとおりの

内容でございます。ただ、町政モニターで集まられたその後に、総合計画について御意

見をいただいたという内容でございます。そういう中で選んだそれぞれの各種団体から

ということではなくて、先ほどいいましたように、住民意識調査なりパブリックコメン

トは２件ですけれども、まちづくりアンケートという形でそれぞれ御意見をいただいて

いるということで、それを総合計画の中に反映をさせていただいているという内容で御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、パブリックコメントも、あるいはアンケートも、さらには

住民との町長好みの各種団体との話、そういうのはこの総合計画の中にどうフィードバ

ックされて反映されているのかといったら、入らへんじゃない。まちづくりアンケート

ですよと、企画課が取り組みました。企業立地課も、まちづくりにかかわる住民アンケ

ートもされております。その回答の内容については議会に報告されている。せっかくや

ったことは結果としてこうですよというだけであって、その住民の意思が示されたアン

ケート、企画政策課もしかり、企業立地課もしかり、そのアンケートを施策の中にどう

実現していくかというのは全くないじゃない。あるか。やりました、やりましたと、転

出者アンケート、転入者アンケート、さまざまある。そういう中で解説をするだけだ。

私はよく申し上げるけれども、行政が解説者やら評論家になってはいけない。実践的な

行動推進をしていく組織だ。そういう点からいくならば、あなた方の住民目線、膝を交

える総合計画づくりというのは全く絵に描いた餅ではないですかということを申し上げ

ている。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 先ほどの町長と語る会でございます。１０月１５日に開催をし

ております。ちょっと人数のほうはまだわかっておりません。それと、それぞれ御意見

をいただいて、いろいろな方の御意見をいただいた中で当然総合計画審議会の中でも御

意見をいただいておりますし、議会の中の全員協議会の中でも御意見をいただき、それ

ぞれの組織の中での御意見もいただいて、それを反映させていただいていると。そうい

う形ででき上がった第６次の総合計画というふうに考えておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５０分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時００分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 
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   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の第６次の基本構想につきましては、同じく基本計画につき

ましても手づくりの計画づくりであります。そういう中でそうした点に立てば、住民目

線に立つのかなというふうに思ったわけでありますけれども、しかしながら、町議会の

特別委員会を通して感じたことは、この第６節からなる具体的な内容については今度は

基本計画であらわすわけであります。この基本計画が何によって左右されるのかという

と、各分野ごとの基本計画であったり、そういうものによって構成をされている。こう

いうことが明らかになったわけでありまして、例えば意見があった場合は、その基本計

画の中にあるからこれはできないというようなことで各所管ごとの計画に左右をされて

いる。こういうことが明らかになったわけでありますけれども、そうした点で住民の意

見が反映をされないということにつながるのではないかというふうに思うわけでありま

すが、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 総合計画につきましても、あくまでも最高理念という形で制定

をさせていただいております。そういう中で基本構想を今回条例提案をさせていただい

て、基本計画についてもそれぞれ御審議をいただき、あとは実施計画なり、その他それ

に関係をします各種計画の中でそれを書いていくという形で進んでいくのではないかな

というふうに思っております。あくまでもこの基本構想自体が最高理念ということで、

大きな枠で記載をさせていただいているということでお願いをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 理念であって、この理念がどこに左右をされるかというと、基本

計画であります。ですから、実際に動き出すのは基本計画であって実施計画であるとい

うことからすれば、これがやはり理念として住民の声が反映されていなければ具体的に

はそういう最終的な実施計画、あるいはローリングプランの中にも反映がされないとい

うことにつながるのではないかと思うわけですけれども、そうした観点ではやはりこの

言葉は非常にわかりやすい言葉でうたってはあるわけですけれども、しかしながら、こ

れが具体的にどのように動き出すのかという点からすれば、住民の声がどう反映されて

いるのかということがよくわからないというふうに思うわけであります。読めば読むほ

どその辺が明らかになってくるのではないかなというふうに思います。そうした点で、

このような基本構想の理念について、やはり住民に対してもきちんと住民の声を聞くべ

きではなかったかというふうに思うわけであります。そうした点ではいかがかというこ

とでありますが。 

   次に、この将来目標、人口目標やあるいはまちづくりの理念、この点で考えていくな

らば人口をふやす政策というのは、これは今人口減少の時代にあって出生率も下がって

きている。一時期横ばいの状況でありますけれども、しかしながら日本全体で考えるな

らば、人口減少の時代に幸田町も決して人口がふえ続ける町ということではないわけで

あります。人口が減り続ける中でどうやって人口をふやしていくか、それは住民がよそ

から移ってくる。よそから移ってくるということは住みやすい、住みやすいと同時に働

く場所があるということにつながるわけであります。働く場所がなければ、これは人口
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が減ってくるわけでありますので、そうした点でここに貫かれているのが基本構想の中

にうたってある「人と自然と産業の調和」であります。この産業の調和というところに、

私は企業誘致に重点を置いたまちづくりを進めていくよということにつながるのではな

いかというふうに思いますけれども、その点についてはやはり漫然とするのではなく活

性化していくまちづくりというのは、これは誰しもが願っていることでありますけれど

も、しかしながら、これがより産業優先のまちづくりになってくると、これは決して住

民が願っている町ではないと思うわけであります。そうした点について、この辺がぼか

してはあるものの、産業効率、産業優先のまちづくりにつながるものを含んでいるまち

づくりになっているのではないかと思うわけであります。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、１点目の広く住民の声をということであります。先ほど

答弁させていただきましたように、各種団体等もありますけれども、それぞれの住民調

査等、意見をいただいて、件数としては前回よりも多い内容でございます。また、役場

の中、庁舎内においても各種団体の総代会、定例会、役員会などに多数の会議に各種担

当の課長やＧＬが出席をしております。そういう御意見をいただいた中、企画政策の中

でＧＬや担当への聞き取りもさせていただいております。そういう中で、多くの意見が

この総合計画の中には反映をされているのではないかなというふうに考えております。 

   それと、あと経済効率を優先させるのではないかということでございます。幸田町の

総合計画は第１次からほぼ一貫してまちづくりの理念を「人と自然と産業の調和」とい

う形で定めております。第６次においても同様で、全ての分野においてバランスよく推

進をするように基本構想を定めております。これからも幸田町がずっとあり続けるため

の基本理念という形で定めさせていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

○議長（浅井武光君） 丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 第１次から第５次、そして第６次にも「人と自然と産業の調和」

ということで取り組んでおられるということでありますけれども、しかしながら、今ま

で５次で取り組んできたこのまちづくり、これが非常にバランスがどうかといったらア

ンバランスな町になってきている。そういうことが教室不足を生じる、あるいは施設不

足を生じる、こういうことが結果としてあらわれてきているということでありますが、

やはり住民の願いとしては、どの学区も暮らしやすい、歩いて買い物にも行ける、こう

いうようなバランスのよいまちづくりを願っているのではないかというふうに思うわけ

でありますが、結果として第５次までの計画の中ではアンバランスな町、発展するとこ

ろは発展している、そういうことが伺えるというふうに思うわけでありますので、そう

した点でやはり今までの経過を踏まえて、これから人口減少の時代の幸田町をどのよう

な町にしてほしいのかという、こういう広範な住民の声というのをやはり聞くべきでは

ないかということと同時に、住民はどのようなことを願っているかと。これは必ずしも

そこに参加する人だけではなく、やはり広範な人たちからの声を徴収するということが

必要ではないかと思うわけでありますが、しかしながら町としてはいろいろな団体や、

あるいは住民調査の中でも聞いているからということを言われるわけでありますが、や
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はり目に見える行政というのが大事であります。目に見える行政とはどういうことかと

いうと、やはり行政が住民の中におりていく、住民の側にきちんと行政の姿を見せる、

こういうことが大事ではないかと。それが一つの計画になって盛り込まれるのではない

かと思うわけでありますので、そうした点で私はやはり今回幾ら職員の手づくりという

ものであっても、これは行政主導ということにしか言えないのではないかと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今までもそうですけれども、今後もそれぞれ各分野においてバ

ランスをとりながらこれを進めていくというのは、とても必要なことだというふうに考

えております。そういう中で人口の問題でございますけれども、総合計画の中で採用さ

せていただいております国立の人口問題研究所２０３５年、平成４７年から２０４０年、

平成５２年の推計で人口が増加する自治体が全国で２７自治体しかないというふうに人

口問題研究所は言っております。県内では長久手市、日進市、みよし市、高浜市と幸田

町の５市町のみでございます。ただ、これもバランスのとれた形で行政を進めていかな

いと、いずれは人口も落ちてくるという中で、そういう施策を打ちながら少しでも落ち

るのを防いでいくという形がまた必要かというふうに考えております。それについては、

また個々のそれぞれの計画の中でそういうものをうたいながら進めていきたいというふ

うに考えております。そして、今回総合計画をつくるに当たり、先ほど答弁させていた

だきましたように、いろいろな方から御意見をいただいた中でつくらさせていただいて

おりますけれども、今後また１０年間におきましてもそれぞれの住民の方から御意見を

いただきながら進めていくのは当然でございますので、そういう御意見を各種計画等に

盛り込みながら進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４９号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５０号議案の質疑を行います。 

   １４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 厚生年金と公務員共済の一元化、名前は聞こえがいいかもしれませ

んが、公務員にとってはこんなものはどうもならんというのが実態だろうなというふう

に思うし、こうした流れをつくってきたのは自民党の小泉政治。それをひきついだ民主

党政権、そしてさらに今日の自民党と公明党の悪政の限りをやってる安倍政権。こうい

う中で、アベノミクスだと言われながらアベノリスクだ。国民にリスクをどんどん押し

つける、そういう悪政を自民党と公明党が一生懸命やって政治の質をどんどん悪くし、

国民を塗炭の苦しみのふちに追い込んでいく。こういう中の一環が厚生年金と共済年金

の一元化であります。そうした中で、じゃあ、一元化になったときに、すべからくそう

ですが住民にとってあるいは対象者にとって暮らしがよくなる、いわゆる高きに合わせ

る、こういうことは一度もやってこなかった。今回の関係も厚生年金と共済年金を一元

化をした。一定時間を置いてどこに合わせるのかといったら、公務員共済よりもさらに

１ランク低い厚生年金にその水準を合わせていく。こういうふうに流れていくわけです
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が、そういう点でどういうふうに変わってくるのか答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） この被用者年金制度の一元化につきましては、法律が平成２４

年８月２２日、法律の第６３号で公布されまして、施行が平成２７年１０月１日という

形で施行されるということでの、今回の一部改正条例でございます。この被用者年金制

度につきましては、公的年金制度の成熟化や少子高齢化の一層の進展に備えて年金財政

の範囲を拡大して、制度の安定性を高めるとともに民間被用者、公務員を通じ将来に向

けて同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公

平性を確保するということで制定をされております。今、議員が言われるように、今回

厚生年金にそろえる内容でございます。そうした場合、統一した後は基本的にそろえて

開始をされるものでございます。多くが厚生年金にそろえられますので、今の現状より

も下がるということなりが多いかと思います。保険料がまずあるわけですけれども、保

険料につきましては平成２７年１０月１日以降、厚生年金、共済年金ともに毎年時０.

３５４％引き上げられまして、平成３０年に統一をされるという形でいきます。そうい

う中で率としては現在よりも下がるわけですけれども、対象が給料から手当を含んだ標

準報酬月額に変更になるということで、一概には金額的に支払額がどうなるかというの

は今試算中でありますので出ておりません。その他、例えば被用者保険の年齢制限でご

ざいます。そういうものが制限なしから７０歳までに変更されるとか、未支給年金の給

付の範囲が変わるとか、遺族年金の転給制度が廃止される、また障害給付の支給要件が

変わる、年金の一部停止要件が変わるということで、それぞれ厚生年金にそろえること

によりまして、現在よりも給付が低くなったり、今までもらえた給付がもらえなくなる

ということは事実でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そうしますと、常に何か言うと、少子高齢化だと。少子高齢化は国

民に責任があるのかと。子どもを２.１人以上生まない国民に問題があるのか。「なめ

らかなまち」なら３人目は生まれるではないかといって、幸田町は一生懸命破れ太鼓を

たたいている。破れ太鼓なもので音が出るのか出ないのか、音がにごる、まあそんなこ

とはいいがな。結局少子高齢化は国民が悪いんだよと、子どもを生まないのがいけない

んだよという論理の組み立てで、だから年金の一元化が必要なんだよと。おかしくない

か。大もとを忘れてないか。国民が安心して２.１人以上の子育てができるような環境

をつくる。経済環境もしかり、生活環境もしかり、働く場所の整備もしかり、そういう

総合的な施策をするのは国民の責任か。政治の責任でしょ。自民党、民主党、公明党と

自民党と、こういう中で歴代の政権を担ってきたそれぞれの政党が基本的には悪政の限

りをつくしながら、国民をどんどん苦しめてくる。これに対する国民の自衛手段として

自己防衛として少子化が進む。少子化が進めば高齢化するのは当たり前なんだ。こうい

う中で問題の本質をごまかしながら、制度がもともと違う。制度が違うということは掛

金も違うんですよ。掛金が違う、率直に申し上げると厚生年金よりも公務員共済のほう

が掛金は安い。給付は多い。別に私はうらやましいなとは思うけれど、だけどそれを一

元化しろといったって、制度が違うもとでその原資を誰がやってきたのかといったら、
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みんな国民や掛金を進めてくる労働者がやってきて、それを政府の都合でへりくつはり

くつをつけて一元化をする。そして、給付をどんどん引き下げていく。こういう政治が

今のｽｳだと。そうしたときに、じゃあ自治体としてどういうふうにこの一元化に対応し

ていくのかと。一元化で一番被害を受けるのは公務員、そして公務員がこうだからとい

って、さらなる給付の水準の引き下げを厚生年金に求めていく。つまり、いたちごっこ

だよね。どれだけ給付水準を引き下げるか、これがこの議案の内容の根本的な問題だと。

そうしたときに、あなた方自身も、あなたも答弁されたように公務員共済の給付の水準

が下がりますよと。そして、平成３０年には掛金の統一化を図りますよと、こういう内

容であります。そうしたときに、今後どうなっていくのかというのはまだデータがあり

ませんし、試算もされておりません。しかし、一元化は進めていきますよと。これは片

手落ちではないですか。制度だけが突っ走っていって、内容はどんどんどんどん切り下

げていく。じゃあ、切り下げた内容はどうなのかと。いや、わかりませんわといったと

きに議案の提出をする。提出者の責任としてどうなのかと。要は、国がやったからそう

じゃないかと。平成２４年に法ができたので、それに合わせてそれぞれの市町が条件整

備をしながら条例を変えていきますよと、私の責任ではないわという第三者的な感覚で

おられるけれども、あなた自身も含めてみんな被害者になっていく。被害者になってい

ったときに、どうそういう被害の内容が変わってくるのかということと、もう一つは時

間をかけて低きに合わせるけれども、低くなることには間違いない。間違いないといっ

たときに、自治体としてとるべき施策というものについてはどういうふうにお考えなの

か、答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 自治体の施策はということでございますけれども、当然こちら

につきましては、共済年金の組合のほうに入っておりますので、そういう中でまた声を

上げていくという話しか今現時点ではないのではないかというふうに思います。先ほど

議員が言われましたけれども、法律のほうが改正をされて、１０月１日から施行される

ということでございますので、それには従っていくということしかないわけであります

けれども、そういう中で話をしていくということが一つあるのかなというふうに考えて

おります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 年金の一元化でありますけれども、これは平成２４年２月１７日

の閣議決定、社会保障・税一体改革大綱に基づいて公的年金制度の一元化ということで

進められてきているわけであります。この年金制度の見直しによって一元化の影響は現

状より下がるよという答弁であったわけでありますが、じゃあ、具体的にどのような影

響があるのか。その点について答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 具体的にということでありますので、まず保険料は先ほど言い

ましたとおりでございますけれども、ただ標準報酬制というものが毎年４月から６月ま
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での報酬の平均額をもとに算定をしております。１回ということでございます。来年の

４月から６月までで、まず１回目の標準報酬月額を算定をするということです。ただ、

先ほど言いましたように、そこには今までは給料のみであったのが、手当も加算されて

のこの標準報酬制という形になるかと思います。率は下がりますけれども、手当が含ま

れる分だけ果たして全体的にどうかということは今試算中でございますので、お答えの

ほうはちょっと御容赦願いたいと思います。 

   それと被用者保険の年齢の制限ということが、まず１点あります。これにつきまして

は、厚生年金では７０歳に達したときに厚生年金の被保険者の資格を喪失するというこ

とになっておりますので、７０歳に達した以後に引き続き事業所等で勤務している場合

であっても、年金の算定の基礎となる被保険者期間がふえるということではないという

ことであります。今まで公務員は７０歳というものがなかったということですけれども、

現実的に該当者がいませんので、こういうものは関係ないかと思いますけれども、一つ

制度としては変わるということです。 

   あと、未支給年金の給付の範囲が変わるということで、未支給年金といいますのは、

受給者が死亡した場合にその者が支給を受けることができた給付で、その支払いを受け

なかったものがあるときに遺族等に支払うものでありますけれども、これは遺族でない

相続人が対象外になりましたので、その部分はデメリットとしてあるわけですけれども、

ただ、死亡した場合に生計を同じくしていた者ということ、例えば単身赴任とかそうい

うもので生計を維持したものには支給ができるということがありますので、それはメリ

ットはあるという形になります。 

   それと、あと遺族年金の転給制度が廃止されるということでございます。これにつき

ましては、遺族年金の受給者の子どものいない妻が死亡すると、その遺族年金は支給さ

れなくなってしまいます。従前でありますと、一定の場合でありますけれども、その父

母に支給が共済年金だとされておりましたのが、それが支給をされなくなるというよう

なことがあります。 

   あと、障害給付の支給要件として、保険料納付の要件はなかったわけですけれども、

今後は給付要件ができるということで、初診日の前前月までの保険料納付済期間及び免

除期間を合算した期間が３分の２以上必要であるというように、いろいろ今細かいこと

を言いましたけれども、個別にはそういうものが合わせられる主な内容でございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この制度によって、現在、今回の議案は幸田町職員の再任用に関

するものでありますけれども、この町職員の関係と影響する再任用職員数についてお尋

ねしたいというふうに思います。現在、再任用職員もいるわけでありますので、そうし

た点でこれからの影響についてお伺いしたいと思います。 

○企画部長（大竹広行君） まず、この条例改正に伴う影響でございます。今回の一部改正

におきましては、特定警察職員等という、本庁でいいますと消防職員を指しますが、そ

の用語を規定しておりました上位法が地方公務員等共済組合法から厚生年金保険法にか

わったことによる附則の改正でございます。該当する再任用職員は１人でございます。

あと、今現時点で再任用職員というものは６名おります。それぞれ条例に基づきまして
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雇用させていただいております。再任用職員の勤務条件等でそれぞれ細かく決めさせて

いただいております。今回の改正で直接関係するかというと、そういうことではないか

というふうに思っております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 現在、幸田町における再任用職員は６人ということでありますけ

れども、今回の一部改正では特定ということで消防職員が対象になるということで、１

名がその不利益の対象になるということで理解をしてよろしいかということであります

が、いかがでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 不利益ということではなくて、今回の条例改正の上位法が変わ

ったということでの該当者は１名ということであります。ただ、今回共済年金が厚生年

金のほうに一元化されるということで、現在のこの条例とは関係ございませんけれども、

共済年金に加入している者は全て今回影響するという形でお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５０号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５１号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５１号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５２号議案の質疑を行います。 

   ８番、中根久治君の質疑を許します。 

   ８番、中根君。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ５２号議案の幸田町の個人情報保護条例の一部改正でございますが、

まず最初に未成年者の個人情報を守る条文として１５条から１７条あたりにあるような

気がしておりますが、具体的にどのように未成年者の個人情報というのは守られていく

んだということについて、少し解説をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回の個人情報保護条例の一部改正、保護条例自体では未成年

を含む全ての人の個人情報の保護の条例であるということは押さえていただきたいと思

います。特に今議員が言われましたように、条例の第１５条第２項では、未成年者にか

わって法定代理人が実施機関に対し当該実施機関の保有する公文書に記録されている事

項に関する個人情報の開示を請求すると規定をされております。また、１７条第７号で

ございますけれども、未成年者の法定代理人から開示請求があった場合、未成年者の利

益に反すると認められる情報は開示しなくてもいい旨の規定があります。以上が未成年

者の個人情報を特に守る条項というふうに理解をしております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） そういう形で未成年者が個人情報が守られていくような気がしてい

るのですが、７条の３の（３）あたりでは個人情報の開示については特例があると、例

外ですよね。これは、本人の同意なくて個人情報を開示できるというような部分がござ
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いますが、この町の機関というのはどういう機関の事務というのは何を指すのか、それ

についてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 具体的な町の機関の事務とはということでありますけれども、

余り多くはないわけでありますけれども、今考えられるのは差し押さえ等をするための

税務調査ということが考えられるのではないかというふうに理解をしております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 個人情報の開示で一番壁になっているのが、例えば区長さんや民生

委員の問題なのですが、もうじきやってくる敬老会の対象者を把握するときとか、また

は避難訓練をやっておりまして、対象とする弱者は誰なんだということを特定する場合、

これは区長あたりがとても個人情報の壁によって難儀をするところでございますので、

この町の機関の事務の中に区長や民生委員も中に入っているのかについてお伺いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） それについては、今回、従来どおりここには入っていないとい

うふうに理解をしていただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 相変わらずそのように区長は、ことし誰が敬老会の対象になるのか

というのを知るまたは探るのに、随分いろいろな手づるを使いながら承知をしていくわ

けですが、そういうことのないような形でもう少し区長や民生委員のほうに情報を出し

ていただけると、避難訓練の仕方もここに影響するかと思っておりますので、その辺に

ついては一度再度検討していただきたいというふうに思っております。 

   そういった特別に本人の許可なく個人情報が使える場合、事後説明という形で、こう

いう形であなたの情報は使いましたよという説明はなされるのか、なされないのかにつ

いてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回の個人情報保護条例につきましては、当然個人情報なり特

定個人情報を守るという条例でありますので、なかなか個人情報を使うということは非

常に難しい内容でございます。今後も今までのような手法を通じて、少しでもこの条例

に抵触しない範囲で提供をできたらというふうに考えております。 

   それから、事後説明の関係でありますけれども、本町は本人から直接書面等により個

人情報を取得する際に、あらかじめ利用目的を明示させる規定であります。１号から４

号までの規定は適用除外を定めてありますので、事後の説明はないというふうに考えて

おります。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 一度使われた個人情報というのは、出てきた場合、それはコピー機

によってどんどんどんどん蓄積されまして、時と場合によっては使い回しができるよう

な状態になってくるような心配を持っておりますので、使い回しを防ぐ条文というのは

これのどこを見ればそれがわかるのかについてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 
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○企画部長（大竹広行君） 一度使われた個人情報が別の機関で使い回し、それを防ぐ条文

はということであります。条例第８条第１項並びに第８条の２及び３では、個人情報及

び特定個人情報の利用及び提供の制限を規定をしております。町は利用目的以外の目的

のためにみずから利用し、提供の禁止をしております。本人の利益や社会公共の利益に

なる場合など、一定の場合のみ利用目的以外に利用提供することを認めておりますけれ

ども、基本的には利用及び提供の制限を８条等で規定をしているという内容でございま

す。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） この８条の法令の持つ意味は、最初にその条例を使おうとしたとき

の考え方かなと。もう個人情報が出てしまった後の問題を考えているわけですので、そ

の部分はどうなっているのかなということであります。個人情報というのはこういう形

でももちろん問題化しますけれども、例えばテレビで問題になりました大手学習塾とか、

学校でも個人情報というのはきちんと管理されないといけないのですが、それが流出し

ていく場合が多いものですから、そういった個人情報の流出をどのように防ぐかという

部分について、一度出てしまったものをどうするかという部分がちょっと弱いような気

がしましたので、そのお尋ねでございます。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 議員が言われますように、一度出てしまった個人情報等という

のはすぐに拡散をするということで、それはあってはならないことかと思います。そう

いう中でハード面、ソフト面でそれぞれ流出をしないような形で対策をとっていく必要

があるかと思います。当然、今業務系で扱っているわけですけれども、それは専用回線

のみで扱っておりますので、インターネットにつながっているということではございま

せん。また、それぞれ職員研修等もしながら個人情報等の取り扱いには注意をしていき

たいというふうに考えております。条例にこのように規定をされ、なおかつ上位法であ

ります番号法でも規定をされておりますので、それぞれ遵守し、漏れないような形でま

ず進めていくのが重要かというふうに考えております。ただ、漏れてからの対策という

ことについてはちょっとまだ今は、それをしないような形にしていきたいということで

ございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） そうなんです、目的を持って個人情報は使われていくと思うんです

が、その目的が終わった後の個人情報の処理ですね、後処理、この部分が条例を見ても

出てこないなと。それがいろいろな社会問題を起こしていくもとでございますので、そ

の辺をきちんと今後の条例改正のときには意図していただきたいというふうに思ってお

りますので、その部分が出てこないと、これは一旦流れてしまった情報はもうコピー、

コピー、コピーで、どんどんどんどん価値まで含めて売買されるような状態まで発展し

ていくということがとても心配されることでございますので、その辺のところを町の条

例としてはきちんと抑えた形で将来あってほしいと願っております。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 確かに特定個人情報、個人情報も含めてそれぞれ今回の条例の
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中で保有の制限という形で規定をさせていただいております。そういう中で保有につい

ても特定なものしか、法律なり条例で定められたものしか使えないという形で規定を次

の制定条例の中では規定させていただいております。そういう中で個人情報と特定個人

情報につきましても、漏えいしない形でそれぞれソフト面、ハード面で進めていきたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほどの答弁の中で、おい、そういう理解でいいのかと、こういう

のがあります。先ほどの答弁というのは、個人情報保護法と番号法、上位のと言った。

上位の番号法だと。そんな規定がどこにある。番号法は個人情報保護法よりも我のほう

が上なりと。あなたが立地監におまえは俺の下だと言ったのとは違うんだ。どこに書い

てある、そんなこと。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 当然、法律は法令体系の中では条例の上ということであります

ので、それを答弁させていただいた内容でございます。今回の一部改正条例の中には番

号法の改正に伴いまして改正をさせていただく部分と、あと行政機関の個人情報に関係

する法律に基づいて条例改正をさせていただく部分がありますので、そういう中で答弁

をさせていただいた内容でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この３日の日に国会の衆議院の本会議で番号法と個人情報保護法の

改正案が賛成多数で成立した。これは成立は一緒なんですよ。それを我が法が上位法だ

という位置づけでいくと、どんどんどんどんおかしくなってくる。そういう中で、個人

情報法と番号法はまさに不離一体の関係にありますよ。こういう中で、今回こういうふ

うに合わせていきますと、大変いろいろな問題が出てくるという中で、例えば第７条の

１項の下段のほうで、これは議案関係資料です、２６ページ。２６ページの下段で個人

情報の保有の制限等、こういう中で第７条の後段で、その利用は目的をできる限り特定

しなければなりませんよと、こういうふうになっているわけだ。それは理解すれば、そ

れはそうでしょうということですが、その内容はあるように、しなければならないよと

いう義務規定ではなくて努力規定ですよと。努力した結果、特定はできなかったけれど

も、この規定でいけばできる限りということの内容になります。その中のもう一つの第

２条の２、これも下段です。必要な範囲をこえてと、これも行政にとって非常に都合の

いいことです。必要な範囲の認定は誰がやるのか、その範囲はどこからどこまでかとい

うことは行政側の解釈一つ、しんしゃく一つ。どうにでも解釈できる。ここまでぱっと

広げてしまっても、これは必要の範囲でございますので条例違反ではございませんよと

いって、個人情報がたらたらたらたら出されていく。こういう規定ではないですか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） この条例につきましては先ほど答弁させていただきましたよう

に、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明文化させ
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ていただいております。当然、開示請求者は今自分の個人情報がどのような形で使われ

ているかということを書面で提出もできますし、また町が行いました決定に対して不服

があるときは裁判にも法的措置にもできるという救済措置もあります。また、特定個人

情報につきましては、再来年からでありますけれども、マイナポータルという制度が開

始をされまして、自分の特定個人情報がどのように使われたかというものについてマイ

ナンバーカードで見ることができるようになっております。そういう中で、今議員が言

われましたその利用目的につきましては、あくまでもそういうことがあるということも

踏まえまして、厳格に処理をしていかなければならないというふうに考えておりますし、

拡大をしていくということではないというふうに理解をしております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほど、冒頭に申し上げたように、個人情報保護と番号法は不離一

体の関係にありますよと。そういう中でどっちが上位が下位かというものではなくて、

それを相互に連携をさせることによって個人情報が膨大な量になってくる。現在は、個

人情報が４情報という形、あるいはマイナンバーについてもそういう形でやられている。

しかし、今は国会の中でまだ施行がされていないのにこれからどんどんどんどんね、預

貯金も、本人の健康状態も、買い物もと。軽減税率だといって、どこで誰が何を買った

かということまで全部調べ上げられていく。こんなばかな政治が今は大手を振ってまか

れている。こういう中で、結局この個人情報と番号法がセットになってビッグビジネス

チャンスということが言われておりますよね。それは、一定の条件のもとで保護法の改

正を受けたわけですけれども、今回は法律でこの条例の中には直接的には内容はない。

内容はないけれども、結局国のほうが法律が変われば地方も全部右に倣えてくるといっ

たときに、この個人情報を匿名で加工をする。つまり、個人が特定できないような形で

情報をどんどんどんどん漏らしていく、出していく。こういうことが容認されている。

その情報をビッグビジネスという形で、言ってみれば、若干違うけれども、名簿業者が

指をくわえて待っているわけだ、これは使えると。こういう中で、今回の内容もどんど

んどんどん進められてくるという点でいきますと、７条の３、ページ数でいきますと２

７ページの３ですけれども、実施機関はと。相当の関連性を有するというこの相当とい

うのは、これも行政でどうにでも解釈されるという無限の拡大を持っています。この相

当性というものはどこの範疇に入るのか、その合理的な範囲とは何なのか、説明がいた

だきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、ビッグデータの関係につきましては、改正の個人情報保

護法の関係でそのようなものがされるということで、せんだってその法律が国会のほう

を通ったという内容であるかと思います。 

   それと、今言われた７条の３という内容でございます。利用目的の明示ということで

あります。本人から直接書面で記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あら

かじめ本人に対してその利用目的を明示しなさいという形で、次の場合を除く場合とい

う形で規定をされております。７条の３は利用目的の明示ということでありますので、

（１）から（４）まで、そういうものがない限りは必ず利用目的を明示しなければいけ
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ないと、取得する場合は、そのような規定かというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 次に、２８ページの第８条、ここでいきますと、法令の具体的な内

容は、ここでは法令等に基づくという文になっております。法令等というのは具体的に

はどういう法を規定している内容か。つまり、行政組織が使い回しができるような、そ

ういう町にしていく。そして、実施機関に情報が使い回しをされていきますよと、こう

いう懸念が残ってる。それをもう少し具体的にしたのが８条の２。これはまさに使い回

しを容認する規定ですよね。利用目的以外の目的のために個人情報をみずから利用し、

または提供することができる。提供することができるということは使い回しができます

よと、こういう規定になります。そういうふうになるわけですが、これはどういうふう

にあなた方は今後運用をされていく。答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） ８条の関係でございます。これは、８条につきましては利用及

び提供の制限という形であります。法令等に基づく場合を除きというふうになっており

ます。この法令等に基づくという法令につきましては、前段のほうの７条だったかと思

いますけれども、そちらのほうで法令等という形で定義規定がされている内容でござい

ます。そういう中で、利用目的以外の目的のために個人情報をみずから利用してはなら

ないという形で、これは行政機関の関係する法律との整合性を図る目的で改正をさせて

いただいております。実施機関はいずれかの場合を除いて、目的のために個人情報をみ

ずから利用して、または提供することができないという形で規定をされているという内

容でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほど申し上げたとおり、この８条というのは２項もそう、２項の

中の（２）あるいは（３）、こういうのも全部そうなんですよね。結局、例えば８条の

２項の（２）でいけば、実施機関は法令等の定める所掌事務の遂行に必要な程度で、個

人情報を内部で利用する場合であって、相当な理由があれば、これは使い回しをどんど

んしてもいいよと、こういう規定ですよね。次の３項についてもほかの実施機関、つま

りほかの実施機関というのはほかの関係、幸田町以外のほかの実施機関あるいは国等に

提供する場合についても相当な理由があるときには使い回ししてもいいですよと。まさ

に使い回しをここで法的にあるいは条例でそれをどんどんどんどん容認をし、あとは本

人、行政機関、実施機関の判断一つでどうにでもできますよと、せいぜいお使いくださ

いよと、これが個人情報保護だ。もう個人情報保護ではないですよ。個人情報を行政機

関が勝手に保護をして、勝手に使い回しができるような法律であり条例だと、こういう

ことになるわけですが。そういう規定でしょ、これは。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） ８条につきましては先ほど言いましたように、利用及び提供の

制限という形で規定をさせていただいております。新たに行政機関の個人情報の保護の

保護法との整合性を図るための改正であります。個人情報につきましては、利用したり

提供する場合に、特定の場合がない限りはすることができないという規定であります。
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使い回しができるというような規定ではございません。そういう中で、より一層番号法

ができたことによりまして、厳格な個人情報を規定していくと。また、新たに特定個人

情報も規定をして、保有なり利用なり、提供の制限を条例の中に規定をしていくという

内容でございますので、そういう形で条例全体ではそれを守っていくというような内容

でありますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 建前は守っていきますよと、そりゃあ、そうでしょ。個人情報保護

という、そういう法律であり条例でありと。ですから、個人情報をどうぞ御自由にお使

いください、使い回し自由ですよという法律ではない、条例でもない。これは当たり前

のこと。ただ、そうしたときに、条例や法律の中でみんなくそ道をあけているわけだ。

この場合だったら、相当なものがある場合はそこの限りにあらずという形でね。そして、

実施機関相互がやりとりする、これも相当な理由があれば情報をお互いに交換をし合う、

使い回しをする、そういうことができますよと、こういうことですよね。先ほど申し上

げた、この３日の日に衆議院の本会議で個人情報保護法、そしてマイナンバーの番号法

の関係もセットで利用できるように。そして、匿名という形で名前の部分だけぴぴぴっ

と消せば、その情報がどんどん使われてくる。企業が指をくわえて待ってる。こういう

ビッグビジネスチャンスに寄与するような個人情報が今後どんどんどんどん流出をする。

そうしたときに、じゃあ、どうするのかということなんですよね。そもそも番号法も、

この個人情報保護も名は体を示さずと。まさに企業立地課と一緒だ。名前はあっても、

その実態はないと、何をやってるのかさっぱりわからない。こういう中で個人情報保護

法があるいはこういう条例が、こういう形でどんどんどんどん虫食い状態にされていく。

こうしたときに、国の仰せのとおりでございますと、これは個人情報を開示を申請した

人間の保護に当たりますよという、それは一面はあるでしょう。いい面もちょびっと出

しながら、いわゆる毒まんじゅうだ。毒まんじゅうを、さあ、おいしいですよ、おいし

いですよといって盛んにやっているのが今回の改正の内容ではないですか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回の条例改正につきましては、当然この９月３日に成立をし

ました個人情報保護法なり番号法の一部改正については関係がない条例改正ではござい

ます。そういう中で町としましても個人情報につきましては、この法の条例の趣旨、ま

た法の趣旨にのっとりまして、使い回しができない、しないような形。また、それは個

人、町民の方は先ほど言いましたように、それを自分の情報がどういうふうに扱われて

いるかということを常時監視をできるような、そういうシステムでもありますので、そ

ういうシステムがある限り、やはり行政としてもその取り扱いについては慎重に対応し

ていかなければいけないというふうに考えておりますので、条例の趣旨に従いまして使

い回しのない形、決められた中での保有なり利用、提供の制限をしていきたいというふ

うに考えております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたは、先ほど私は申し上げたけれども、この８条の関係をどう

いうふうに理解する。使い回しができないようになっておりますわといって、使い回し
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を容認しますよと、相当な理由があればいいですよという８条の規定でしょ。ですから、

８条の先ほど言った２項でいけば、相当な理由があれば個人情報を専ら利用しまたは提

供することができる。８条の２項の（２）でいけば、内部で利用する場合であって、相

当の理由があればこれもオーケーだよと。（３）についても、実施機関または国等に個

人情報を提供する場合も相当な理由があればいいですよと。相当な理由というのは解釈

次第。行政が、これが相当なものなりという解釈をすれば何でも使い回しができますよ

という形になってる。あなたが今個人情報を使い回しができないようにしますわという

のは、ちょっとこけおどしだと。条例を提出をし、今審議にかけているあなた方の理解

の問題からいけばね。じゃあ、この改正内容は何とするんだ。すべからく相当な理由が

あればこの制限は取っ払ってもいいよと、あるいは制限は緩和しますよと、せいぜい御

自由に使い回しをしてくださいよという規定でしょ。違うのか。もし違うとするなら、

これは相当な理由がある場合はこの限りにあらずと、こういう内容は削除してください

よ。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 相当な理由という形であります。これについては明示がないわ

けでありますけれども、これは法もそうですけれども、条例の趣旨からしても、それは

誰が見てもそういう形で使う場合、利用なり提供をした場合に認められる範囲という形

で解釈をしております。そういう中で、後から見て明らかにそれは相当のものを逸脱を

しているということを言われないような形での制限はかかっているというふうに考えて

おります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは解釈一つですよと。解釈とは時の場合でもそうだ、時の政府

もそう、時の町長もそう、解釈一つでどうにでもなるような内容ですよと。先ほど申し

上げたように、情勢は常に変化し発展をする。変化をし発展をすれば、その解釈もおの

ずから変わってくる。変わってきたときに、解釈一つで、解釈して認められる範囲です

よということと、あとはあなたが言われた、後から指摘を受けるようなことはあかんよ

と。どうやってわかるんだ、そんなの。後から指摘を受けて、後から指摘を云々という

のは、後で気がつく寝しょんべんと一緒なんです。寝しょんべんしたらあかん、したら

あかんといって寝て、朝起きたら、いや、知らん、寝しょんべんしちゃったわと、こう

いうことをあなたが言ってる。後から指摘を受けるようなことというのは、事前に回避

できるのか。それを言葉の遊びというんだ。口先一つで後から指摘を受けるようなこと

をやったらいかんよと。やったらいかんよと言いながら書いてある、相当な理由があれ

ば解釈一つでもどうにでもしますよというのが、この条例改正の内容でしょ。違います

か。後から気がつく寝しょんべんだ。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 後からということではありませんけれども、先ほど言いました

ように、開示請求なりマイナポータルで見ることができるということであります。そう

いう中で実施機関としても、後から説明できるような形でなければ条例の運営をできな

いというふうに考えております。例えば、身体なり生命、また財産の保護のために緊急
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に必要がある場合、そういう場合はいいのではないかとか、例えば例としまして癌の治

療のために必要となる個人情報を取得する際に、その利用目的を告げることが実質的に

は病名を告知することになり、本人に不測の事態を招くおそれがある場合等というふう

なことが例示的に挙げられております。こういう形で相当な理由がない限りは、利用及

び提供の制限がかかっておるということで御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１１時０５分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時１５分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、１番、足立初雄君の質疑を許します。 

   １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） ５２号議案、引き続き質問させていただきます。 

   この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律。

この条例では番号法とされておりますが、平成２８年１月から施行されるのに伴って、

幸田町個人情報保護条例を改正する必要が生じたための改正であるとされております。

この個人情報の中身といいますか、個人情報等の示す中身は通常の個人情報と言われて

おりますが、これは今までの個人情報。それに番号をつけられた個人情報、これが番号

法でいう特定個人情報、そのまた特定個人情報の中にさらに情報等提供記録という、こ

れも個人情報だということでこの中に出てくるわけでありますが、この条例を正しく理

解するためにいろいろな字句の意味するところを伺ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

   まず、初めに、目次の第２章 個人情報の「収集」のところで、「収集」の字句を

「保有」に改めるその理由、意味するところはどのようなことか。また、第７条の３に

おきましては「取得」と、こういう言葉が出てまいります。「収集」とか「保有」、

「取得」、この使い分けの意味合いを説明していただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回の一部改正につきましては、番号法の施行に伴う改正と、

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律との整合性を図るために行うもので、

「収集」を「保有」に改めるのは、行政機関、個人情報保護法の第３条に合わせるもの

でございます。第７条の３を初め、改正後の条例に「取得」の字句が４カ所、「収集」

が３カ所、「保有」が２４カ所使われております。この条例におきましては、「取得」

とはそれぞれから情報を得る行為を指し、「収集」は取得し集める行為を指すものであ

ります。また、今回改める「保有」には収集した情報と職員が職務上作成した情報、現

に保有している情報を加えるもので、町における個人情報の保有、利用等の制限の範囲

を拡大するものでございます。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） それでは、次に、この条例の第７条第１項及び２項で、改正前は個
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人情報を収集するときには利用目的を明確にし、本人から収集しなければならないと規

定されておりましたが、改正後ではこの個人情報を保有するときは、利用目的の達成に

必要な範囲をこえて保有してはならないというふうに改正されております。この中で本

人からの収集という字句がなくなりました。保有の手段がうたわれておりません。本人

から収集しないでどのようにして保有をするのか。また、本人から収集しないで保有で

きるというふうに、利用目的を本人が知らないままに保有されるということになるので

はないか、利用されるということになるのではないか。この辺をちょっと心配するとこ

ろでありますが、お答えをお願いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 本人から収集しないで個人情報を保有する方法としましては、

今回導入をされますマイナンバー制度がこれに該当するというふうに考えております。

番号法に定められた範囲において本人が申請書等に個人番号を記載することにより、本

人から提供を受けなくても、情報提供ネットワークシステムを通じてでありますけれど

も、住民票関係情報や税関係情報などを取得できるもので、本人が知らないまま保有さ

れ、利用されるものではないということであります。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） わかりました。本人から基本的には収集すると。しかし、番号が付

されたものについては、その目的の範囲内でいろいろな利用ができるようになるから、

それは「保有」という形で利用されるというふうに理解をしました。 

   次に、この条例の第２条６項で特定個人情報と規定をされました。この特定個人情報

の中に情報提供等記録というふうになっておりますが、実際にはこのどこに記録され、

閲覧はどのようにさせていただけるのか、説明をお願いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 情報提供等記録につきましては、自分の個人番号のついた個人

情報が誰と誰との間でどのような情報が提供されたか、国の情報提供ネットワークシス

テムと情報照会者及び情報提供者が情報提供する事務に使用する電子計算機の３カ所に

記録をされます。また、閲覧につきましては、本人がパソコンを利用し、個人番号カー

ドのＩＣチップに記録された電子情報とパスワードを合わせ確認する公的個人認証を採

用する方法が考えられています。なお、個人番号カードを所持しない方でも情報保有期

間に書面による開示請求ができる案が考えられております。閲覧が可能となる時期につ

きましては、マイナポータルでありますけれども、２９年の１月以降になる見込みであ

ります。 

   以上でございます。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） これは情報のやりとり、それがそのやりとりをしたところにそれぞ

れ電子計算機に記録される。そして、その内容がそれぞれの個人の方がどんな情報がど

こでどういうふうに使われたかということのチェックができるというふうな理解でいい

と思います。もし違っていたら御指摘をお願いしたいですが、次に、この条例の第８条

の第２項の括弧内で、この情報提供記録を除くと書いてありますが、この除く意味の説
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明をお願いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 理解のほうはそれでいいかと思います。それで、この条例の８

条の２項の関係でございますけれども、除いた理由は行政機関が利用する個人情報では

なくて、本人が自分の個人情報をどのように使われているか、不正に使われていないか

を確認するための記録でございます。そのような記録でありますので、いかなる場合で

あっても行政機関が利用を提供してはならないために、わざわざ括弧書きで除くという

形で規定をさせていただいております。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 大変よくわかりました。先ほどの情報等記録ということの意味合い

を理解すると、この質問は愚問であったかというふうに思います。 

   次に、番号法の第２条第７項で規定されております個人番号カード、このカードには

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、それからその他政令で定める事項、本人の写

真かつ総務省令で定める事項が電磁的方法により記録されたカードであるという規定が

ございますが、今回配付されますカードには、この政令とか総務省令ではどのように規

定されたものがどのように記録がなされているかについて説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） カードに記録された事項につきましては、カードのＩＣチップ

に記録をされます。今現時点で総務省令で定める事項といたしましては、公的個人認証

に係る電子証明書があります。また、番号カードの有効期限につきましては、発行日か

ら申請者の１０回目のお誕生日までとなっております。また、国は電子証明の有効期限

を５年としております。個人番号カードと電子証明の有効期限のこの５年と１０年の違

いにつきましては国は特に示しておりませんが、技術の安全性を考慮したのではないか

というふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） もう少し詳しくお伺いしたいと思いますが、この条例の１１条にお

いて個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならないという規定がご

ざいますが、これは先ほど御答弁がありました１０年とか５年という範囲のチェックの

ことというふうに解釈してよろしいのでしょうか。その辺をもう少し説明をお願いしま

す。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 個人情報を正確かつ最新の状態を保つということでございます。

具体的なものといたしましては、住民の転入転出事務につきまして随時システムに入力

し更新することで、最新の状態を保っております。また、税情報におきましても、変更

を知り得た時点で速やかに入力し、データベースを最新の状態に保つように心がけてお

ります。なお、個人番号カードにつきましては、転入転出の移動手続と同時にカードの

電磁記録の書きかえと、運転免許証と同じように変更内容が裏書をされるものでござい

ます。 
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   以上でございます。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） おぼろげながらでございますが、何となく理解ができました。そう

いうことで、町民、住民も、それから行政機関のほうも最新の情報に努めるということ

だと思います。 

   それでは、次に、この条例の第３６条で特定個人情報ファイルというのがございます

が、このファイルは実際どのようなもので、またこれは開示請求ができるものなのでし

ょうか、説明をお願いします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 特定個人情報ファイルとは、個人情報を含む情報の集合体であ

りまして、個人情報を検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

職員が職務上作成または収集した個人情報にマイナンバーが含まれたもので、記録項目

の配列等で整理し、記録している場合は個人情報を検索できることから、特定個人情報

ファイルに該当します。具体的には、住民票関係情報とか地方税関係情報等のデータベ

ース等があります。また、開示につきましては情報提供記録開示システム、いわゆるマ

イナポータルで自己情報表示機能を使い確認をすることができます。具体的には、自分

のパソコンで個人番号カードのＩＣチップに搭載をされた公的個人認証を用いたログイ

ン方法で、自分の情報がどのような機関でどんな情報を保有しているのかというものを、

この個人番号カードで検索をすることができるというものでございます。 

○議長（浅井武光君） １番、足立君。 

○１番（足立初雄君） 説明を丁寧にしていただきまして、よくわかりました。しかし、こ

の条例、法令といいますか、一般の私たち庶民が読んでもなかなか理解できないような

法律用語とか言い回し、こういうものがあります。町におかれましては、なるべく今後

改正なり修正をされる場合は、町民が理解できるようなそのような文案も今後検討して

いただけたらと思います。これはお願いにとどめておきます。 

   これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（浅井武光君） １番、足立初雄君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回のこの番号法の施行というものは、社会保障と税の一体改革

の中で出されたものでありまして、マイナンバー制度の施行に伴うものであります。マ

イナンバー制度、これは社会保障費の削減と増税を目的としたものということで国でも

大きな問題になっており、我が党の日本共産党は反対をしたものであります。この反対

をした理由につきましては、国民一人一人に１２桁の番号を振り、そしてその情報を国

が一括管理をする、こういうことによって住民生活を脅かしていくというようなもので

ありますし、また先日問題になりました、日本年金機構から１２５万件の個人情報が流

出した事件に示されたように、マイナンバー制度には解決できな問題あるいは危険性が

あるということを指摘できるものであります。そして、マイナンバー制度によって個人

情報の流出、漏えい、こういうものが今回の個人情報保護条例の中では漏えい等を防ぐ
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ものとは言えないということを指摘できるかというふうに思いますが、その点について

先ほどから議論になっておりますように、答弁をされておりますように、国あるいは町

としては情報の流出はないというようなことを言われておりますが、これが個人情報が

確実に守られるかというと、そうではないということがこの条例の中からも伺えるもの

であります。 

   そこで、お聞きするものでありますが、この根本的な欠陥というものについて、町は

どのように把握をされておられるか。また、それがどのように個人情報を保護していく

のか、この点についてのお考えをお示しいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 根本的な欠陥がということであります。これにつきましては、

国等におきましても個人情報の流出等については細心の注意をはらい、ソフト面、ハー

ド面におきましてもそれぞれ対策をとる形をとっております。そういう中で、今現時点

ではまだ法律が執行されている部分につきましてはあれですけれども、今後、この間の

先回の９月の改正に伴いまして、それぞれ利用の範囲等が広がってくるわけであります

けれども、ただ、この個人情報につきましてはそれぞれ法律も条例も保有する場合、あ

と利用する場合、それぞれ決めております。そういう形で安易に情報が使い回しをされ

るような、そういう内容の法令、条例ではございません。そういう中で今後いろいろな

分野におきましてマイナンバーも使いながら進めていくわけですけれども、この一部改

正条例につきましては現時点の個人情報よりも、また特定個人情報につきましては厳格

な処理をするために一部改正をさせていただくものでありますので、その点は御理解を

いただきたいと思います。 

   具体的、根本的な欠陥はということでありますけれども、いろいろなことが言われて

おりますけれども、そういう中で適正に進めていくという形でいきたいというふうに考

えております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 国の情報あるいは町の情報等ですね、いろいろな情報がいわゆる

ハッカー等によって流出をすると、こういうことも言われているわけであります。この

ように今の情報が１００％漏えいすることはないと言われているわけでありまして、こ

の１００％漏えいしないというこのシステム構築が必要でありますけれども、今はこの

システム構築がまだなされていない状況の中で、今回の住民のいわゆる情報が漏れない

という確証はないわけでありますけれども、そうした点で１００％安全と言えるかと、

この点についてお聞きしたいと思います。 

   次に、いろいろな情報がこれから蓄積をされようとする中で、このいろいろな情報の

おいしさというのはあるわけですよね。こうした情報が蓄積されればされるほど、これ

はこの情報を知りたいという人たちがふえてくるわけでありまして、そうした点につい

てどうやって保護をしていくのかという問題でありますが、その点についてはいかがか

と思います。 

   次に、この条例の中でお聞きをしたいわけでありますけれども、それは議案関係資料

の中の２７ページにあります、思想等に関する個人情報の保有の禁止というのがありま
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すけれども、しかしながらこの思想、信条というのは憲法に要請をされたものでありま

す。そうしたのがこの保有の禁止の中で、この限りではないというふうになっているの

が第７条の２項の１と２であります。この保有の禁止がなされない、この限りではない、

これはどのように解釈をすればよろしいのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、情報流出の安全化という形であります。今システム構築

をしておりますけれども、業務系のシステムにつきましては閉ざされた環境の中でイン

ターネットには接続をしていない状態で運営をしていこうというふうに考えております。

インターネットにはつながりません。独自の回線、閉ざされた回線でこの業務をしてい

くという形でありますので、そういう中でほかからインターネットを通じて入るという

ようなことはないかと思いますし、またアクセスする職員の関係でございますけれども、

これにつきましても生体認証の形を今回導入をしようというふうに考えておりますので、

誰がログインしたかというものはわかりますし、なおかつその職員でなければできない

業務という形で特定をさせていただいておりますので、そういう形で情報の流出は非常

に少ないというふうに考えております。 

   ２点目の第７条の２、第１号、第２号の関係でございます。実施機関は思想、信条及

び宗教に関する個人情報並びに社会的な差別の原因となるおそれがある個人情報を保有

してはならないと規定をしております。ただし、法令または条例に基づくとき、また及

び利用目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ欠くことができないと認

められるときは保有することができるというような規定でございます。このただし書き

の法令または条例に基づくときというのは、例えば公職選挙法第８６条の４、第３項の

規定で、公職の候補者が所属する政党その他政党団体の名刺を届ける場合がこれに該当

するというふうに理解をしております。 

   次に、利用目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ欠くことができな

いと認められるときというものにつきましては、これもなかなかないわけでありますけ

れども、例えば保育所の入所時に児童の健康状態、障害の有無等に関する個人情報を保

有することが該当するのではないかというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 住基カードが導入をされたときに、全て国が一元化をすると、個

人の４情報を一括管理ということで導入をされましたけれども、この住基ネット、この

点について情報が漏れた自治体があるということも出ましたよね。それで、このように

絶対ないということはないわけですよね。この住民基本台帳の住基カードにつきまして

も、これは絶対に操作は特定する者が行って、一般のインターネットからはアクセスで

きないよと、こういうことが言われたにもかかわらず、これが流出をしたと、漏れたと

いうこともあるわけですので、１００％情報が漏れないという、こういうシステム構築

はなされていないということにほかなりませんので、このように情報を一括管理をする

恐ろしさというのはあるかというふうに思います。 

   次に、今言われました、思想等に関する個人情報の保有の禁止の中で、第７条の２以



- 35 -

降の中のこの点については、保育入所時の障害の有無というふうにおっしゃられました

けれども、この第７条の２というのは思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会

差別の原因となるおそれのある個人情報というように規定をしているわけですよね。で

すから、これがなぜこのようにうたってあるかということであります。ですから、この

保有がどうやってこれを保有するのかということでありますが、その点についてもう少

し具体的にお示しいただきたいということと、それからどうやってこの思想、信条ある

いは宗教に関する個人情報というのを保有することができるのかということであります

が、お答えいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、一元管理というか、そういうことではありませんので、

それぞれの情報につきましては、例えば税情報は税、税務署なり、年金は年金でという

形でそれぞれ管理をするということでありますので、一括管理ではないということはお

願いをしたいというふうに思います。 

   それと、あと情報の流出の関係でございますけれども、先ほど言いましたように、閉

ざされた専用回線でのということなり、生体認証を入れるという形で、調査をした中で

ありますけれども、全国で専用回線のみ、閉ざされた回線のみを使用しているのは全体

で７％という中に幸田町は入っているということです。その他につきましては、情報系

のインターネットと切りかえをしたり、そういう形で使っているところも多くある中で

幸田町はその７％の中で単独の中でやっているという形でありますけれども、それ以外

のところもそれぞれの形で情報の流出のないような形でのシステム構築をまたそれはさ

れているのではないかというふうに思います。 

   それと、あと７条の２の思想等に関する個人情報の保有の禁止ということでございま

す。具体例のほうを挙げさせていただいております。個人情報の中には４つほどあるか

と思います。内心の状況なり心身の状況、生活、家庭、身分関係、社会経済活動、そう

いうものが個人情報に当たるかと思います。その中の心身の状況の中に健康状況、病歴

とかありますけれども、そういうものも個人情報であります。そういうものはこの７条

の２では保有の禁止をうたっております。ただ、それ以外のものという形で記載をさせ

ていただいているただし書きの中で、保育所の入所の場合ということでありますけれど

も、現在においても入所申請書を書かれる場合に、そこに障害だとか、あと例えば食物

アレルギーとかそういうものを記載をしていただいて、それを活用していくという中で、

本来ならば禁止をされているわけですけれども、そういうものを申請の中で聞いていく

という内容でございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） そうしますと、あくまでも第７条の２のただし書きの項目では、

本人の心身の状況等についての個人情報が必要ということで適用されるということなの

でしょうか。それとも、例えば先ほど言われました社会経済活動等におけるというふう

になると、あるいはわざわざ思想に関する個人情報の保有の禁止というのがうたわれて

いるにもかかわらず、これがただし書きで容認をされるという、保有することができる

という項目があるわけでありますので、この点についてはどう釈明ができるのでしょう
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か。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） ７条の２につきましては、基本的には、これは保有してはなら

ないという禁止でございます。ただしという形で２つある中の１つは利用目的を達成す

るために必要であり、かつ欠くことができないと認められるときが今回のこれに保育所

等のものが該当するという一つの例でございます。何も全て保有をするということでは

なく原則は禁止でございます。特別な理由等がなければそれは思想、宗教に関するもの

は禁止というのが、この７条の２の規定であるというふうに御理解いただきたいと思い

ます。 

○13番（丸山千代子君） それでしたら、なぜわざわざここの思想、信条のところにこのよ

うな健康状態等を記してあるのかということであります。その点についてもう少しわか

りやすく解明していただきたいということと、それから例えばわざわざこの第７条の２

にうたってあるところのただし書きで保有ができるというふうになっているところで、

利用目的を達成するためというのはどういうことなのかということで伺いたいと思いま

す。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 例えば、例として先ほどの保育所の入所のことを言わせていた

だきました。例えば法令の場合というのは、法律のほうでこれは正当等の記載をしてい

ただいて、それを保有するということが認められているということでございます。利用

目的を達成するためにということで、保育を実施するためにおいて、まず例えば障害な

りそういうアレルギーがあった場合に適切な保育ができない、それにするためにそれを

記載をしていただいて、それを役立てるということであります。これは現時点において

も申請書で記載をさせていただいている内容でございますので、現実が変わるものでは

ございません。 

   以上でございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） では、考えられる全てについて、この保有ができる内容について

お答えがいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 全てのことと言われましたけれども、それぞれ調査をしました

けれども、今現時点ではこの程度しかうちのほうも探せなかったという。ただし書きと

いうことでありますので、非常にまれなケースというふうに御理解をいただけたらとい

うふうに思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） いろいろなこのように特定個人情報というものがこの１２桁の中

には詰まっているわけでありますよね。これが流出したらえらいことであります。その

ようにこの個人情報保護条例、これは個人情報あるいは特定個人情報を守るためのもの

とおっしゃいましたけれども、しかしながら、１００％守られるというものではないと

いうふうなことが指摘できるものであります。情報は集積されれば集積されるほど利用
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価値が高まるものでありまして、これに対してこの情報を得ようとすることがまた一つ

の目的にもなるわけであります。さらに、まだこのマイナンバー制度が施行もされてい

ないのに、次にそれを拡大をしようとする。そうすれば、さらに個人情報がまた蓄積を

されてくるというふうに追い打ちをかけてまいります。そうした点で、やはり個人情報

保護条例の一部改正についてはとても賛成できないというものでありますので、その点

を主張して終わります。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） マイナンバーカードにつきましては１２桁の番号、そして４情

報が記載をされている内容でございます。落とした場合、直ちにそれが流出につながる

ということではないかとは思いますけれども、ただ今回の一部改正条例の内容は特定個

人情報につきまして個人情報よりも厳格な取り扱いをするための一部改正であります。

個人情報については、この条例に基づきまして適正に管理をしていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５２号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで途中ではありますけれども、昼食のために休憩といたします。午後は１時から

会議を開きます。 

                             休憩 午前１１時５４分 

─────────────── 

                             再開 午前 １時００分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、第５３号議案の質疑を行います。 

   ６番、志賀恒男君の質疑を許します。 

   ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 個人番号の利用の範囲と情報の安全管理について質問をしてまいり

ます。 

   この条例につきましては、国の法律であります行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律の施行に伴うものであります。地方公共団体におけ

る利用の範囲につきましては、法第９条の第２項に明記をされております。その文を読

み上げますと、地方公共団体の長、その他の執行機関は、福祉、保健もしくは医療、そ

の他の社会保障、地方税または防災に関する事務、その他これらに類する事務であって

条例で定めるもの云々というふうに書かれております。幸田町においては、この防災に

関する事務とはどのような内容と解釈されているのかお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 防災面からの活用ということでございます。これにつきまして

は、東日本大震災を教訓に３つの課題が挙げられております。 

   １つ目は安否情報の速やかな収集と提供。２つ目は避難所運営を行うための基礎的な

情報の不足。３つ目は他市町村へ移動した住民への対応。これらの課題を踏まえ想定さ

れる事務の内容といたしましては、避難所のカード携帯者の住民情報の取得や避難所ご
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との人数、年齢構成等の推計データの把握、罹災証明書や被災者台帳の作成などが想定

されております。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 東日本大震災を受けての安否情報、避難所運営、他市町への移動と

いったことについて利用するというような説明があったかと思いますが、新しい法律が

制定された場合には、その法の理念といいますか、精神を理解をして条文を読むという

ことが私は大切だと思います。災害という言葉を使わず、わざわざ防災という言葉を条

文に使ったということは、将来防災に関してもこのような行政事務を行いたい、あるい

は行うべきであるという意思を私は感じるわけでありますが、どのようなことが考えら

れるかお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） 法の第９条第２項におきまして今回利用範囲が規定されており、

その中で社会保障それから税、この防災、この３つが３本の柱ということでされており

ます。しかし、発災時に活用される事務につきましては想定されるものはありますが、

今言われる防災という観点から災害発生前の事前事務としては、国及び県からの情報は

今のところ示されておりません。今後、近隣の自治体とも連絡を密にしまして、緊急の

ほうをしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 今後、研究していきたいという答弁でありましたけれども、この法

律に関しましては、内閣府大臣官房番号制度担当室というところから逐条解説というも

のが発行されております。これによりますと、今回の社会保障・税番号制度が当面、社

会保障、税及び防災の分野を中心としていることを踏まえ、地方公共団体においても実

施しているこれらと類似の事務についても同様に地方公共団体において個人番号を利用

することができるよう、その他これに類する事務であって条例で定めるものと規定され

たものであるというふうに書かれております。私は、防災の分野で個人番号の利用はひ

とり住まいの老人、要介護者、要支援者などの今課題となっておりますこの分野での活

用、利用が考えられるのではないかというふうに思うわけでありますが、考えをお聞き

いたします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） ただいま御質問のございました災害時の要介護者、要支援

者等の利用という形の御質問でございます。現在、避難行動要援護者というような位置

づけで、その名簿の作成については福祉部局が担当することになっておりますので、お

答えさせていただきたいというふうに思います。 

   平成２５年６月の災害対策基本法の一部改正によりまして、ひとり暮らし老人、要介

護者、要支援者の災害弱者であります避難行動要援護者名簿の作成が義務づけられてい

るわけでございますが、現在データを整理しているというところでございます。しかし

ながら、避難行動要援護者名簿につきましては、個人番号法に規定されていない事務で

ございますので、独自利用として位置づけて個人番号を記載させ利用することについて

は、現時点では考えていないというところでございます。 
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○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） そうしますと、今、健康福祉部長が答えられた個人番号を特に利用

しなくてもきちんと名簿の管理ができ、行政事務が粛々と取り行われますというふうに

おっしゃられたということでよろしいでしょうか。お答え願います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） こちらの利用の関係でございますが、この申請につきまし

ては、御本人からの申請を基本にして名簿のほうは作成させていただくということでご

ざいます。したがいまして、その内容については御本人が記載をし、担当部局が管理を

する。災害が発生等した場合につきましては、この名簿を持って地域ですとか担当に避

難の有無について確認をするというのが原則になりますので、特別個人情報がされてい

なくても事務については適正に行われると、このように考えております。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） 当面は特に必要はないというふうに理解をいたしました。 

   それでは、次に情報の安全管理について質問をしていきたいと思います。 

   法第９条に行政事務を処理する者として、当該事務の全部または一部の委託を受けた

者も個人情報を利用することができるというふうに書かれております。委託を受けた者

とは具体的にどのような人になりますでしょうか。また、幸田町でもこの委託を受けた

者は存在するのでしょうか、お答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 委託を受けた者としましては、システム構築及び運用支援業者

であります。幸田町で委託を受けた者としましては、トーテックアメニティ株式会社が

該当をします。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） コンピューターシステムの委託を受けた人、あるいは運営の支援者

等ということでございました。そうしますと、法第１１条のほうに委託の監督について

述べられております。委託をする場合、個人番号利用事務等において取り扱う特定個人

情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないというふ

うにされております。本町では必要かつ適切な監督とは具体的に何を行うことなのか、

お答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、監督者につきましては企画政策課になります。主な監督

業務といたしましては、システム運用が適切に行われているか、システムで常時監視を

できる仕組みとなっております。定期的に監視をしております。また、委託者に対して

の監督義務としての契約内容に秘密保持義務、事務所内からの特定個人情報の持ち出し

の禁止、事務終了後の特定個人情報の返却または廃棄の義務づけなどを設け、これらの

契約内容が遵守されていることについて定期的に報告を受けるというような形で具体的

なものを実施をしております。 

   以上でございます。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 
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○６番（志賀恒男君） 適切に運用されているかどうか監督をし、また秘密保持あるいは持

ち出し禁止といったことで抑えておりますということでありましたが、法第１２条に個

人番号利用事務実施者等の責務として、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止、そ

の他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと書かれてお

ります。この必要な措置とはどのような措置なのかお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 必要な措置といたしましては、ネットワークに接続をされてお

りますコンピューターへのファイアウオールの構築、情報の暗号化等の技術的保護措置

等を実施をいたします。また、個人情報の漏えい等がないよう総務省の示すセキュリテ

ィポリシー及び特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドラインに準拠をしました

幸田町セキュリティポリシーに改定をしております。基本方針は本庁が保有する情報資

産の機密性、安全性及び可能性を維持するために本庁が実施をする情報セキュリティ対

策について基本的な事項を定めているものであります。改定したセキュリティポリシー

について職員、再任用職員、非常勤に対して遵守すべき事項を定めるとともに、十分な

教育及び啓発等の勉強会や説明会を開催をする今後予定であります。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ただいまの答弁によりますと、ネットへの接続についてはファイア

ウオールを設けておりますと。あるいは、接続をしていないというような答弁も以前ご

ざいましたけれども、また情報の暗号化ということで簡単には読み取れないというよう

なこと等説明がありましたが、私は情報の安全管理という点におきましては、昨年、２

０１４年７月に発覚をしたベネッセ個人情報流出事件というものが思い出されます。犯

人はシステムエンジニアでありました。それも派遣社員でありました。目的はお金であ

ります。データを情報業者に販売することで利益を得ておりました。本庁においては、

このような事件に対してシステム上の対策というものが十分なのかどうかについてお聞

きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 近年発生をしております個人情報の流出事件の本町の対策であ

ります。本町は個人情報を取り扱っております住民記録システムの基幹系業務と財務会

計の職員パソコンの情報系業務の２系列からなっております。それぞれが独立をしたネ

ットワークで構築をされております。特定個人情報を扱う基幹系の業務はインターネッ

トとはつながっておりません。閉ざされた環境であります。先ほど答弁させていただき

ましたように、全国では７％ぐらいしかないというような状況であります。完全に独立

をしているのは７％ぐらいということであります。なお、特定個人情報を取り扱う基幹

系業務システムは、ハード的な面では外部とのやりとりができません。閉ざされたネッ

トワーク環境になっており、データの媒体渡しについても、監督者である町の所有する

ＵＳＢ等の媒体のみしかデータ保存ができないようになっております。また、漏えいし

た情報はもとに戻らないわけでありますが、万が一何らかの事由で情報が漏えいするよ

うな事案が発生した場合は、罰則の規定により４年以下の懲役もしくは２００万円以下

の罰金、またはこれらの併科と重い罰則となっております。以上のような形でシステム
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上の対策をとっております。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀君。 

○６番（志賀恒男君） ただいまハード的な面での対策もしておりますということで説明が

ありましたが、個人番号情報につきましては、私はＵＳＢメモリーやＤＶＤ－ＲＯＭと

いったデータの記憶媒体に書き込みできない、あるいはダウンロードできない、ハード

的な対策をすべきだと。何々を禁止しますとか、データを悪用した場合には罰則を設け

ますとかいったものは、一度流出した情報というのは返ってまいりません。私はハード

的な対策をもう一歩進めるべきではないかというふうに思います。例えばＵＳＢメモリ

ーの口をふさいでしまう。あるいは、システムソフト上でＤＶＤ－ＲＯＭに書き込みで

きない、あるいは特定の端末しかそれができないという制限を加えるべきではないか。

それがハード的な対策で、そこのハード的な対策を行われた端末だけを管理すれば流出

はぐっと可能性を少なくすることができるというふうに考えますが、いかがでしょうか。

お聞きします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 先ほど言いました、ＵＳＢ等の媒体につきましては基本的には

それはできないという、町の企画政策課が関している者だけでなければできないという

ような形になっております。それと、あと今回につきましては指紋認証について導入を

させていただきます。全体で８２台に全て指紋認証のものをつけさせていただいて、そ

の指紋認証に該当した者でなければこのパソコン等をいじれないというような形にもな

っておりますし、なおかつこの指紋認証で入れた者についてもその業務しかできないと

いうような形になっております。ほかの業務をそのパソコンでできるというようなこと

にはなっておりません。ならないように今考えております。そういう形でハード面にお

きましても閉ざされた中で運用しておりますので、流出がないようにハード面でもより

強化をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） ６番、志賀恒男君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この議案に対する町長の議案説明は、番号法による別表、その別表

に基づいて条例規定で定める情報を処理するもので、行政運営の効率化を図るためであ

ると、こういう趣旨の説明がされております。その内容はどうかという点でいけば、議

案書の関係でいけば２６、２７、２８ページという形の中で特に別表関係で第１、第２、

第３と、こういう別表を掲げて町長部局と教育委員会部局を合わせて１６件の事務内容

という形ですが、まず、どういう効率を図るのかと。こういうことの質問に入る前に、

この規定の第１表、第２表、第３表という形で出てきている中に防災の関係があります

か。ありますか、あったら、あなた方の手不足、間違いなので、そういった点でいけば

それはどこに入ってくるのかということを説明いただきたい。それはあくまでも番号法

の９条第２項に基づく個人番号の利用、同じく１９条の９に定める特定個人情報の提供

に基づく必要な事項ということになっております。そうした点で、まず説明がいただき

たい。 
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○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回の制定条例につきましては、番号法に基づきまして社会保

障や防災、そういう関係のものについてのみの特定個人情報が使えると、３つの内容に

ついてのみ使えるという内容でございます。それについて、番号法の法律のほうで別表

第１でそれぞれ個人情報、特定個人情報が使える事務について規定がされております。

その中に当然防災という形の規定があるわけでありますけれども、今回番号法の規定に

基づきそれ以外で使う特定個人情報を使う場合について条例でそれ以外のものを規定す

ると、俗に言う上乗せ条例でありますけれども。番号法では防災については規定をされ

ておりますけれども、条例については、今回それについては今回の条例の制定の中には

入っていないという法律のみの制定で、今のところいいというような解釈で入れており

ません。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、ここの中でもありますように、条例でいきますと第４条そ

れから第５条、番号の利用の範囲。それから、特定個人の情報提供という形の中で別表

１、２、３という形で１６項目の事務が具体的に書かれているという内容であります。

町長がこの関係でいけば行政効率をさらに高めていくためとこういうことですが、具体

的にはどういう形の中で行政効率を上げる、こういうことがこの中で言えるのか。それ

は、現在こういう事務を行っているけれども、番号法によってここに列挙する１６項目、

町長部局と教育委員会部局のこの事務をやることによってさらなる行政効率が上がるん

だということを、具体的に現在の問題と番号法になったときにどうなるのかというのを

対比して答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 行政の運営の効率化の具体例ということでございます。今回、

制定をさせていただきます条例の中で明らかに個別に行政の効率化が図れるというもの

を具体的にお示しすることがなかなか難しいものであります。ただ、今回番号法の制定

に基づきまして、個人番号で各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを、

正確かつスムーズに確認するための基盤づくりでありますので、まずスタートをしてい

るということの制定であります。今後、条例改正を進めていく中でそれぞれ行政運営の

効率化ができる、そういうものを法律とも照らし合わせながらできていくのではないか

ということであります。今回の条例制定のみでどうかというと、具体的な例としてはな

かなか挙げにくい状況ではあります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 担当部長の感覚でいくと、効率化なんかを今後どうやっていくかだ

という内容の答弁であります。ということは、町長は議会に対してはこの議案の説明は

さらなる事務の効率化だと。そんなの食わせものですよ。担当部長は、いや、そんなこ

とはすぐにできへんと。こういう答弁の中で町長は提案するに当たって、さらなる事務

の効率化だといったら何なのか、誰を信じるのか。当局が、町長が言ったことに対して

具体的に担当部長がそんなものはできないと言ったときに、いわゆる町長は適当に言い

ごまかしをしてちょろまかしたのかということになるんですよね。さらなる効率化を図
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るというのを具体的に示しなさいよというのが私の質問の内容。それは示せないという

ことでよろしいですね。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） これにつきましては、先ほど言いましたように基盤づくりとい

う形で、またこの条例改正をしていくということであります。例えば、年金を申請する

場合に当然住民票や所得証明を手に入れてから年金事務所に手続をするわけであります

けれども、そういうことが今回の制定の中にはありませんけれども、条例改正をしてい

けばそのようなものがとらなくてもできるようになったり、また戸籍に利用をすれば、

結婚とかパスポート申請、遺産相続に戸籍が不要になるというようなことも考えられま

すので、そういう形でさらなる行政運営の効率化が図れる、その第一歩のこの基礎とな

る制定条例ということで御理解を願いたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、効率化ということは言葉の遊びであって、要はこの条例を

つくって基盤整備をするだけだと。あと具体的にそれはこれからの問題ですよと。それ

がどう運営をされて運用があった結果がどう効率化されるかというのはわかりませんと、

こういうあなたの答弁ですよね。そうしますと、私がお聞きしたいのは、この条例化に

よってどの事務がどれだ。どの事務かというのはここで列挙してありますよね、１６項

目、町長部局と教育委員会部局、１６件の業務内容。この内容がどれだけ効率化される、

それによってどれだけの人件費が削減できるのかということなんだ。効率化というのは

人件費の削減ですよ、あなた方にすればね。ただ、効率化といったら、ﾊｲﾘｶﾀさっさっ

さということではない。仕事の進め方ではない。もちろんそれもあると思うけど。ただ、

効率化といたったときには何を求めているのかといったら人件費をそれだけ削減したの

か。それがマイナンバーの導入によってどういく。こういう成果が上がりましたよとい

うのが行政効率。しかし、そんなものはこのあと基盤づくりでこれからだといったら、

じゃあ、この条例を提案するときに町長は何と言われましたかと。議会に対して真摯な

態度で向き合って、説明責任をきちんと果たした形の中で説明がされましたかと、こう

いうことが問われてくるんですよね。そういうことが問われながらも、担当部長はそん

なものは条例をつくるだけでこれからだと。ということは、町長の行政効率化を図るた

めの条例提案を全面的に否定したということですよね。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） これにつきましては、今回の番号法の制定につきまして、番号

法の別表１で規定されている以外のものについて、それぞれ特定個人情報を使えるよう

にする制定条例でございます。それによって特定個人情報につきましては、安易にそれ

を使ったりしないような形での制定でございます。国におきましても９月３日の日に改

正があったわけであります。当初につきまして今後また改正等をして、番号法を改正を

して広げていくというような内容になっております。今現在、この中でこの個人番号カ

ードを導入することによりまして、当然それは身分証明書にも使えるようになるわけで

ありますし、番号と高齢者の免許証の返納等にもそれは身分証明書としてもまた使える

ということになるかと思いますし、当然確定申告等をやる場合のその中でも今現時点で
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も使えるようになりますし、今後条例改正が必要になるかと思いますけれども、図書カ

ードなり印鑑登録カードのそういう形でのワンカード化ということに使えるという形で

の基盤整備ということで、今回やることに対して当初制定をさせていただいたというこ

とです。国におきましては、それぞれ税情報等をマイナンバーで管理することによって

税務職員が非常に減って、それを海外の資産とか預貯金を持っているものに当てていこ

うというような形で国のほうでは考えられております。今現時点で効率化、これだけの

金額がこの条例で効率化できるというものはお示しできませんけれども、何度も言いま

すように、これからの基盤づくりの第一歩の関係で制定をお願いするものであります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 答弁いろいろ言われましたけど、言ってみればくり返しと。要は、

私が申し上げたのは、町長が提案説明した内容があなたによって全面否定された。その

ことについては間違いないですかということの確認であります。したがって、ああでも

ない、こうでもない、これからの問題だということで、それはこれからの話なんて幾ら

でもどんどんどんどん広げていける。しかし、行政効率といったときにどういう効率が

具体的にどういう形であらわれてくるのかと、これは例示されてしかるべき。しかし、

それは今回は条例の基盤づくりでございますと、そういうものはこれからでございます

よということですよね。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 何も全面否定をしているわけではなく、趣旨に沿った内容だと

いうふうに私は考えております。そういう中で今現時点でワンカード化もありますけれ

ども、今現時点のこの制定条例につきまして、先ほど言ったようなものしか現実に具体

的には事務の効率化ができていないということは事実でございますので、その点は御理

解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたも素直じゃないわな。要は、この条例ができたことによって、

あるいはこういう条例をつくるよという提案をした。その提案理由の中で事務のさらな

る事務の効率化を図るよという説明ですよと。そうしたときにあなた自身はそれはでき

ませんと、要は条件整備、基盤整備をするだけのことですよということで、それ以上は

これからの運用の問題でしょ。この条例によってさらなる効率化といったら、それはさ

らなる条例の問題も含めて出てくる問題ですよということですから。あなたは町長側の

立場なので、それはしょうがないけれども、町長の言ったことを全面否定するものでは

ございませんと言いながら全面否定しているんですよ。いや、そうではないというなら、

じゃあ、具体的にどういう事務でどういう内容の効率が上がるのかということをやらな

かったら、まさに今の幸田町政をあるいは大須賀町政を象徴するように、言葉の遊びは

巧みである。巧みであっても中身はからっぽということなんだ。そういうことでよろし

いな。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回のこの制定条例の提案理由は、番号法の施行に伴う提案で

ございます。その中でいろいろある中で行政の効率化というものについてもあるという
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形で説明をさせていただきました。ただ、その中で行政の効率化の中の一つとしては、

先ほど言いましたような形で身分証明書になったり、確定申告に使えるという形で今回

の条例を制定させていただいたということで御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回のマイナンバー制度による個人番号、これの番号を定めると

いうものでありますが、その番号の利用について独自利用、町内連携、そして町の他機

関連携ということで、それぞれ別表がつけられております。その中でこの番号法に規定

する利用範囲の事務のほかに、社会保障またはこれに類する分野の事務について個人番

号利用するため、独自利用事務を定めるということで別表の第１に８つ挙げられており

ますけれども、これを見ておりますと、今まで独自利用という内容からするならば、こ

の件数でいいのかという問題でありますけれども、先ほどそれぞれまた加えながらとい

うことで言われたわけでありますけれども、現在独自利用事務の件数は８つ挙げられま

したけれども、ほかに考えられる件数を合わせてどれぐらいになる見込みであるのか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、この８業務での件数でございますけれども、件数は１万

４４６件ということになっております。今後どのような事務が加わるのかという内容で

ございますけれども、今お願いをしております別表第１の８業務でございますけれども、

今国等にも問い合わせをしながら、今現段階において町の条例の中で制定ができる内容

について挙げさせていただいております。国のほうで今どれがそれに該当するかまだ詳

しいこれ以上の内容についてお示しをいただいておりませんので、どの程度になるのか

ということはお答えができないわけであります。今後、国との指示に従いまして、特定

個人情報を使う場合には、新たに条例の一部改正条例をお願いをしていくという形にな

るかと思いますけれども、現段階においては不明でございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今の段階では８事務ということでありますけれども、この特定個

人情報を使って事務を行う場合はさらに拡大が進められていくよと、こういうものであ

りますよね。そこでお聞きするわけでありますけれども、個人番号とひもつけられた特

定個人情報というふうに表現がしてあります。このひもつけられた特定個人情報、これ

についてわかりやすく説明がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） ひもつけられたということでありますけれども、これはある物

事をお互いに関連づけるということで、このひもつけという言葉を使わさせていただい

ております。個人番号をその内容に含む個人情報のことをいうということでありますけ

れども。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今までいろいろな条例等が改正やあるいは新たに制定をするとい
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う、こういうことがあったわけでありますけれども、このひもつけという表現が出てき

たのは初めてであります。要するに財源の問題で言えば、ひもつき財源とかそういうこ

とはいいますけれども、条例の中でなぜこのひもつけていくものであるのか。ひもつけ

られた特定個人情報というのであるのかということであります。そこでお聞きをするわ

けでありますが、このひもつけられた特定個人情報、このことについて先ほど出てまい

りました第５２号議案、これは特定個人情報になっているわけでありますけれども、こ

のひもつけられたということでくくっていくということは、ある一つの目的を持って、

それを利用してくる個人情報ということになるわけでありますけれども、このひもつけ

特定個人情報とはどれぐらいあるのか、町の行政においてどれぐらい考えられるのかお

尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 制定条例の中に、今回、第２条の第２号の中で特定個人情報と

いう形で規定をさせていただいております。法第２条第８項に規定する特定個人情報を

いうと。また、前の条例でありますけれども、こちらのほうにもそのような形で規定を

させていただいております。条例の規定につきましては、このような形で特定個人情報

というものを用語の定義をさせていただいております。その中で話をする場合にひもつ

けされたということを使っているわけですけれども、先ほど言いましたように、個人番

号と個人情報を関連づけて使うという形で表現をさせていただいているものでありまし

て、条例の中では用語の定義でこのような形で定義をさせていただいているということ

でお願いをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 町内連携とそれからその他機関連携、これについて個人番号とひ

もつけられた特定個人情報、これを指しているわけでありまして、これはあくまでも町

内やいわゆる縦割り行政というので非常に住民も難儀するわけでありますけれども、こ

れが縦割り行政の解消ということで、この情報が一括して利用ができると。一つの情報

を知ろうと思ったときに、それが全てひもつけられてくるわけですから情報としてわか

ってくると、こういう内容で理解をしてよろしいのでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず情報につきましては、一括管理ではなくて分割管理という

ことでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。今回の別表第１につきまし

ては、それぞれ町で使う、独自で利用する特定個人情報につきまして規定をさせていた

だいております。別表第２では町内連携ということで個人番号の利用の範囲を定めさせ

ていただいております。別表第３は町内の他の機関との連携を規定をさせていただいて

いるわけですけれども、その中で別表第２と別表第３につきましては表にありますよう

に、特定個人情報であります地方税関係とか住民票関係情報とか、そういうものを例え

ば別表第２の１でありますと、私立幼稚園の関係でそれを見にいくという形について、

別表にあるこの業務については町内連携ができますよという形で規定をさせていただい

ている表でございますので、お願いをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 
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○13番（丸山千代子君） 今説明していただきましたように、個人番号というのは、個人番

号によって個人の情報が税から社会保障、そのように全てこの一括、一元管理のもとで

把握ができると。こういうものであるということが、この別表の第２、第３によってわ

かってくるわけでありますが。ですから、そうしたものが今回のこの社会保障と税の一

体改革によって全てを一括管理をする目的によって、これが番号づけをされたものであ

るということで理解してもいいということでよろしいでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） この別表第２で先ほど言いましたように、一括管理をするとい

うことではないのであります。１つの例でありますけれども、一番上にありますけれど

も私立幼稚園の補助金の交付申請にあっては、番号法、個人番号を使って、そこにある

地方税、関係の情報のところにいって、そこと関連をつけてその情報を得るというため

のこの表記であります。その中でそういうことができるのは、この別表第２であります

と、１から６までのこの業務しかこの番号を利用できないと、この条例上でありますけ

れども利用できないという形での規定でありますので、一括管理ということではないこ

とだけはお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） わかりました。それで、この個人情報が番号のもとに例えば１０

番、１２桁でありますのでその１２桁の番号の中に社会保障あるいは税、そしてほかの

その他、収入でも何でもそうですけれども、今進められております給与、こういうもの

も全部情報として１つの番号の中に集約がされて、情報が蓄積をされてくる。今回のこ

の条例の制定では、これが個人番号とひもつけをした特定個人情報ですね、それが効率

よく把握できるためのものであるよと。こういうふうに理解をしてよろしいでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 効率的というか、限られた業務しかそれはできないということ

であります。それは確かに限られた、ここに決められた業務については関連づけができ

ますので、それは効率化ができると思いますけれども、それ以外のものは特定個人情報

と結びつけができませんので、どのようなものでも全て番号があればわかるというもの

ではございませんので、それだけはお願いをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５３議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５４号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正であります

けれども、これは年金の一元化によって改正をする内容であります。そこで、この一元

化によって受ける影響、これは先ほども午前中の中でもお聞きをいたしましたが、改め

てお聞きをしたいというふうに思います。この一元化によって受ける影響と、それから

公務災害補償内容、これが不利益になるか、この点についてお答えいただきたいという

ふうに思います。 
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○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今委員の言われる一元化によって受ける影響でございますが、今

回の改正部分は他の法律による給付との調整部分であります。共済年金が厚生年金に一

元化されても、公務災害補償年金の減額理由である年金が整理されたものであります。

本条例には影響はございません。また、共済年金を現在支給されている者にあっては引

き続き共済組合から支給されると、共済年金を受給できるように附則のところに経過措

置を設けております。また、この内容による不利益でございますが、災害補償条例の補

償年金の支給に関するものであり、他の法律による給付との調整の部分でありますので、

本条例の割合が変わるものではないため不利益になることはございません。 

   以上です。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 公務災害補償条例でいいますと、遺族共済年金が遺族厚生年金に

一元化をされるということで、例えばこれが父母には支給がされないというようなこと

も、さっき午前中の中で不利益の状況の中で言われましたけれども、こうした公務災害

補償条例の中でこの不利益という扱いはないということでよろしいでしょうかというこ

とであります。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今のこの遺族補償年金の例題でございますが、こちらの条例のほ

うの経過措置として附則の２に当分の間というこの文言を入れてあります。この文言に

あっては、今現在の共済年金、これを当分の間は使えるという意味でございまして、こ

の一元化によって厚生年金にかわってもすぐには公務災害補償の共済年金が厚生年金に

なるというものではございませんので、今回のこの条例の文言を一元化という部分だけ

を統一させてもらいまして引用しました。それを改正した内容でございますのでお願い

します。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 当分の間とおっしゃいましたけれども、今回の経過措置の中では

平成３０年というような年限があるようですけれども、この点については、この当分の

間というのはどれぐらいの間か、その点について答弁がいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、平成３０年と言われたんですけれども、この当分の間という

ものにあっては期限が決まっておりません。よって、この規則が改正または廃止される

までは使えるという意味でございますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午後 １時５２分 

─────────────── 

                             再開 午後 ２時０２分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、第５５号議案の質疑を許します。 
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   １０番、大嶽弘君の質疑を許します。 

   １０番、大嶽君。 

○10番（大嶽 弘君） 今回の条例改正においては、個人番号の通知カードの再交付手数料

が５００円新設、それから住民基本カードの交付手数料を５００円にかえて、個人番号

カードの再交付手数料が８００円とこういうふうに改正にという案でございますが、こ

れの金額設定の考え方、それから決めた経緯について説明をお願いしたいと思います。

それから、もう一つは、個人番号を通知しても番号を忘れたり失ったりする、そういう

場合にいろいろ家族から照会がある場合もあるでしょうし、第三者からの照会がある場

合もあるでしょう。そのときの代理人による番号をあの人は何番ですかという照会をす

るときに、こういう手続やああいう手続をせよということを窓口で言われても二重手間

になりますので、今ある程度案があればこういうふうな手続にするよと、それから決ま

った場合にはこういうふうにして周知するよというようなことがございましたら説明を

お願いします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 今回の手数料徴収条例の改正の再交付手数料の金額の設

定の基準といいますか根拠の関係でございます。今回の通知カード５００円、そして個

人番号カード８００円、これを再交付の場合にそれぞれ徴収するという中身でございま

すけれども、それぞれのカードにつきましてこのカードの原紙、またはＩＣカードの購

入原価等を考慮の上設定されました。総務省がそれを示しております基準額の再交付手

数料相当経費というものを総務省のほうで示されております。その手数料の総務省が示

す基準に基づいて設定をしたところでございます。なお、個人番号カードにつきまして

は、本条例に定める手数料のほかに地方公共団体情報システム機構、いわゆるＪ－ＬＩ

Ｓと呼んでおりますけれども、そちらが標準で搭載する電子証明の再交付手数料、これ

を２００円というふうに定めております。その分は実費となりますので、実際に窓口で

納めていただく手数料の額は１,０００円という形になります。ちょっと参考に現在の

住民基本台帳カードにつきましては、初回交付手数料は５００円、そしてさらに電子申

請登録手数料５００円、計１,０００円を必要としておりますけれども、今回の個人番

号カードの初回交付手数料につきましては、先ほど申しましたいわゆるＪ－ＬＩＳが一

括して作成をいたします。必要な方がそちらに請求をして、Ｊ－ＬＩＳのほうで作成を

し市町村のほうに送られてきまして、そこで市町村が番号が送られてきましたのでとり

に来てくださいと、そのときに暗証番号等を記入して交付するという形になっている関

係から、初回手数料は無料という形になります。一旦、市町村のほうでＪ－ＬＩＳのほ

うに必要な経費を支払いをし、そのうち国から全額補填されるという仕組みになってお

りますので補足しておきます。 

   それから、代理人による番号照会の手続はどのようにという御質問でございますけれ

ども、いよいよ２８年の１月から個人番号カードの交付、または実際の運用が開始をさ

れるわけでありますけれども、個人番号はたとえ本人がなくしたとか、番号がわからな

くなったとかそういう電話や口頭での番号照会には応じられないという形をとっており

ます。そういう意味から、たとえこれから例えば年金や介護や国保などのそういう社会



- 50 -

保障の関係でいろいろな手続をする際に、これは個人番号というのが必要になりますけ

れども、そうした際には本人申請はもちろん代理申請の場合においても必ず通知カード、

そういうものを、だから番号カードを必ず持参していただけるような広報、ホームペー

ジ、そしていろいろなこれから各担当部署から各種の案内を出す際にはそうした旨を必

ず記載するなど周知徹底に努めていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １０番、大嶽弘君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） マイナンバーの利便性というのを今強調されるわけですが、すべか

らくいい面ばかりではない。光があれば、光が強ければ強いほど影が濃くなる、こうい

う比例した内容がある。そうした中で今いろいろなところで問題になり、政府のほうも

一定の考え方は示されておりますけれども、つまり現在住んでいるところと住民登録、

いわゆる住基で登録してあるところとは違う人は結構いるんですよ。何でかということ

を一々詮索しなくてもいいわけなのでね、それぞれ皆さんに事情があって、現住所と登

録地が違う。そうした人に対しては、このカードについてはどういう扱いをするのか。

そこで根掘り葉掘り聞いて、聞いた内容が、情報がたらたらたらたら漏らされて大変な

目にあったというのは新聞でもしょっちゅう出てくるわけですよね。そうした点で、具

体的に幸田町で１００人を超えるというふうに聞いておりますけれども、いわゆる住民

登録してある住所地と現在住んでいるところの違い、そういう人たちにどういう形で、

そういう人たちの事情をきちんと酌みながらカードを交付するのかということですよね。

これは通知で郵送で来たときに、その郵送の内容が非常にいろいろな問題が出てくるだ

ろうということが想定されてきている。ただ、それは具体的にやってみないとわからな

いという面もある。そういう危険性がある中で現実の問題として提起されている問題に

ついては、どういうふうに対処されるのか答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） いわゆる今議員から住所地と登録地の違う人の対応につ

いてという御質問であろうかというふうに思います。今回の通知カードにつきましては、

１０月５日以降に法律が施行されます。それ以降、国のほうで実際のカードの印刷に入

り、そして順次郵送が始まるというふうなことを聞いております。このカードにつきま

しては、先ほど地方公共団体情報システム機構、いわゆるＪ－ＬＩＳというところから

今回は世帯単位に転送不要の簡易書留で郵送されるというふうになっております。今回

のこのカードは簡易書留ということでありますので、世帯のうち誰かがいていただけれ

ば受け取りはできるかと思いますけれども、いろいろな御事情もあろうかというふうに

思いますし、特に通知カードの受領に関しては先ほど言ったように、実際の住所地と違

う人のところに身柄がある、例えばＤＶを受けて避難してみえる方、例えば老人ホーム

やいろいろな施設に実際に住所は幸田町に置いてあるんですけど違うところに入所して

みえる方、いろいろなケースがあろうかというふうに思います。そうしたやむを得ない

理由の方につきましては、事前の届け出によりまして、今実際に住んでいるところで受
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け取るための取り扱い、これを居所情報登録という制度が設けられております。この制

度につきましては９月１日号の広報の中でも番号制度のお知らせの中で、一部ではあり

ますけれども、そうした周知もさせていただいているところでありまして、既に届け出

もいただいているという事例もありますし、各課のほうから実際に各課でいろいろな情

報を持っております。例えば福祉の関係でいきますと、先ほどの施設入所の関係、税の

関係でもいろいろ実際は住んでいるところと違うところに請求している、いろいろな関

係がありますので、そうしたものを住民課のほうに情報提供をいただいた場合は、こち

らのほうで確認がとれる限度がありますけれども、直接どういう扱いにしてほしいかと

いうことを本人に確認しまして、実際に今住んでいる住所地に送ってほしいという方に

ついてはそういう手続をする、それが先ほどの居所情報登録というシステムの中で対応

できるという形になっております。または、今回こういうカードが送られるということ

を説明する中で、本当に実際住んでいる住所地のほうに住民票を動かしていただいたケ

ースとかいろいろなケースがあるわけでございます。または、入ってから役場のほうに

取りにいきますと、そういういろいろな方もおみえになりますので、そういうことを先

ほどの居所情報登録制度、こういう制度の周知をしながら当面は対応をしていくという

ことを考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そういう一つの対応の問題、一つはなぜそういうふうに住所地と登

録地が違うのかという状況はみんな違うわけです。それは、やっぱり個々が違うんだか

ら、個々で違うようなきちんとした対応でなぜそうしているのかということも十分しん

しゃくしないといけない。しかし、あなた方は勝手に郵送するだけなのでね、一人一人

そういう人たちに、あなた何でだなんてことを聞けばまた個人情報の問題もあって、こ

れは聞きづらいということと。もう一つは、毎日転入、転出があるんですよ。そうした

ときにちょうど境目で転入転出をしたときにはどういうふうにするのか。国民が全員こ

の番号カードについては関心があって、なくては困るというそんな人はごくわずかです

よ。国のほうが勝手に決めて、個人番号だ、いわゆる昔の総背番号という形で国民全て

を国が一括管理するというシステムの中でそんなことは嫌だと、関心がないという人た

ちは転入転出の際に漏れていくことは十分あるわけなんだ。それを住所地に送ろうとい

ったって、これは転送不能ですよね。この住所地からあっちへ行ったときに、郵便局の

ほうがあっちへ行ったよといって例えば郵便局のほうに新しい住所地を登録しても、こ

れは転送になるんですよ。転送不用だよいったときに、その人のカードはどうなるのか

と。いろいろな問題点を挙げれば大変なこと。ただ、そうしたときにあなたが、先ほど

の答弁から大丈夫だろうなと思っているのは、情報系のネットワークと基幹系のネット

ワーク、これはきちんと遮断をしておりますということですよね。それを曖昧にしたの

が年金機構なんだ。しかし、本当に大丈夫かどうかという点でいきますと、これは住民

から出てきたのは特定個人情報保護評価指針、いわゆる評価書というふうに通称呼んで

いるわけだ。この評価書についても基本的には３月中に全部その評価書は委員会の中で、

これは国のほうですよ、国のほうの保護委員会の中でパスしたものでしかあかんよ、そ

れ以後は認めないよということですが、幸田の場合は、これは特定個人情報保護委員会
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というところが出した評価書でありますから、４月２０日付になっております。これは

発行した日にちだと。しかし、この評価に当たって自治体に求められた期日をきちんと

幸田町が守ったのか。全国１,７００余りの自治体の中で約半数が守ってない。なぜ守

らなかったのは国がちょろちょろちょろちょろしょっちゅう変えてくる。国がようやく

決めたときには膨大なものを用意せよと。そんなものはできるわけがないではないかと、

こういう自治体の実態を無視したやり方で国が番号法を強行するという中でいろいろな

アクシデントが起きてる。その中の一つの問題として、評価書についてはどういうよう

な形の中で進めてこられたのか答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、転入転出の扱いでございます。法の施行日が１０

月５日ということで、その直近の日である日を境に、今の住民情報、幸田町に住んでい

る方の情報につきましてはＪ－ＬＩＳのほうに情報提供をします。そこでリストがつく

られまして、カードが送付されるという仕組みになっております。確かにいろいろな実

際にタイムラグがあります。転入転出の場合は１４日以内とかいろいろタイムラグがあ

りますので、そうした場合はあくまでももとの住所地のほうにカードが送られる、また

は新しい住所のほうに送られると、いろいろなケースがあろうかというふうに思います。

その辺につきましては、自治体間の情報のやりとりというのがまた必要になってくるの

かなというふうに思っております。 

   それと、先ほど議員のほうから特定個人情報保護評価の関係でございます。確かに幸

田町の場合もこの特定個人情報保護評価書が非常にたくさんの課から情報を集めまして、

それを評価書としてまとめて、最終的に県のほうに提出したのが２７年の３月３０日と

いうふうに今手元に資料があるわけであります。この評価書、今議員のほうからお話が

あったとおり、なかなか国のほうの指針が定まらない中で各自治体がそれぞれ苦労して

この評価書を作成してきたという経緯があります。最終的には、この評価書は６カ月間

のシステム改修から６カ月以内に作成すればいいよというのが国のほうの指針の中でも

示されている中で、本町は若干おくれましたけれども２７年の３月３０日に作成し、国

のほうに提出という流れの中でなっております。いろいろなそういう点では多少不備と

いいますか、国のほうのいろいろな個人番号の関係につきましては非常にバタバタの中

でやってきたという中の措置でありますけれども、一応国が示す６カ月以内というとこ

ろはクリアはしているということだけ申し上げておきます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 評価書を３月末までに提出をしなさいよと、それ以後提出したもの

については違反だと、こういう指針ですよね。ですから、今あなたが言われたように、

各自治体が本当に眼の色変えて、さあっとやって評価書を提出して、何とかクリアした

という、それをどうチェックするのか。手違い、間違い、勘違いは世の常と、こういう

形できたときに、それをチェックする機関がないんだよな。第三者機関がない。そうい

う中で、要は期日までに提出すれば、その内容がどうであるか、こうであるかという第

三者のチェック機関がない。したがって、３月末までにこの関係の評価書の関係を提出

したのは全国で１,７４１自治体のうち９１４件だ。これがヒットという形になるわけ
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で、ヒットしたということで、いやいや、評価書を提出したよと。いわゆる期日までに

出したから内容がどうのこうのなどという点でいくと、チェックされていないというこ

とからいくと、私はこの関係でいけば非常に問題があるなという形です。何が問題があ

るのかといったら、１０月５日以降書留で送られてくる、送られてくるときに既に番号

がついているわけだ。番号がついた内容で個人の関係がどうきちんとされているのかと

いうのはわからへんわけだ。当面、基本４情報という形の中でやられていくと。そして、

カードだけならまだしも、いいとは言いません。ただ、その中で広報の９月号で個人番

号の関係を個人カードと番号カードという形の中で、いわゆる個人カードというのは何

もない、顔写真もＩＣチップも入っていないよと。しかし、番号カードはそれに顔写真

をつけてチップをつけるという形の中で広報が何を言っているのか。本人確認のときは

別添顔写真が入った証明書などが必要になりますよと。義務づけの意味で言ってるわけ

だな。この番号を使うとそういうふうになるけれども、個人を特定し証明をするにはこ

の番号カードでなければいかんか。いかんか。金融機関にしてもどこにしたにしても、

免許証や保険証で本人確認ができるんですよ。本人確認ができるものをあえて番号カー

ドという形で顔写真とＩＣチップを入れる、なぜそれが危険だということが言われてい

るのかというのは、当面は４情報だと。しかし、これからは家族やらあるいは預貯金や

ら、あるいはどこの金融機関を使っているのか、どういう取引をしたのか、この人間は

どことつながっているかという形で、専門用語では揺籠、串刺しする。横でたっと串刺

しできるような番号カードになっていく。そうしたときにこれをもし紛失をしたときに

はどうなるのか。そこに登録されている、記載されている内容が全て丸裸にされる。丸

裸にされたことによって被害は誰が受けるのかといったら、あなた方はこれは希望者で

すよと。あなたの申請があったから顔写真付のＩＣチップ入りのカードを出したんです

よと。申請したあなたの責任であって、紛失をしたのもあなたの責任だ。そのことによ

って情報が全部漏れてあなたが丸裸にされても、それは個人の責任ですよという形にな

ってくるんですよね。そうしたときに広報が利点ばっかり言ってるわけだ。そうした点

でこの利便性を５ページにわたって書いてあります。こうした点でメリットを強調する

だけ。この９月の広報の４ページでも行政の効率化だとか、あるいは公平公正な社会の

実現のために、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができますよと、この

カードナンバーで。ここまでいったらいかがなものかと。私は、あなた方は行政の立場

だから効率化を掲げて言うのも結構だと。しかし、先ほど言ったように光と影は不離一

体の関係であったときに、この番号カードのチップが入ったやつはどういう危険性があ

るのかと。丸裸にされて、あなただけではなくて、あなたに関連する人たちは全部横串

で裸にされますよと。私はそういうのはきちんとやるべきだと。ましてやこの５ページ、

マイナンバー制度は安心安全の仕組みですよといってね、ここまで言っちゃうとね。十

分注意するということも含めて、やっぱり喚起をしていかないといけないよと。１０

０％全部に利点がある、安全性であるなんてことはないわけなんだ。そうした点で、次

の号でこうした点で懸念をされる問題についてはきちんと私は住民に知らせるべきだと

思う。次の号が届くころには、それぞれ簡易書留で送られてくる。送られてくれば住民

も一定の関心を持つ。そうしたときに広報が、そうした点で警鐘を乱打しろといったら
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いかがなものかというふうなことになるけれども、だけども警鐘は警鐘としてきちんと

注意すべき内容を、あなた裸にされますよと、扱いによってはということで、ＩＣチッ

プ入りの番号カードに誘導するようなことはやめてもらいたい。ましてや今は公明党が

かりかりしてるわな、自民党が１０％をやって、公明党は一生懸命軽減税率だと、こん

な軽減税率はしないと、食品については全部カットしますよ、したがって、それをやる

ときにはＩＣチップ入りのカードを使わないといけないんですよ。減税されてほしかっ

たらカードを使えよという形の中で、消費税導入をやっていく。公明党は、いや、そん

なこと言ってたのと全然違うではないか、次の参議院選挙戦えへんわと、こんな新聞に

載っている話をたったといってるわけ。ただ、そうしたときに、あれもこれもといって

ＩＣチップ入りの番号カードを安易に推奨していくことについては、その危険性は危険

性として住民にきちんと訴えていく、お知らせするのもこれは広報の役割だと思う。い

かがですか。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、特定個人情報保護評価書の関係でございます。私

もあるマスコミの報道で、市町村が各自一生懸命つくった評価書がなかなか審査されて

いないという実態の記事を見たわけであります。非常に残念だなということを、まず最

初に申し上げておきたいということを思います。 

   それから、個人番号カード、先ほど議員のほうから番号カードは紙入りの番号カード、

個人番号カードに顔写真付の１２桁の個人番号とＩＣチップが掲載されたものが個人番

号カードということになりますけれども、この個人番号カードにつきましては今の住基

カードと同じように、あくまでも希望者の方が申請に基づいて交付するというものであ

ります。このＩＣチップの中には公的個人認証とか住基ネットで現在使っている住民票

コード、そしていわゆるＥ－ＴＡＸなんかに必要な電子証明、そういう現在のところは

最小必要限度の情報しか盛り込まれないということになっております。前の議案でもあ

りましたけれども、税や年金などのプライバシーの高い情報につきましては、このＩＣ

チップの中にはそういう特定個人情報は記録されないということになっております。ま

た、暗証番号につきましては、一定回数以上間違えて使うとカードがロックされる仕組

み、そしてＩＣチップ内の情報を不正に読み出そうとした場合には自動的に内容が消去

される、これはいわゆる耐タンパー性というふうにいっているそうですけれども、こう

いう性格のものも有しているということで、現在のところはこういう情報に限っている

ということでございます。また、地方公共団体情報システム、いわゆるＪ－ＬＩＳが２

４時間３６５日体制のコールセンターを設置し、万が一紛失等した場合の連絡に対して、

即事態を一時停止対応などできるようなコールセンターも設置するということになって

おります。あくまでも私どもとしましては、個人番号カードの取得作成は必要な方が本

人の申請に基づいて作成するということになっております。この番号制度そのものをや

っぱり知らなかったということのないような、そういう周知とか啓発については当然や

っていかなければいけないかなというふうに思います。ちょっと広報の関係につきまし

ては、企画部長のほうからお答えいたします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 
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○企画部長（大竹広行君） 広報の関係でございます。マイナンバーにつきましては、２７

年４月１日号、また８月１日号、今回の９月１日号という形で広報等でお知らせをさせ

ていただいております。当初、初期の段階におきましては、マイナンバーにつきまして

余り皆さんが国民の方が御存じないということで、国のほうについても広報について力

を入れているわけであります。今回、番号カードが通知されるときに、その中にその状

況について当然チラシ等を配付させていただくわけでありますけれども、あわせて今後

もマイナンバー制度について広報等で住民の皆さんにわかるような形で周知徹底のほう

を図っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ですから、番号カードとそれから通知カードで、通知カードという

のは写真が入ってないよと、番号カードというのは写真とＩＣチップが入るよといった

ときに、この番号カードを一生懸命その利点を広報では取り上げておられる。それは、

行政としては一面やむを得ないなと。しかし、それの持つ危険性についてもきちんと住

民に訴えるべきだと。あなたが言われるように、これは申請があってからやるんだと。

申請をするというのは住民がやる、住民が申請したからによって交付を受けた番号カー

ドを紛失しても、そんなものは知らないと、自己責任だと。これで行政がいいのか。一

生懸命に笛や太鼓で番号カードは便利性がありますよとわあわあわあわあ言っておいて、

いざ紛失したらそんなものはおまえの責任じゃないかと、申請するのが悪い、紛失する

のが悪いと。行政は我知らずと。そのことによって住民が耐えがたい被害を受ける。個

人情報を含めて自分だけではなくて将来的には関係する人たちを全部横串でぐぐっとや

れば、できるようになってきているわけだ。丸裸にされる。そうしたときに、あなた方

がこれは申請主義ですから、申請した人間の責任ですよというだけで事が済んでいくの

か。そうではなくて、そういうものを踏まえながら、この取り扱いと問題点はここにあ

りますよというのが親切なやり方ではないですか。そういう広報を私は編集し、住民に

届けるべきだということを提起しているわけだ。そこら辺はいかがですか。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） これにつきましては、国におきましてもそれぞれマイナンバー

のホームページ等も開設しておりますし、全国共通のナビダイヤル等も開設をしており

ます。そういうところで町民の皆さんが聞くことももちろんできるわけでありますけれ

ども、先ほど言いましたように、今後もそういう形でマイナンバー制度について広報等

をしていくということで御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 住基カードが導入をされたときに、住民に１１桁の番号を振り当

てられ、その通知が参りました。そのときは１１桁ということで各家庭にそれぞれ保管

をしながら、必要な方についてはカードを作成されたということでありますが、今回は

マイナンバーに変わることによって手続にも今度は１２桁の番号が必要になってくると

いうことからすれば、今までの住基カードと全く違うわけであります。今までは１１桁
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が割り振られた。この１１桁の番号はどうなるのか。 

   それと、住基カードをこれまで発行した枚数、それから年間の維持管理等にかかわっ

てどれぐらいの金額がこの住基カード導入に当たって使われたのか。それが今度はこの

マイナンバーによって住基カードも無効になってくるわけでありますが、その点につい

てシステムそのものが問われてくるのではないかと思うわけであります。その点につい

てお聞きしたいと思います。 

   次に、この通知カード、それからマイナンバーカードの再交付手数料の額の設定につ

いてであります。これは大嶽議員の質問でもございましたけれども、再度詳しくもう一

回説明がいただきたい。 

○住民こども部長（山本茂樹君） マイナンバーに変わる住基カードの番号の取り扱いとい

うことになろうかというふうに思います。この住基カードの番号につきましては、その

まま生かされるということになります。今回のマイナンバーの関係の使途につきまして

も、今まで使っていました住民コードから生成された住基ネットをベースとして構築を

されるためでありまして、今後も住民基本台帳ネットワークシステムを通じてこの制度

を使っていくということになりますので、マイナンバーが導入されることによりまして

住基カードの番号がなくなるというものではありませんし、また今まで投資してきた経

費につきましては、先ほどの住民基本台帳ネットワークシステム、それにつきましては

従来どおり継続して使っていきますので、その経費については必要な経費はそのまま継

続するという形になります。過去からのデータは持っておりませんけれども、今住民基

本台帳ネットワークシステムの年間の維持管理費については、機器の借上料１７９万８,

０００円とシステムの保守サポート業務の関係で３８５万３,０００円、合計５６５万

１,０００円が年間必要な経費となっております。この経費については次年度以降も継

続するという形になりますけれども、不要となるのは住民カードを印刷するときのいわ

ゆるその原紙となりますもともと白色のカード、こちらのほうの経費が１枚当たり１,

８９０円かかっております。それについては、今後、この経費については不要になると

いうことでありますので、よろしくお願いいたします。 

   それから、通知カードとマイナンバーカードの再交付手数料の額の設定の関係でござ

いますけれども、先ほど少し申し上げましたけれども、今回の再交付手数料は通知カー

ド５００円、個人番号カードは８００円ということでそれぞれ設定をさせていただくも

のでありますけれども、それぞれの原紙、ＩＣカードの購入原価等を考慮して、こちら

のほうは総務省が示した基準額というのを作成しておりますので、その基準額に基づい

て設定をさせていただいております。多分どこの市町も一緒の金額だというふうに認識

をしているところであります。それと、個人番号カードについては先ほども申し上げた

けれども、条例に定める手数料のほか、いわゆる地方公共団体情報システム機構が標準

で搭載する電子証明の再交付手数料、これが２００円というふうに今回は設定をされて

おります。その合計の１,０００円を窓口では再交付の場合は交付をさせていただくと

いうことになりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） そうしますと、例えば住基カードの１１桁の番号はそのまま住民
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基本台帳のほうで番号が割り振られて、そのまま継続だよということですよね。住基カ

ードは必要ないということですよね。それで、全て無効になってしまうということです

ね。さらに、今度は住民に１２桁の番号がまた割り振られて、今度はこれを紛失した場

合、今までは手続には関係なかったわけですから１１桁は。１２桁になると、これが廃

止されない限り一生涯この番号を背負って、そして手続は必要になるというようなもの

でありますので、そういう点からすれば非常に国民には重い番号が課せられるという内

容になるというふうに思うわけであります。そうした住民への周知、例えば介護保険を

使う場合はひも付特定個人情報というものと個人番号が必要になってくると、こういう

ふうな流れにもなりますので、そうした点で今回のマイナンバーについては非常にまだ

この制度が発足しないうちからさらに情報蓄積もされようとしているわけでありますの

で、大変なものではないかということであります。そこで、この住基カードが年間５６

５万円ということでありますが、今回はこれが手続に必要になってくるということから

すると、非常に住民にも負担がかかってくるわけでありますが、そういう点での住民へ

の周知という点ではどういうふうに、先ほどは広報で３回にわたって周知をされたとい

うことでありますが、まだまだこうした点で住民への周知というのは徹底していないと

いうこともあります。そのような住民が不利益にならないような、そうした保護も必要

かというふうに思いますが、その点についてはいかがかということであります。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 済みません、ちょっと私の言葉足らずで申しわけありま

せんでした。今までの住基カード、こちらにつきましては、個人番号カードの発行にか

わるものというふうになりますので、一応本年１２月末をもって新規発行、または更新

の手続を終了するという形になります。１月以降は個人番号カードの発行に切りかわっ

ていくという形になります。この発行済みの住基カードについては、カードの有効期間、

こちらについても交付から最長１０年、それから電子証明については３年まで使ってい

ただけるというふうになります。先ほど経費の関係で年間５６５万円ほど必要だという

のは、今回の番号制度の関係についても、住民基本台帳ネットワークシステムそのもの

を使いながら番号カードの運用をしていくという形になりますので、この住基の基本ネ

ットワークシステムは継続しますので、その経費が５６５万円必要ですよということに

なります。それで、住基カードの場合は電子証明だと１,０００円、証明のない人は５

００円を窓口で負担をしていただいてつくってましたけれども、今回につきましては個

人番号カードについては地方公共団体情報機構、いわゆるＪ－ＬＩＳのほうが全て作成

しますので、カードの初めての作成費用については無料という形になります。そこで、

紛失した、何らかの理由で再発行が必要な方について今条例で番号カードについては５

００円、個人番号カードについては８００円という決めをさせていただくものでありま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５６号議案の質疑を行います。 

   ９番、酒向弘康君の質疑を許します。 
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   ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） 今回のこの広場の廃止は、地主さんへの借地返還のためだというこ

とでありましたが、その経緯と今後の日程的な計画をお伺いいたします。また、事前要

求資料にもあるようですけれども、改めて町内の住民広場、ちびっ子広場などの借地の

割合などの現状についてお聞きいたします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、里住民広場の廃止に至る返還の経緯と、今後の日

程的な問題でございます。一番最初は２５年末に里住民広場の用地返還について地権者

の方からお話があったということであります。この地権者の方につきましては、蒲郡市

内で土木建築業を営まれている方でありまして、そのときは自己所有地を資材置き場と

して使いたいということでありましたけれども、広場入り口の進入路の確保、これは別

の地主さんがみえるわけですけれども、そのためにちょっと用地がなかなかまとまらな

いということで、そのときは合意に至らなかったということであります。その後、こと

しの４月末に改めまして地権者の方からお話がありました。現在、蒲郡の市内で資材置

き場に使っている用地につきまして、その息子さんが整形外科医院を開院したいという

ことで、その関係でほかに資材置き場として利用する土地がなくなったから返還してほ

しいということのお話でございました。私たちとしましては、当初は年度内は何とか継

続利用できるようにお話をしてきておりましたけれども、８月にそこの現在使っている

資材置き場の土地の医院開院のための地鎮祭を行うということで、８月末まで当初置か

せてほしいと、こういう要求であったんですけれども、今の住民広場は幸田町の議会条

例に設置条例がありまして、条例の改正が必要になりますというお話等々をして、早く

て９月議会、そして１０月初旬の返還ということで最終的に了解をいただいて、本条例

の改正に至っているところでございます。この間お話がありましてから、５月から７月

にかけまして地元の里区、そしてここの住民広場を唯一利用している団体は里朝日子ど

も会のソフトボールチームということで、そちらの子ども会さんにも廃止に向けて協議

を行ってきたという経緯でございます。 

   それと、現在の住民広場の中で借地の割合ということでありますけれども、１２の住

民広場のうち１０の広場が借地をしております。全体面積６万９５３平方メートルのう

ち４万１,８４８平方メートル、約６８.７％が借地という状況でございます。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） わかりました。今回のように、町内の借地が６８.７％ということ

でありますが、返還を求められているような現状があるのかどうか。また管理について

は、地元区に草刈りだとか清掃等をお願いしているということでありますけれども、管

理面や老朽化で存続が困難なようなところがあればお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 町内の住民広場で現在借地を求められている現状という

ことでございます。正直言って、１カ所の住民広場、こちらは地権者が５人の方のとこ

ろでありますけれども、そのうちの１人の方から現在の契約、これが３１年度末をもっ

て期間満了となるわけでございますけれども、そちらの１カ所の広場について１人の方
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からは返還というようなことを求められております。町としては買収をする意向も伝え

ながら交渉に当たっておりますけれども、単価の折り合い等々いろいろ合わないという

ことでなかなか苦労しているのが現状でございます。管理面や老朽化によりまして存続

困難な状況にあるというところの広場は現在ないというふうに認識をしております。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） 先ほど部長からもありましたけれども、住民広場、ここの里なんで

すけれども、毎週土日になると朝から子ども会がソフトボールの練習が非常に盛んにず

っと行われておりました。今回廃止ということですので、単純に里区から広場が１つな

くなるということであります。また、ソフトボールの練習もどこかでやらなければなら

なくなるということだというふうに思います。今後、里住民広場の代替となる広場を設

置する考えはあるのかどうか。また、町内でこういった広場がどのように活用を現在さ

れているのか。活用が盛んな事例、そうでなくほとんど活用されていない事例等あれば

御紹介をいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 里住民広場の代替設置をという考えであります。その前

に今の状況だけお話をさせていただきます。 

   先ほどちょっと申し上げましたとおり、里住民広場を利用している唯一の団体、里朝

日子ども会ソフトボールチームということで、こちらにつきましては里の子ども会と海

谷の子ども会の合同チームということで、海谷の方たちが里に来て一緒に練習をしてい

るというのが現状であります。今回の廃止に当たりましては、そういう経過があること

から海谷にも住民広場があるので、そちらのほうに今度は行って、今では今度は反対の

形で里の子が海谷に出向くというような形になろうかと思いますけれども、そういう形

でお願いしたいというお話をさせていただきました。また、一部の意見としましては、

深溝小学校の運動場の利用も検討してほしいということでいろいろ調整を図っておりま

したけれども、本当に９月１１日でございますけれども里朝日子ども会の会長さんから、

小学校は市場の子ども会さんが現に使っているということで、なかなか狭いということ

で、海谷なら専用利用ができるというようなお話から海谷住民広場を本拠地にしたいと

いう御提案がありました。こんな経過から、現在新たに里に住民広場を設置するという

考えは持ってございません。 

   それから、ほかの広場の利用状況という点でございます。町内にはたくさん、先ほど

言った１２カ所あるわけでありますけれども、高力、六栗、横落、鷲田、芦谷、この住

民広場につきましては、子ども会のソフトボールの活動も活発に行われております。ま

た、高齢者のグラウンドゴルフ、ゲートボールの利用頻度が高くて、例えば芦谷では少

年サッカー、鷲田では私もことし初めて知りましたけれども盆踊り大会で利用するなど、

本当に多面的に利用されているかなというふうに思います。ほかの広場についても、今

申し上げた広場ほど頻繁には使われていませんけれども、区のスポーツ大会、または諸

行事等で何らかの活用がされていることを確認をしております。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） それと、この広場というのは里区に避難場所にもなっております。
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場所的には近くに民家が少ないということ、あるいは一宮谷砂防ダムですね、ここを通

らなければならないといったように、少し避難しにくいようにも思っていたわけなんで

すけれども、避難場所が１カ所なくなるという点についてはどのように考えておられる

のかお聞かせください。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 避難場所に現在は指定はされております。避難場所がな

くなるという点での考えということでございますけれども、里区内には避難場所と避難

所が両方兼務されて設置している避難場所というのが１３カ所あります。そのうち避難

場所が６カ所というふうに認識をしていることでありますけど、地域的にも一番近い組

といいますか、地元としては誉師組というふうに聞いているわけであります。周辺には

老人福祉センター、そしてこれは屋根付ゲートボール場もあります。そして、里保育園

の園庭なども避難所として指定されておりますので、こうした避難場所の収容能力とい

う点では確かに減少するかというふうに思いますけれども、位置的にも大きな支障はな

いというふうな認識をしているところであります。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） これは、避難場所も新たにつくらないという考えというふうに聞き

取ることができました。それについてもどうか再度お願いしたいと思います。 

   それと、町内にある全体の広場の管理面、あるいは今後のあり方についてお伺いをし

てまいります。 

   ３年前の事業仕分けで、この住民広場等設置整備事業が取り上げられました。その際

の中で町の対応方針は、１つ目は必要性について調査を行い、必要性の低いところは随

時関係区に廃止または災害避難所への変更を含めた協議を行う。２つ目については、維

持、継続する施設の遊具等については町が保守点検し、修繕するものとし、危険なもの

または老朽化が著しい遊具については撤去または更新を地元区と協議するなどを挙げら

れております。この対応方針についての現状の進捗はどのようになっているのかお聞き

をいたします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 避難場所の関係でございます。今回の里住民広場を廃止

することによる避難場所の指定の関係につきましては、防災安全課のほうでも協議をし

ておりまして、現状今の数で十分位置的にもいけるのではないかということを確認して

おりますので、新たに設けるという考えは現在のところは持っておりません。 

   それから、現状の住民広場の使われ方の管理、そして今後のあり方で事業仕分けのこ

とで、必要性の低いところの廃止、継続遊具の点検、こうした実績の関係でございます。

確かに町内の住民広場で利活用が低い広場につきましては、借地の契約更新時期を機に

平成２５年から２６年の２カ年にわたりまして、廃止、縮小または借地料の引き下げ、

こうした交渉、交渉と申しますか地元と協議をしてきましたけれども、現状は不調に終

わっているというのが現状でございます。こうした中、広場が存続する限りは一つ有効

的な利用、利活用を高めていただきまして利用していただきたいということと、特に借

地の関係につきましては、今年度につきましても本当に若干ではありますけど更新時に
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引き下げ交渉を行いまして見直しをさせている広場もございますので、そういう形で引

き続き粘り強く働きかけていきたいというふうに思っています。 

   あと、ちびっ子広場の廃止の関係については、２５年度に長嶺のちびっ子広場で１つ

廃止、これは地元からの要望がありまして廃止ということと、町内唯一の有償借地であ

りました、これは横落のちびっ子広場でございますけれども、こちらにつきましても地

元区と協議をした上で２６年に廃止して、現状復旧ということで現在地権者の方にお返

しをしているのが現状です。 

   また、住民広場そしてちびっ子広場の遊具の点検の関係につきましては、専門業者に

よります点検を２５年度から、今まで年２回だったものを年３回に回数をふやしながら

安全管理に努めているところでございます。また、老朽化した遊具につきましては、そ

れぞれ２５年度に１カ所撤去し、また２６年度には新たな遊具も設置をしながら対応し

てるというのが現状でございます。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向君。 

○９番（酒向弘康君） わかりました。最後に、以前私は一般質問でブランコやシーソー

等々のそういう揺動したり回転したりする動く遊具というのは老朽化すると事故の原因

になるということで、ほかの市町でもいろいろな事故が発生したということで一般質問

で取り上げてしたわけなんですけれども、そんな中で住民の幅広い年代層が利用できる

ユニバーサル健康遊具ということで、背伸ばしベンチだとか腹筋ベンチだとかいろいろ

なそういうものがあるわけなんですが、その設置の加速を訴えてまいりました。この住

民広場などにもこのユニバーサル健康遊具の設置を考えていく考えについてお伺いをい

たします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） いわゆるユニバーサル健康遊具を住民広場なりに設置す

る考えについてということでございます。基本的な考えのみでありますけれども、住民

広場そのものには基本的には遊具を置かないというのが基本姿勢であります。いわゆる

多目的広場という利用の観点から現状遊具を置いているところはございませんので、当

面はそういう遊具を設置しないという方向で進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） ９番、酒向弘康君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午後 ３時００分 

─────────────── 

                             再開 午後 ３時１０分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の里の住民広場の廃止については、先ほどの質問からよくわ

かりました。しかしながら、この廃止というものが地主の返還要求によるというものに

よって、今まで整備あるいは利用してきた住民側にとっていえば非常に残念なことであ
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ります。そうした点から、今後こうした住民が利用あるいは定着をして使っているもの

については継続して利用ができる、その保障が必要ではないかというふうに考えるわけ

でありますが、その点について先ほどは１２広場のうち１０広場が借地料を支払ってい

る現状があるというふうに答弁がありました。そうした点で、横落でも経験をしたわけ

でありますけれども、やはり住民広場やあるいはちびっ子広場、住民が歩いていけると

ころにやはり欲しいわけでありまして、そうした点で今回代替施設ということで海谷の

住民広場に利用形態がかわったというものの、実際に子どもたちからすれば非常に遠く

離れたところに、しかも少し民家から離れているところに通っていかなければならない

ということから考えれば安全性の問題、そうした点もきちんとクリアできるようにして

いっていただきたいというふうに思いますし、また地元住民のほうから新たな設置要望

はなかったかと、その点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、１２広場のうち借地は１０広場ということでござ

いますので、お願いいたします。それから、本来なら住民広場はその地域の身近なとこ

ろにということは当然のことだというふうには認識をしておりますけれども、今回の先

ほど廃止の経過につきましては酒向議員の答弁の中で詳細に説明させていただきました。

そして、地元の里区、そして里朝日子ども会、そちらの協議につきましても当然やりな

がら、廃止に当たりまして地元の里区そして里朝日子ども会からは、里に新たな住民広

場という要望はいただいていない中でいろいろ代替案として最終的に海谷の住民広場を

選択されたということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５７号議案の質疑を行います。 

   １０番、大嶽 弘君の質疑を許します。 

   １０番、大嶽君。 

○10番（大嶽 弘君） 減免申請書の取り扱いについてもう少しお尋ねしたいと思うのです

が、この個人番号の記載をせよと、こういうことでありますが、これは書いてない場合

に無効としてはねるのかどうかという問題が１個。それから、減免申請書を賦課通知前

に提出できるかと、こういうことで出しましたが、実はこの条例の施行期日が２８年１

月１日になっています。２８年１月１日以降に出す減免申請書に全部書くのか、それと

も２８年分の国保の通知書から適用になるのか、それともいつでも減免申請はできるよ

と、こういうことでよろしいのか、その辺の説明をお願いします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 今回、国民健康保険税条例の改正についての特に個人番号

記載漏れの場合の書類の有効性についての御質問が第１点かと思います。今回は税条例

の２３条２項第１項の改正をさせていただいたところでございますが、こちらの第２項

のほうで国民健康保険税の減免を受けるとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

に免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならな

いと記載をしてございます。その記載項目として、今回改正をお願いしました納税義務
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者の住所、氏名及び個人番号、こういうふうになっております。したがいまして、条例

をそのまま理解いたしますと、個人番号の記載のない申請書については受理できないと

いうふうに御理解いただきたいと思います。ただ、現実の運用としてこれからいろいろ

発生してくるわけでございます。この辺につきましては県下同じ取り扱いでございます

ので、担当課長会議の中で詳細については今後話し合われるという情報は入っておりま

す。今の条文面でいきますと受理できないと、このように御理解いただきたいと思いま

す。 

   それから、免除申請の時期ということでございます。これもこの２３条第２項の中で

の免除になるわけですけれども、免除を受ける際に納期及び国民健康保険税の額を記載

することになってございます。したがいまして、賦課決定ないしは賦課通知が御本人の

ところに届いていない、またはこちらのほうで把握していない段階での申請というのは

受付ができませんので、賦課決定、賦課通知がされた後での申請ということになります

ので、そういうことでありますから決定された後いろいろな事情で減免を受けるとする

場合については、それ以降随時ということになります。したがいまして、条例改正が８

月１日施行ということでございます。この段階では２７年度分の減免事項が１月１日以

降に発生した場合については御記入いただくということになりますし、それ以降の２８

年度の賦課決定がされた場合はそれ以降ということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １０番、大嶽 弘君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この５７号議案もマイナンバーによるものであります。通告する

ときに、５７、５８号議案も合わせてそうでありますけれども、マイナンバーによると

いうことで通告をいたしました。そこでお聞きをするわけでありますけれども、この国

民健康保険税の減免申請をするときに、例えばいろいろな人がいるわけであります。体

に障害を持っている方、あるいはいろいろな障害を持っている方がいらっしゃるわけで

ありまして、例えば痴呆でもそうでありますが、そういう方たちが例えば申請をしよう

としたときに、代理人で申請をする場合だってあるわけです。そうしたときに個人番号

が漏れてしまうという場合、この場合はどうなるのかということであります。ですから、

全ての人が自分でやれるわけではないのでありますので、そうしたときの対応というの

はどのようになるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） ただいま申請の場合、御本人ができない場合の取り扱いの

件であるかと思います。まだ詳細については決定をしておりませんが、現在のところ考

えられますのは、代理人の方が御本人からの受託を受けまして申請をするという形がで

きるかと思いますので、必ず御本人でなければいけないというふうには理解をしてござ

いません。今後の詳細な手続については、今後決定されるかというふうに思っておりま

す。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 本人の承諾を得て代理人が申請をするということでありますが、
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しかしながら、例えば代理人が個人の番号を知ることによって代理人にもきちんとした

情報を漏らしてはいけない守秘義務というのがあるというふうに思うわけでありますが、

しかしながら、何らかの不都合があってこの番号が漏れてしまった場合は、これは情報

の流出ということにならないかという問題でありますが、その点については個人番号を

申請書に書く、その手間暇というのが例えば守秘義務が課せられている公務員が便宜を

図ろうと、担当者が図ろうと、そういうことができるのかどうなのか。その点について

はいかがでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 個人番号の取り扱いということになりますと、ちょっと私

が答えていいのかどうかはっきりわかりませんが、国民健康保険税の申請というところ

に限ってお答えできればと思うのですが、免除の申請につきましては個人番号を記載し

ていただくことが、先ほど大嶽議員のほうにお答えしたとおり必須でございますので、

必ず書いていただくことになります。その際に基本的には個人カードなり通知書、これ

を提示をいただいて、そこに書いてたものを担当者が確認をして、御本人の個人番号か

どうかを確認するということでありますので、個人カードまたは通知書をお持ちいただ

くというのが原則になります。したがいまして、それを託す方については御本人が十分

情報漏れのないような信頼される方に代理をお願いするしかないかというふうに思いま

す。担当職員が代行して書けるかどうかという点でございますが、基本は御本人または

代理人の方に書いていただくというのが原則でございますので、今のところ職員が何ら

かの形でそこに記載するということは考えておりませんので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   これで、第５７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５８号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 同じく５８号議案に関しましても、介護保険条例の一部改正で行

政手続による個人番号の記載が義務づけられたことによるものでありますけれども、こ

の２つの議案を合わせて言うならば、やはり今回の個人番号制度の導入によって個人情

報の集積、あるいはまたプライバシーが守られない問題が出てくる、こういう懸念があ

るということを指摘できるものではないかというふうに思います。その点を強調して終

わります。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） プライバシーの問題について、それから問い合わせ方につ

いては先ほどお答えしたとおりでございます。もちろんプライバシーが守れるような対

策、これは具体的なところもこれから、例えば書類の管理も含めまして出てくるかと思

いますので、そういうことに従いまして適正な処理を進めていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 
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   以上で、第５８号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５９号議案の質疑を行います。 

   ８番、中根久治君の質疑を許します。 

   ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ５９号議案でございます。岡崎市及び幸田町における消防指令業務

にかかわる事務を処理する内部組織の共同設置に関する規約というものでございますが、

これは読ませていただいて、さすがに岡崎と幸田は人口が違うんだと、力が違うんだと、

そういうようなことを規約を読んで感じました。共同設置に関するこの規約における幸

田町の主体性はどこにあるんだろうということを見ております。この規約を読んで、い

わゆる共同設置における共同通信課というものを４つのＭ、人事面、ＭＡＮですね。そ

れから予算、決算、監査面、ＭＯＮＥＹです。または業務運用、管理面、ＭＡＮＥＧＥ

ＭＥＮＴ。それから、施設設備、部品面のＭＡＴＥＲＩＡＬという観点からとったとき

に、これは全て岡崎市のイニシアチブの中に入った幸田町というふうに私はなぜか読め

てしまいます。どれを読んでもそうなのですが、まさに予算、決算、監査については５

条、６条、７条、１１条に書いてありますが、これは必ず岡崎市長がまずこの中心的役

割を果たすことになりますね。業務管理についてはこれは何とか両方で考えていること

かな、８条はそう思うのですが。今度は施設設備に関して言えば、１２条に当たるかと

思いますが、そんなのを読んでいく中で随分岡崎でやることなんだと。幸田は岡崎に追

従かというようなちょっと心配を持っての質問であります。この共同設置方式というの

を幸田町と岡崎でやると、両方の職員が参加するわけですが、そのためにメリットの部

分はあると思いますよね。ところが、岡崎市と幸田町の消防長の指揮下に置かれる、こ

の役割と責任の所在の不明確さというのが出てくるなと。共同通信課の長というのは一

体誰がなるのか、任命権と幸田町消防長の指揮権は一体どうなるのかについてまずお願

いをします。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今回、この岡崎市及び幸田町における消防指令業務に係る事務を

処理する内部組織の共同設置についてであります。こちらのほうの４Ｍ、人事面にあり

ましては地方自治法のほうに、両市町の長が定める職員の候補者から規約で定める地方

公共団体の長が選任するというふうに記載されております。また、こちらの記載されて

いる要綱を今回の規約のほうで入れるのに当たりまして、岡崎市とやはり幸田町で協議

をした結果、代表団体ということで岡崎市のほうの市長さんを長と定め、共同通信課に

選任された幸田町職員と岡崎市職員として取り扱いましょうということで協議をした結

果であります。また、予算、決算、監査面においてもやはり地方自治法のほうに普通地

方公共団体が共同設置するのに要する経費にあっては、関係普通地方公共団体はこれを

負担し、規約で定める歳入歳出予算にこれを計上し、支出するものとするというふうに

うたっております。こちらのほうもやはり協議をして、岡崎市のほうの予算に入れて、

今回のこの機器等を購入してもらおうという話にしました。また、こちらのほうにあっ

ても岡崎市だけが全て単独でやっていくということでなく、幸田町と詳細の部分にあっ

てはやはりまた話し合い、協議等をしながら、本当に必要性があるものかというものも
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幸田町のほうも信念を持ってはっきりと物を言っていきたいと思っております。また、

監査にあっても、やはりこの地方自治法のほうに毎年１回以上監査委員を定めて監査を

しなさいというのがうたってあります。こちらのほうにあっても先ほどの予算計上等を

する岡崎市のほうで監査をやっていただくというふうに考えております。 

   また、３点目の業務運営、管理面においては、幸田町管内の事案に関しては幸田町の

消防長の指揮命令権がありますので、こちらのほうで指揮命令をするということを考え

ております。共同通信課に勤務する職員に対して幸田町のほうからの指揮命令が飛んで

いくというふうに考えております。 

   また、４点目の施設設備、物品面にあっても、やはり幸田町が単独で整備するものに

あっては幸田町、岡崎市が単独で使うものにあっては岡崎市、または岡崎・幸田の例え

ば指令台ですけれども、こちらのほうはやはり分散することができませんので共同で使

うという面もございます。こちらのほうも物品面にあっては全てやはり購入は岡崎市の

ほうで一括購入をしていただきますので、財産的には岡崎のものになるのかなと思って

おりますが、やはり幸田町のほうも負担金等を今後払っていきますので、その辺の物品

面のことも今後協議していきたいと思っております。 

   また、議員の言われた次の役割、責任の所在が不明確ということになるかと思います。

または、共同通信課の長は誰になるのかという面でありますが、この責任の所在にあっ

ては内部組織の共同設置をするのに当たり、双方の消防長が指揮命令ができるという方

式でありますので、そちらのほうに基づいて幸田町のほうは幸田町のやり方がやはり地

域的にあるかと思いますので、その面も強く今後も言っていきたいと思っております。

また、ただ幸田町のほうからも人員を派遣して、また岡崎市のほうからもここのセンタ

ーのほうに派遣をするという格好になるかと思います。こちらのほうはやはり２０人以

上の職員になりますので、管理・統制等が必要になるかと思います。これにあってはや

はり課として管理職を置くべきだろうということで、人の多い岡崎のほうが今大体考え

ているのは１８名、幸田町のほうは４名を考えておりますが、こちらの多いほうの管理

をするものを長ということで課長を設けていきたいなと、このように思っております。

ただ単にうちのほうも派遣するだけではなく、やはりそこのセンターの幸田町２番目と

いうことで副センター長をお願いしていきたいなと今このように思っておりますので、

よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 今、お聞きしますと、まさにこの規約のとおりですね。本当に岡崎

が中心なんだと、そういう形でこの共同運営というのがいくんだなということが読み取

れてまいります。お金と人は出しなさい、口は出すなよというような部分になっていか

へんかなということを私はとても心配をしているわけです。岡崎市消防本部の経営方針

というのが、これはホームページを見ると出てくるのですが、ことしの版を見ますとこ

んなことが書いてありますよね。概略しましたのを言いますが、岡崎市の概要と目標、

効果によれば、この共同設置の目的は現状の通信指令員の３名減により２,３００万円

の人件費削減効果がある。要するに共同設置をすれば、岡崎は今やっているよりも幸田

町から人が入ってきますから今度３人分抜くことができると。それは年間の人件費でい



- 67 -

えば２,３００万円だと、そういうことですよ。先ほど今出ましたように、１８対４の

割合で人員配置をするわけですから、当然岡崎市の人間が減るわけですね。それをよそ

へ回せられると、そういう効果がありますよと。それを岡崎市は期待していると。岡崎

市は行政改革のためにという目的でこの共同設置を推進しているわけですよね。そこが

幸田町の思い入れと、岡崎市のもう一つの違った目的との差異があるのではないかなと

思うのですが、その点についてこれは勉強会でなされた話ですので、具体的にこの辺の

ことについてもう少し詳しく教えていただけますか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、言われた勉強会の件でございます。平成２５年に研究会を１

回、これは各消防長または次長以上が入った会であります。作業部会が６回、これは担

当または課長・署長等が入った内容の会議であります。２６年度にあっても同じ回数で

研究会１回、作業部会６回程度やっております。こちらのほうの内容といたしましては、

やはりこの共同運用に向かっていくのに当たりまして、まず初めに方式等を協議しまし

た。確かにこの方式のほうに当たりましても、国に定めている内容等を考慮し、または

愛知県のほうにもアドバイス等をいただいて、落ちつくところ今回の内部組織の共同設

置のほうがやはり各団体の長の意見が通るのではないかという、こういう話し合いにな

りまして、やはり一時は協議会だとか事務方式等も考えましたけれども、やはりその長

になった組織の頭の考えで何とでもなってしまうということを言われておりますので、

やはりそれだと幸田町の住民の方に対して不利益になるのではないかということを考え

まして、幸田町消防長の意見が通る、岡崎市消防長の意見も通る、双方の職員が運用す

るのに当たって、やはりいいところはよくうちのほうも吸収したいと思っております。

また、向こうが押しつけようとするものにあっては、私どものほうも、いや、それは幸

田町流とは違うということをちゃんと主張していきたいと思っております。よって、そ

ういうような内容のことを今回もそうですが、この回数的にやっている会議で全て幸田

のほうも職員のメリット、または金額のメリット等もあるかと思います。しかし、私ど

ものほうも町民または職員のことも考えながら、常に幸田の柱を持ちながら岡崎との折

衝をしてまいった所存でございます。 

   以上です。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 金持ち幸田が岡崎にへりくだることはないというふうに私は思って

おりますので、その辺のところを今言われたように、幸田は幸田という部分をきちんと

主張していっていただかないと、この規約を読んでいくとちょっと情けないなと、私は

そのように読めてしまったのでございますが。この消防の広域化に関する岡崎市の資料

というのを読んでいきますと、広域の相手方である幸田町の消防力が不足し、平成２０

年の段階では幸田町への応援出動による岡崎市の負担がふえると。平成２０年の段階で

は幸田は消防力が弱いから応援出動したら本当に岡崎の負担がふえると。通信機能を統

合することによる岡崎市の消防職員の本部職員を削減して、現場活動要員の増員がメリ

ットになる、これは先ほど言いましたね。要するに、一緒にやればその分職員が幸田の

人が肩がわりしてくれるわけだから、それはメリットになる。そこで、幸田町に岡崎市
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レベルの消防職員の増員を促していくというふうに報告をしております。要するに、だ

から平成２０年の段階で、幸田町さんはもっと消防力を上げてくれよと促してきたと、

こういうことです。確かにそのとおり、幸田町は消防職員を初めとする消防能力の向上

を進めてきた。そうですよね、確かにそうだな、よく進んでますよ。この内容を読むと、

幸田町の消防力の向上は、岡崎市の広域化によるデメリットをなくしてメリットである

行政財政改革を支援するというものになっているんですよね。そこの部分なんです。そ

こがちょっと情けないんですね。そういうふうに私は思っております。確かに岡崎市と

の広域化が進む中で、幸田町は岡崎市の一部に組み込まれそうな感じもするのですが、

やはり幸田は幸田ですから、この共同通信課の運営に当たってはぜひ幸田町の主体性、

アイデンティティを持ってもらいたい、そういうふうに私は思います。これを幸田町が

うまく活用すれば物すごくいいものになると思うのですが、ただ岡崎市の狙っている自

分のところの予算を減らして幸田に肩がわりというような、何かずるいような僕に言わ

せればそういう格好になりますが、そういうのは見えたことですので、幸田町としては

きっぱり言うことは言っていただきたいと思いますが、それについてのコメントをお願

いします。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、議員の言われた、やはり平成１７年に国のほうから広域・共

同の話が出ました。この後、平成２０年で愛知県の消防の無線の広域化、共同化、また

は今の消防本部等の広域化等が出ております。しかし、この当時にあっては、やはり今

議員の言われるように、人員面とまたは水利面等の充足率が確かに低いと言われて、ま

たはこの無線にあっても、この当時は中間的に中継局を建てなさいとかいろいろなこと

を言われて、財産的にもかなりオーバーするのではないかということで、この当時に広

域の話もなくして、通信のほうも一時やはり財政面ができないということで、この当時

に岡崎市、幸田町各市町で消防救急無線のデジタル化だけでもやろうという話し合いに

なって、ちょっと話は違うかもしれませんけれども、今年度の消防救急デジタルのほう

の整備をします。それに伴って、やはりこの２４年に国のほうから共同化に向けては平

成３０年まで延期しますよというこういう通知も出まして、出たときに考えて岡崎のほ

うが平成１９年に指令台を整備して、私ども幸田は平成１７年に整備をしたという経緯

もあります。それらを踏まえながら、このセンター自体を整備するのにおおむね１０年

という目標を持っております。双方とも３０年の広域ということは、無線の広域にあっ

ては平成３０年４月１日というのに当てはまるので、こちらのほうで今回センターのほ

うも考えようということで、先ほど申しました協議等もやって、その中ではやはりメリ

ットとしては先ほど言われた人員が双方とも浮きます。この浮いた人員を現場のほうに

当てがえば、やはりそれだけ消防力が強化されるということを思っております。また、

通信のほうのこの同等になるというところにあっては、または教育というのにあっては、

やはり私どものほうは、今岡崎市のほうはⅡ型というセンターの無線を使っております。

やはり、この使い方または機械の規模等もかなり幸田に今ある現状とは違います。こち

らのほうを早く取り扱い、またはスムーズにいくようにということを同等に勉強しろよ

ということを多分言っているのかと思いますけれども、この辺にあってもやはり計画で
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は２９年の後半には、やはりこの取り扱いができるように勉強するようにというふうに、

職員も向こうへ、勉強会へ向けようと思っております。しかし、私どものほうにあって

は共同設置、共同運用に向けてはやはり先ほども言っております幸田町の考え、幸田町

の必要なもの等をしっかりと言っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） まさにそういった形で主張していただきたいので、この規約を実行

するに当たってこの中を読んでいたときに、最初に言いましたように４つのＭの考え方

でいえば、これは全部決定権が岡崎市長なんですよね。それを半分とは言わないですが、

少なくとも幸田町長という名前をこの中に出すように、そういう協議をしていただきた

いと。そういう形で規約をまとめていただきたい。例えば監査権とか、これは幸田町の

ものだよと、そういうふうな形で何か幸田町長が岡崎市長と対等の立場で命を守ってい

くんだというふうな形であってほしいと私は思っておりますので、そういった協議とい

うのは今後進めることができるかどうかについてお伺いします。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 確かにこの規約にあっては岡崎市の名前が数うたってあります。

しかし、例えばこの第４条にあっても利用市町の長の協議、また５条にあってもこの負

担金、清算の時期及び方法にあっても両市町の長の協議、また１０条のほうの職員の処

分等にあってもやはり幸田町長と協議しなければならない、また１２条のほうにあって

も市町の長が協議して別に定めるというところもありますので、この辺のところでは協

議をして、やはり幸田町も意見が言えるというふうな内容をこの中にも盛り込んでおり

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 余りくどく言いたくありませんが、協議は当然ですよね。それは当

然の話でございまして、幸田町を無視したらいかん。だから、その中の責任の一つは幸

田町だと、最終的には幸田町だと、そういう部分を出してもらいたいと。そうしないと、

いかにも従属的なという雰囲気がこれを読んでいくとにおいがしますので、それに努力

をしていただきたいと私は思っておりますので、よろしくお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） この規約をつくって、このあとにもやはり協議等もやっていきま

すので、幸田町のポリシーといいましょうか考えをしっかりと持って、岡崎のほうにも

言っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今のやりとりを聞いておりまして、幸田町の命も風前のともしびだ

なと、そういう思いを非常に強くした。そういう中で、今は余りわあわあわあわあ言わ

れないけれども、消防の広域化というのを総務省は中心になって進め、愛知県もわあっ

とやっていったけれども、そこらじゅうの市町でとんでもない、くそくらえだと。特に
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豊橋の消防長は本会議の答弁で、こんな広域化なんかくそくらえだと、公然と発言をさ

れる、答弁をされるそういう中で、消防の広域化は一頓挫したんやんな。幸田町も岡崎

との協議も、そんなものは岡崎の軍門に下ってなるものかと。ただ、それだけのプライ

ドを持っていたんですよ。そういう形の中で消防の広域化が一頓挫したときに、何が何

でも消防の広域化というのはまだ下げていないんですよ。じゃあ、どういう形で絡めて

でやっていくかといったときに、今度は共同指令だと。共同指令のときに、これは県下

のどれだけのブロックでこういう形をつくられますか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 県下の消防指令業務に当たりましては、１１ブロックというふう

に当初決められました。この中で１１ブロックでありますが、春日井市が単独でやって

いるので、尾張中・北ブロックから春日井がはずれたので１２のブロックというふうに

思っております。この中で幸田にあっては岡崎・額田のブロックということで、これで

１つのブロックというふうになっております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） １２だ１１だという、私は１１だというふうにお伺いしているが、

まあそれはいいわ、１１でも１２でもね。要は、そのブロック分けは消防広域のブロッ

クをそのままスライドしたものでしょ。基本的にはそうなんですよ。消防広域が一頓挫

しちゃったと。だが、しかし、広域化は絶対握って離さずと。じゃあ、絡めてでどうや

って落とし込むかという悪知恵を働かせたときには共同指令と、指令の共同化だと。し

かも、その土俵は１１ブロックあるいは１２ブロックだよと、こういうことではないで

すか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、言われた消防の広域化のブロックではないかということであ

りますが、愛知県下は３７消防本部があるかと思います。こちらのほうでブロックでや

っているというところにあっては、確かにそのブロック同士はつい最近はよく合併とい

うんですか、そういうふうに組合等でやっているかと思います。ただ、この１１ブロッ

クというのは消防指令センターを共同でやりなさいという、愛知県のほうから出ている

ブロックでありますので、消防の広域とはやはり違うと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私が申し上げたのは、今回あなたも今言われたように消防指令１１

だ１２だと、それは苦肉の策として打ち出されたもので、本質的には消防の広域化は先

ほども申し上げたとおり、県は握って離さずだと。この方針を貫くために当面広域化は

ちょっと風当たりが強くて火傷しちゃったから、今度は共同指令という形で一つ風穴を

あけて、ちょうど幸田町の公共施設全面禁煙に風穴開けたのと一緒ですよ。１つの問題

をクリアするときに、どうやって風穴をあけて、アリの一穴が堤防を崩すということが

言われるように、消防の広域化というのはこういう形の中で共同の通信指令で風穴をあ

けていこうではないかと。こういう問題についてあなた自身が、議会の中であなたがそ

うだとは言わないにしても、どういう狙いがあるのか、どういう目的があるのかぐらい
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のことはちゃんと押さえていかなかったら、先ほどの中根議員の質問に対する答弁でい

くと、ああ、幸田町は大丈夫かと、そういう不安が先に立つような受けとめ方しかでき

ないわけだ。ちゃんと信念を持ってやってくれ。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、伊藤議員が言われた、広域の中の一部分から入っているので

はないかというふうに私はとれたんですけれども、はっきり今回のこの規約にあって共

同運用、これは通信をやっていくということで今のところはまだ消防広域というところ

を見据えての内容ではございません。確かにここの中にも今後細かい協定書もつくりな

がらいきますが、幾ら受信をしたからといって市町を通り越えて管轄の車両が出ていく

ということはないということは双方でも言っております。また、応援協定があるので、

そのときにあっては出ていくのはいいけれども、センターでの１１９番を拾ったときに

は自分たちのところは自分たちでやってくださいということは、双方で今のところ話し

合いはしてあります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 答弁を聞く度に、あなた大丈夫かよと、そういう思いがするわけだ。

率直に申し上げて、あなたも経験されていると思う、そういう若いときも含めてな。初

めのときは手をつないで仲よく、その次は肩を抱くと、その次はといってどんどんどん

どん進んでいくわけですよ。目的は広域化にあるよと、しかし、そんなことはおくびに

も出さない。それもいいことに、いや、広域化は考えにはございません、通信の共同化

だけですからといって。徳川家康が大阪城を落城させるときには、外堀を埋めて、次は

内堀を埋めて、本丸をとっちゃったじゃない。そういう徳川家康が生まれたところで、

ここでやってるわけだ。ですから、基本的な考え方では、市町の関係は力関係がどうで

あろうとこうであろうと、対等・平等でなくてはならないのだ。それは、あなたの先代

の先代の先代ぐらいの前の消防長が、それは岡崎としょっちゅうけんかをやりながら二

言目には岡崎がこぼしたと。幸田は対等・平等だってうるさくてしょうがないといって、

そのぐらいの信念を持って対自治体との関係は力の差はあろうとなかろうと、もっと言

えば、岡崎市は、ちびの幸田がちょっと小遣いをたくさん持ってるぐらいで大きな顔を

するなと、こう言われて町長はしゅんとしやがって。その後をついていってどうするん

だ。あくまでも対等・平等、これが原則だ。どうなんだ、それを貫いていくかどうか。

先ほどちょっと聞いたら、基本はそうだけれどもお願いをしていきたいと。岡崎市にお

願いをしていきたいと。中根議員から言われたことに対して、いや、へりくだって頼む

わなといってお願いをすると、そういうへっぴり腰だから、全く先が見えてこない。今

ここで、あなた、どうするんだといったって何ともならんわ、その性格の問題も含めて

な。という点からいくのは、１点だけ申し上げておく。市町が違えども、市町は確固た

る法人格を持った自治体。自治体と自治体の関係は対等・平等だという点からいけば、

去年、おととしの町長が１月４日に仕事始めのときに言った、西三河で幸田町だけが１

つの町になっちゃったと。９市１町だけれども、１町たりとも誇りを持って仕事をしろ

といって、仕事始めに言葉を出したわけだ。そんなのは思いつきの言葉なものだから何

とも私は受け取らないけれども、そのぐらいの気合いがなかったらこんなのできるわけ
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ないじゃないか。全部岡崎のいいようにやられてる。ですから、何遍も言うけれども、

自治体間の力関係は、人口だとか財政力だとかいろいろあっても対等・平等が原則だ。

そこでどれだけ貫くかどうかだ。前前前任者はそういうことをやってきたわけです。だ

から幸田町は、うるさくてしょうがないなと言いながら、相手も気をつかいながら幸田

町と話をしてきたけど、今は何だと。お願いにしてくるなら、もうちょっと腰をかがめ

てへっぴり腰で来いと言われていても済みませんといっていくような、そういう印象し

か受け取れないです。どうなんですか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 今、議員が言われる、確かに私も過去のことは聞いております。

岡崎市と同じ立場または対等、同じ土俵に乗るということは私も考えております。向こ

うの消防長が言ったこと、私が言ったこと、これは同じレベルのものだということも自

覚はしております。先ほどから中根議員のほうにお願いしていくというのにあっては、

やはり今から協議をしていく場面も出てきます。こちらのほうに自分の中では今この場

ですのでやさしく言っておりますけれども、しっかりとした口調でできるものはできる、

できないものはできないというふうに強く言っていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） これ以上追求してもしょうがない。だから、基本だけはきちんと押

さえておいてくれ、対等・平等だということだけ申し上げて、次に第５条の負担金の関

係でこれでいきますと、積算の時期及び方法は両市町の協議による。両市町の協議をや

るからといって、もうテーブルはできているだろう。事務局がちゃんとやってる。ただ、

こんなものは、こんなものと言ったら御無礼に当たりますけれども、両市町が協議をし

なければ金の出どころが正当化されないからそういう記述をしただけの話で、事務レベ

ルでは何をもとにしてどういう方法で負担金を積算するのかというのは、基本的には人

口と財政力でしょ。それ以外に何かあったら教えてください。ですから、人口の比率は

どれだけかと、１０対１なのか。財政力でいけば、我が町のほうが財政力資産が多いわ

けだ。それを含めていくと、岡崎のほうはくそったれと、ちびの幸田町がと。ちょっと

小遣いをたくさん持ってるからといって、だけど俺のところはウドの大木だよとは言い

ませんけれども、人口でいけば１０分の１以下ではないか幸田町と、こういうことにな

るわけなんだ。だから、そうした点で、この負担の割合も両市町で首長が協議だよでは

なくて、事務レベルではどういうふうになっておりますか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 整備の負担割合といたしましては、幸田町の整備する面、岡崎市

の整備する面、これを分けたところ６３対３６、端数は切っておりますけれども、この

状況になっております。また、共同でやる部分、この辺は指令台のほうでありますが、

こちらのほうは９対１、全体的にはそれらを足して割ると７５対２４ぐらいになるので

はないかということで、今の割合で進めていきたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 余り親切にわっと言うとろくなことはないなというのが今の答弁。
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だから、積算をする根拠、今は積算で出てきた答えだけを言ってるわけじゃないか。人

口規模の比率は何だ。財政力の数値はどういう形ではじき出してきたのか。共同運用を

するものの負担と共同運用をしない部分、単独で運用する部分は何なのかと。このぐら

いのことは、質問したら整理してやってくれよ。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 失礼いたしました。割合にあっては基準財政額ですが、これにあ

っては岡崎市の平成２５年の財政需要額でありますが、岡崎市８８.６３、幸田町にあ

っては１１.３７、人口にありましては平成２２年の国勢調査をもとに、岡崎市９０.７

６、幸田町にあっては９.２４、この基準財政需要額足す人口比率で約５０、５０でや

っていくと、岡崎市８９.６９、幸田町にあっては１０.３１の割合になります。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、言ってみれば人口の関係、財政の関係、そして共同化の問

題トータルでいけば、幸田町が１０.３１で岡崎が８９.６９だと。負担割合はそれなり

の根拠があって、おまえのところは体が大きいものだから負担しろよというだけではな

くて力関係の問題ではないんです。負担割合はこういうふうに決めたけれども、対等・

平等の関係で決めてきたんです。ここで一方がへりくだって、岡崎さん、じゃあ十分負

担していただいておりますので、幸田町は小さくなって言うことも言えないけれどもと、

そんな感覚が絶対あるんだわ、あなたの答弁をずっと聞いていると。だから、私は先ほ

ども申し上げたように、対等・平等の関係をきちんと腹におさめていけよということで

いきますと、この第７条は全然気に入らないな。これは決算で、決算は岡崎の市議会の

認定に付すときはだ、当該決算を幸田町長に報告しなければならない。一般的に報告と

いうのは、もうつくられたものを事後に話をする事後報告なんだ。決算とはもともとそ

うだ。だから、この規定からいけば、市議会が何だと、幸田町に対して。こういうこと

になるんですよね。完全に主導権が岡崎に握られながら、幸田町も一定金を出している

から少し話はしとくわと。事後報告で報告だけしとくわと、こういう規程ですよ。そう

じゃないですか。その次の第８条、両市町の諸規程、こういう中で条例、規則、そのほ

か規程についてはこれを相互に調整するように努めなければならない、これは努力義務

だと。努力義務だけれども、基本的にあなたの感覚や岡崎市の幸田に対する対応姿勢と

はついて回りだ。岡崎について来いと。調整なんていう言葉は使っているけれども、結

局追認せよと。形だけこういう規程は設けたけれどもということになりませんか。こう

いう受けとめ方ができるのではないかということですよね。そうした点でいくならば、

この共同運用という点でいけば、これが３０年４月１日施行するよと。そうすると次の

段階にいったときに、３０年か３５年ぐらいに、ああ、昔幸田町があったな、幸田町と

いうのがということになりかねない。落とし穴だ、仕掛けなんだ。そういうのを十分熟

知しながら、承知をしながら対応していかないと岡崎にはめられちゃったと。幸田町は

だからど田舎だと、こんなふうに言われて、あなたたちはどう思うかと。１丁足りとも

誇りを持ってやれという町長のもとで岡崎に落とし込められるような規程をつくって、

それでやっていくのかと。そうしたときには、やはり基本的にはこういう中でどういう

ふうに進んでいくかは知りません。しかし、今の今日の議会の状況からいけば、議会で
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承認可決をされるであろう。そうしたときに、じゃあ、次の段階で出てくるのは先ほど

申し上げた対等・平等のきちんとした信念を持て。それともう一つは、小なりといえど

も我が町はという誇りは持たないとあかん。幡豆３町が西尾市に吸収合併されて一番か

りかりきたのが一色町ですよ。一色町の当時は大河内という町長が、時をおいてたまた

まさるところで顔を合わせる機会があったときに、ばかなことはないと。ただ、しかし

国の県の圧力とは相当なものだぞと、こういうことが言われた。そういう中でこの関係

もずっとこれから進んでいけば、ああ、昔額田郡という郡があって、そこに幸田町があ

ったなという語り話になっていく一里塚をあなたがつくっていくということなんだ。あ

なたがつくっていくという言い方はいかん、御無礼だな。たまたまそういう部署にいた

と、人事の異動の関係で。そういう関係にあるけれども、だからといってその境遇を嘆

くな。対等・平等、１丁たりとも誇りを持てと、こういう形で今後臨んでいただかない

ことには何ともならない。どうですか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 先ほどの規約の７条の岡崎市の議会の認定に付すときということ

であります。岡崎市の議会の上程前に幸田町長に報告することとなっております。幸田

町の場合には、決算については議会の上程はありませんが、負担金としての共同運用後

の決算を議会報告いたします。また、負担金の予算を計上するときに当たっても、当初

予算のほうで議会の議決が必要になっております。また、岡崎市は幸田町に対して詳細

な負担金算出の方法または経常等も協議をしなさいというふうになっておりますので、

こちらのほうも実施していきたいと思っております。あと、監査のほうにあっても、幸

田町長に結果を提出しなさいということも書いておりますので、内容にあっての確認の

とれる体制となっております。また、これらのことに対しては、やはり幸田町としての

意見等も言っていきたいと思っております。８条のほうにあって調整というふうに書い

てありますが、こちらのほうにあっても条例規則その他の規程等については、やはりそ

れぞれの市町のやり方等があるので、共同運用に支障がないように承知するという内容

になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   ここで１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午後 ４時１０分 

─────────────── 

                             再開 午後 ４時２０分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 先ほどの経過の中で、内部組織の体制と町職員の身分、またある

いは共同通信課の内容について説明がございました。そういう中で、この規約を読みま

して非常に残念だなと思いました。まさに先ほどから言われているように、岡崎市の体

制にどっぷりと幸田町がつかっていくと、この内容そのものではないかなというふうに

思うわけであります。そこでお聞きをするわけでありますけれども、なぜ岡崎市の一般
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会計に幸田町との共同通信をしていく内容を組み込まなければならないのか。この経緯

についてお答えがいただきたいと思います。平成２５年から２６年にかけて研究会や作

業部会等を開いてきたということでありますけれども、私は、なぜ岡崎市の一般会計の

中に組み入れなければならないのかと。これは非常に不可解であります。一部事務組合

としてできなかったのかということでありますけれども、この点について答弁を求めま

す。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 岡崎市の一般会計に計上するに至った経緯といたしましては、消

防指令業務に関しては、整備・運用に必要な費用等がございます。岡崎・幸田町と協議

をして考えられる可能な限りの項目、または設備等のものを定めております。収支に関

しても整備した分、運用にかかる費用とが明確であります。計画的に金額の変動も少な

く、予算時に両市町で協議し、精査し、決定していき、決算時も同様に岡崎市の上程前

に両市町で協議をいたします。また、先ほどの一部事務組合の件でありますが、一部事

務組合になりますと、やはり指揮命令の統制が代表団体の長になってしまうという懸念

もありますので、一部事務組合というのは考えておりませんでした。以上です。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回、この規約を読みますと、全て岡崎市の中に組み込まれる内

容となっております。共同通信課というのは、これは単独のものとして運用開始をすれ

ば何ら問題はないと思うわけであります。両市町で協議をしながら、そして負担割合に

応じて負担をし、そしてお互い対等の状況の中で運用をしていく。これがまさしく共同

運用ではなかろうかというふうに思うわけであります。ところが、これが岡崎市の一般

会計の中に組み込まれ、そして共同通信課の職員は岡崎市の職員として身分を取り扱う

ということでありますね。ですから、お聞きをしましたところ、岡崎市の職員と給料も

同じという水準になるわけであります。そういうことからすれば、職員を差し出しなが

ら岡崎市のいうことを聞いていかなければならないというように受けとめられるわけで

ありますが、しかも今度は決算についてはこれは岡崎市で決算があるということで、幸

田町の議会としてはかかわれない、ただ報告を受けるだけ。そして一般会計では岡崎市

に繰り出す、その内容でしかないわけでありまして、これが岡崎市の議会にかけられて

しまえば幸田町では何らものが言えなくなってしまう状況にも陥りかねない状況であり

ます。その辺がなぜ独立した形の中でやれなかったのかと。そうしますと、その代表団

体ということで岡崎市長になってしまうということでありますが、しかしながら、一部

事務組合方式でもっていけば、これは両市町の議会が対応していくわけでありますので、

ここで対等の関係が生じてくるというふうに思うわけでありますが、なぜ一般会計に計

上するのに至ったのか、詳しく経過説明をいただきたいということであります。 

   次に、１０月に岡崎市と協定書を結ぶ計画であるということが、一般会計の補正予算

の中で示された債務負担行為の中で説明が行われました。岡崎市との協定書の内容とい

うものを資料要求をしましたけれども、その点についてはいかがかということでありま

す。最近岡崎市との協定書を交わしたのはこども発達センター、それから藤田学園に対

する建設費負担の関係、この２つでありました。ですから、これはまだ協定書を結ぶ前
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に案が示されたわけでありますけれども、もう間もなく１０月になるわけでありますが、

この協定書の内容について要求をいたしましたけれども出していただけるでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 体制といたしましては、平成３０年度までに岡崎市の通信指令室

を共同通信課、また幸田町の通信担当を共同通信課というふうに愛知県のほうからも指

導をいただいております。これは、つくるつくらないというのは企画部のほうに今後も

お願いしていくわけでございますが、両方市町にあって同じ課を設けて共同運用をやっ

ていくというのが、この自治法のほうで書かれているというふうに言われておりますの

で、そちらのほうで今後も対応をしていきたいと思っております。また、身分にありま

しては同じくやはり地方自治法の２５２条の９の第４項に両市町の長が定める職員の候

補者のうちから、規約で定めた長が選任した場合に普通地方公共団体の職員とみなすと

いうふうに書いてありますので、こちらのほうにも基づいて幸田町の職員を岡崎のほう

に出向させるという考えであります。別に岡崎市の職員としての給料単価等は一緒にな

るわけでございますが、定数にあっては幸田町の定数と私は思っております。 

   また、協定書の案につきましては、今後１０月に愛知県のほうに協議書等を届け出を

いたします。また、これにあっても告示をいたしますが、整備に関する基本協定書また

は事務に関する協定書等は、議員が言われるように１０月か１１月ごろにつくり、また

１２月ごろにも２つ目の協定書もつくって随時愛知県のほうに提出していこうかと思っ

ております。ただ、今の段階では、まだこの内容を岡崎市と協議をしながら作成してお

りますので、すぐには案というものがそこまでできておりませんので、提出するという

のはまだできないかと思っております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この共同運用をしていくという関係につきましては、これは以前

の協議会の中にも説明がされてまいりました。この説明の中では共同運用に当たってど

のようにやっていくかということは説明がされなくて、職員体制について、それと岡崎

市の指令室を使うよという、そういうことがたしか協議会の中で報告されたかというふ

うに思いますが、しかしながら、岡崎市の一般会計に計上をする、こういうような取り

扱いで１２ブロックあるということであります、県下の中で。１２ブロックある中で例

えばこうした運用が共同運用がこのように代表団体のところで全て一般会計に計上され、

そしてやっていく体制づくりなのか、その点についてどうなのか伺います。 

   それから、この共同運用に当たって愛知県のほうから指導があったということであり

ますけれども、これは愛知県の指導のもとに全てこのような形で運用していくという体

制づくりだったのかどうなのか伺います。 

   また、協定書が２つ目の協定書ということでありますけれども、１つ目の協定書、２

つ目の協定書、それぞれ違った内容のもので協定が結ばれるようになっているのか、そ

の点についても伺いたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） １点目のこの方式であります愛知県下の１１ブロックにありまし

ては全て協議会方式でございます。この協議会方式というものに当たっては、協議会自
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体の管理執行にあっては、地方公共団体の機関が管理をし、執行したものとして効力を

有するということで協議会というもの自体をつくって、そちらのほうに職員を派遣をす

るという内容でございます。この辺にあっては今回の共同運用の内部組織になっては会

自体を協議会というものをつくらずに、双方が持ち寄ってセンターをつくるという内容

でございますので、若干この協議会とはやはり違うかと思っております。協議会自体が

法人格を持たずに運用できるということでありますが、内部組織のほうにあっては法人

格をもって運用できるということでございますので、協議会のほうといたしましては、

この指令業務をやっているところに協議会という命名をいたしまして、こちらのほうに

全ての市町の長から出向、派遣をするということになりますが、こちらのほうでは会長

や委員等をつくって、こちらの単独で業務を進めていくということになりますので、こ

この長になるもの、指揮命令にあってはやはり岡崎市で協議会をつくれば、幸田町がそ

こに入っていくという形だけになるので、指揮命令は全て岡崎市の市長または岡崎市の

消防長になるということになります。今回の内部組織のほうにあっては、幸田町の消防

長と岡崎の消防長というのは双方に指揮権を持って、その上にいる町長たちにもやはり

指揮権または命令権もあるという流れで、よその市町にあってはこの協議会方式という

のを運営して、自分たちで会をつくってやっているので、今回は内容が違っているので

どうだというのを県のほうから言われて、こちらのほうを選んで規約等もつくって進め

ていくものでございます。 

   また、愛知県のほうの指導というところにありましては、先ほどから言っている自治

法のほうに基づいては５項目ほどやはりうたってありまして、各共同設置をする市町に

あっては名称をつけなさい、執行場所を設けなさい、職員の選任方法を設けなさい、ま

たは身分取り扱いを設けなさい、または必要な事項もこの規約のほうに設けなさいとい

う法的なもの等を聞いて、また愛知県のほうにはこの規約で内容的にいいかというのも

やはり持っていって協議をしたところ、多少こういうところも直しなさいよとかいうア

ドバイスまたは指導もいただいて、今回のこの規約等をつくったものでございます。 

   それから、最後の協定書でございますが、設備に関する協定書、要は機械等でござい

ますが、もう一つのほうは内部組織の事務に関する協定書、この２つの協定書をつくっ

て細部に当たるものを今後取り決めていきたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） １２ブロックとお聞きをいたしましたが、単独のものが抜けたた

めに共同で運用するのは１１ブロック。その中の１１ブロックの中の１０ブロックは協

議会方式で、岡崎・幸田におきましては内部組織の共同設置ということで、代表団体の

岡崎市に全て組み込まれる方式で、県下の中で事例が違うよということで理解をしてい

いのでしょうかということと、それから協議会方式にあっては、これは一部事務組合方

式のような形の中で運用がされるのか。それとも、どのような運用になるのか、あわせ

てお聞きをしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 申しわけございません。先ほどの協議会と共同設置ということで

ありますが、協議会のほうにあっては法人格を有さないということで、この内部組織の
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共同設置では法人格を持つということで、財産の所得ができるということであります。

よって、今回は岡崎・幸田ともに同じものを財産共有ができるというふうに解釈したい

と思っております。 

   また、運用の面にありましては、やはりこの指揮権の関係で先ほどから言っている、

向こうの岡崎市の職員とみなすものにあっても、幸田町の消防長が指揮権を発動して運

用をやってもらうというふうになっております。また、岡崎市は岡崎市のほうでもやは

り同じ事案が共同通信課のほうに入れば、そちらのほうの指揮命令で運用をしていくと

いうふうになるかと思っております。 

   以上です。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 協議会方式ですと代表のところが指揮命令ができるわけですので、

ほかのところはそれが及ばないよと。けれども、今回の岡崎・幸田の共同設置について

言えば、同等の幸田消防も岡崎消防も消防長が両方に指揮権を持つということが言われ

ました。そのことはどこに書いてあるのかということですよね。保障されるのかと。そ

の指揮権や命令権、そういうのが岡崎市の一般会計の中に組み入れられて、全て岡崎市

の中で処理をする中で指揮権だけが幸田消防長に与えられるのかと。この共同通信課は

岡崎市がこの長になるというふうになっておりますよね、規約で。ですから、そういう

指揮権ができるのかという、その内容というのはどこに盛り込まれるのでしょうか。や

っぱり、それは保障するという点におきまして必要ではなかろうかというふうに思いま

す。また、財産も両方の共有だというふうに言われましたけれども、どうやって共有で

きるのかということでありますけれども、その点については、これは負担割合によって

整備をしていくわけだから、岡崎市の財産が幸田町と共有できるというのはちょっと理

解ができないわけでありまして、その点はどうなるのかということであります。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） 先ほどの一般会計に入るものを幸田町のほうが指揮命令ができな

いのではないかと言われますが、その機械自体は今回岡崎市のほうが代表で購入しても

らうといって、私どもの幸田町のほうからは負担金ということでやっていきます。ただ、

運営に当たってはそこの方式でございますが、内部組織の共同設置という方式の中に双

方の代表者が指揮権を持つというのがありますので、そちらのほうを引用して、確かに

この規約のほうには書いてありませんけれども、内部組織の共同設置という方式自体に

あっては指揮権は双方の消防長が持つというふうにうたってありますので、それを引用

するということでございます。また、先ほど説明がちょっと悪かったわけでございます

が、財産のものにあっては確かに一括購入をする岡崎市のものになるかと思います。こ

ちらのほうには、やはり私どもは私どものほうの整備する車両等にも機器等が入ります。

岡崎市にも入ります。この辺が町単独分の整備費になるかと思いますので、こちらのほ

うを今後財産として幸田町の財産になるのかというのは、やはり今後協定書等にもうた

っていかなければならないのかなと思っております。しかし、このもの自体にあっても

今の現状では負担金という名前になれば岡崎市に買ってもらって、そのものを私どもの

ほうが使わせてもらうという形の負担金になるのかなとも思っておりますので、この辺
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はしっかりと岡崎市と協議をしながら、財産のほうをどのように分けるかというのも協

議していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 岡崎市と幸田町がくっつくわけですから、男女の関係でいえば要

は結婚ですよね。離婚するときにやはり協議が必要ですよね。これが財産が曖昧にされ

ていると、非常に複雑になってくるわけです。ですから、やはり負担金として出してい

るから大丈夫だという問題ではないわけでありますので、やはりこれはきちんとした形

の中で運営をしていかないと、本当に口も手も足も出せない状況でがんじがらめになっ

てしまうのではなかろうかということが危惧されるわけであります。そうした点で、私

は今回のこれは総務教育委員会のほうの協議に任せたいというふうに思うわけでありま

すけれども、しかしながら、やはりこの規約は問題だと思います。やはり、幸田町の主

張、幸田町の町としてのプライド、これもかけてやっていただきたいなと思います。 

○議長（浅井武光君） 消防長。 

○消防長（壁谷弘志君） この規約の中にあって、機器等のことが書いてありません。こち

らのほうは先ほど言った２つの規約のうちの１つの中の整備に関する基本協定書、こち

らのほうに基づいてどのようにしていくか、またはもう一方のほうの事務に関する協定

書の中にもやはり財産というものはどうするのかというのも盛り込んでいきたいと思っ

ております。今回のこの規約に当たっては、平成３０年４月１日以降の業務内容が入っ

ております。また、その前に事前に実施設計や整備等も知らなければならないというこ

との協議等も今後もやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５９号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、お諮りをいたします。 

   本日の日程はこれまでとし、第６０号議案以降の質疑は９月１５日火曜日に繰り延べ

たいと思います。 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 異議なしと認めます。 

   よって、第６０号議案以降の質疑は９月１５日火曜日に繰り延べさせていただきます。

決定をいたしました。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会といたします。 

   次回は、あす、９月１５日火曜日、午前９時から会議を開きますので、よろしくお願

いをいたします。 

   どうも大変御苦労さまでした。 

                             散会 午後 ４時４９分 
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